
P1   第 5 次 韓・日会談 予備会談 
本会議会議録及び事前交渉・ 
非公式会談報告、1960.10－61.5 

 
                     分類番号 723. 1 JA 
                     登録番号  713 
 
P2                  索引目録 
  分類番号 登録番号 生産課 生産年度 フィルム番号 ファイル フレイム番号  
  723. 1 JA    713     亜州課  1961    主題  番号   番号  始まり  終り  
  本 1960-1961                C1－ 0004    08      0001～ 0330 
           
機能名称 :  第五次 韓日会談 予備会談（1960.10.25-61.5.15） 

本会議会議録及び事前交渉・非公式会談報告、1960.10－61.5 
 
一連番号      内   容              頁 
1  会議報告                       0004  
-1   第一次、1960.10.25                              0014  
-2   第二次、1960.11.2                               0075             

 -3   第三次、1960.12.21                          0085                          
  -4   第四次、1961.1.25                          0109  

2   事前交渉・非公式会談報告                         0110 
-1  1960 年度                                        0250  
-2 1961 年度                                      ～0330 

 
P3.分類番号 723. 1 JA   登録番号 713  保存期間 永久甲 

法 1960-61         
機能名称 :  第五次 韓日会談 予備会談（1960.10.25-61.5.15） 

本会議会議録及び事前交渉・非公式会談報告、 
1960.10－61.5 

 生産課  亜州課    生産年度 1961 
内容 :  
1.  会議報告                       

1-1   第一次、1960.10.25                                
1-2   第二次、1960.11.2                                          

  1-3   第三次、1960.12.21                                                   
   1-4   第四次、1961.1.25                           

2.  訓令・非公式会談報告  1960-61                             
   2-1   1960 年度 *鄭一亨－小坂外相会談、1960.9.6 は”724.32IA(4359)1960 を見なさい 
   2-2   1961 年度      
    
P4   1.  会議報告                       
 
P5  韓日会予 第 1 号                  1960 年 10 月 27 日 



 2

 第五次韓日会談予備会談 首席代表 
外務部長官 貴下 
件名 : 澤田首席代表との非公式会談報告の件 
   連、 TM-10190 号 
 頭の件、10 月 26 日午後 12 時半から霞友会館で日本側澤田首席代表と(わが側から厳公使、

日本側から伊関アジア局長が同席した)約 2 時間の間非公式会談を持ったので、その内容を下の

ように報告するものです。 
1.各分科委員会の組織に関しては第四次韓日会談時の構成と名称をそのまま使用することで合

意し、両側から各分科委員会別の代表団名簿を交換した。わが側が手渡した名簿には基本関

係委員会に関する名簿は除外され、日本側名簿は別添した通りである。 
2.会議進行方法に関して、次のように合意した。 
 1)用語 
  韓国語、日本語、英語を会議用語として使うことにして、韓国語及び日本語を使う時、誤

解がある時には韓国側で通訳を担当することにした。 
 2)議事録作成 
  全体会議に関しては韓国側から文哲淳代表、日本側から宇山厚代表が共同で作成して合意

した後、次期本会議または両首席代表が別途で合意する方法によって承認を受けるように

する。本科委員会に関しては原則的に両側が独自に議事録を作成し、重要な事項として特

に双方の明確な立場を明かす必要がある場合には「合意議事録」を作成し、全体会議に関

する方法に沿って作成することにする。 
 3)新聞発表 
  全体会議に関しては韓国側から文哲淳代表、日本側から宇山厚代表がそれぞれ担当するこ

とにして、本科委員会に関しては各側が独自に決定することにするが、公表する大体の内

容に関して会議終了前に両側首席代表または首席委員の合意を得ることにする。 
 4)会議連絡関係者責任者 
  韓国側は文哲淳代表、日本側は宇山厚代表(前田利一外務省北東亜課長も加える)を指定す

ることにした。 
 5) 非公式会議開催 
  会議運営上必要な場合には、両側首席代表間で一般原則に関する意見交換を行った後、本

分科委員会会議を開くことにして、また会議進行上必要な場合には両側代表間で非公式会

議を持てるようにする。 
3.上記したように、非公式で合意した事項を正式に確認するために 11 月 2 日(水曜日)に第二回

全体会議を開催することで合意した。 
4.在日僑胞の北送問題に関して、韓日予備会談が始まったまさにこの時期に、日本が北送協定

の一年間延長のために北韓傀儡赤十字に交渉再開の電報を打電したことに対して遺憾の意を

表し、韓国政府及び韓国国民の北送反対の立場には以前も今も何らの変動がないことを強調

して、北送問題は事態の進展如何によっては依然と韓日会談の基礎を破壊する危険性がある

という点を指摘した。 
5.これに対して日本側は、韓国側の立場は良くわかると言いながら、10 月 25 日日本側として

は仕方なく上記した電報を打電したが、自分たちの推算では今後北韓への帰還希望者は最大

限 4,5 万名程度だから(朝総連幹部もこれを認めると言った)、北送は事実上今後 1 年までの

内に終わりそうだと言った。 
別添 : 日本側の分科委員会別の名簿 1 部 

以上 
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P8             日韓会談分科委員会  
              日本側委員名簿                  
 
1. 基本関係委員会 
   主査    外務省アジア局長        伊関佑二郎 
  副主査   外務参事官           卜部敏男 
   〃      〃             東郷文彦 
  補佐    外務省条約局条約課長      兼松 武 
   〃     〃アジア局北東アジア課長   前田利一 
   〃     〃    〃   事務官   柳谷謙介 
   〃     〃    〃         池部 健 
 
2. 韓国請求権委員会  
 (1) 一般請求権 
    主査    大蔵省理財局長         西原直廉 
  副主査     〃   次長        吉田信邦 
   〃    外務参事官           卜部敏男 
  補佐    大蔵省理財局外債課長      半田 剛 
   〃    外務省条約局条約課長      兼松 武 
   〃     〃アジア局北東アジア課長   前田利一 
   〃     〃    〃   事務官   柳谷謙介 
   〃     〃    〃         池部 健 
 (2) 船舶 
  主査    運輸省海運局長         朝田静夫 
  副主査    〃 参事官          河毛一郎 
   〃    外務参事官           卜部敏男 
  補佐    大蔵省理財局外債課長      半田 剛 
   〃    〃管財局国有財産第三課長    倉科忠夫 
   〃    運輸省海運局総務課長      大高喜一郎 
   〃    外務省条約局条約課長      兼松 武 
   〃     〃アジア局北東アジア課長   前田利一 
   〃     〃    〃   事務官   柳谷謙介 
 (3) 文化財 
  主査    外務省アジア局長        伊関佑二郎 
  副主査   外務参事官           卜部敏男 
  補佐    大蔵省理財局外債課長      半田 剛 

〃    外務省条約局条約課長      兼松 武 
   〃     〃アジア局北東アジア課長   前田利一 
   〃     〃    〃   事務官   柳谷謙介 
 
3. 漁業委員会 
  主査    農林省水産庁次長        高橋泰彦 
   〃    外務参事官           宇山 厚 
  補佐    農林省水産庁漁政部漁業調整課長 木戸四夫 
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   〃     〃    生産部海洋第二課長 中村正路 
   〃    外務省条約局法規課長      小木曽本雄 
   〃     〃アジア局北東アジア課長   前田利一 
    〃     〃    〃   事務官   柳谷謙介 
 
4. 在日韓人の法的地位に関する委員会 
  主査    法務省入国管理局長       高瀬侍郎 

〃     〃 民事局長         平賀健太 
  副主査    〃 入管局長次長       臼井彦太郎 
  補佐     〃 民事局長第五課長     長谷川信蔵 
   〃     〃 入管局総務課長      志水志郎  
   〃     〃  〃 入国審査課長    森 純造 
   〃     〃  〃 資格審査課長    人見鉄三郎 
   〃     〃  〃 審判課長      神崎量平 
   〃     〃  〃 警備課長      平塚子之一 
   〃     〃  〃 登録課長      小笠原正勝 
   〃    大蔵省為替局管理課長      山形栄治 

〃     〃 主税局税関部業務課長   加治木俊道  
〃    外務省条約局条約課長      兼松 武 
〃     〃アジア局北東アジア課長   前田利一 

   〃     〃    〃 事務官     柳谷謙介 
   〃     〃    〃         池部 健 
 
P14  1-1   第一次、1960.10.25 
 
P15                            大韓民国外務部 
  着信電報                       番号 : TM-10176 
      東京                          日時 : 25 日 13:00  
           受信人 :  外務部長官 貴下 
 韓日予備会談開催に関して下記のように報告するものです。  

1. 予備会談第一次全体会議は今日 25 日午前 11 時定刻日本外務省会議室で、わが側在東京前

代表団と日本側前代表団(平賀代表欠席)が出席した中で開催された。 
2. 両側首席代表はそれぞれ代表を紹介し、続いて澤田日本側首席代表とわが兪首席代表が 
 開催挨拶を行った。(澤田代表の挨拶原文は別途転送する) 
3. 会談の運営方案及び各分科委員会構成に関しては、両側首席代表の非公式会議による決定

に一任することと決定し、必要なら両側から 1 人の運営委員を選出することにした。 
4. 韓国代表団は残余人員がいつ頃到着するかという日本側の質問に対して、わが側は会談進

行に支障なく、いつでも来日する準備ができていると答えた。 
5. 新聞発表に関して両側は、その担当官として韓国側文哲淳代表、日本側宇山厚代表に決定

した。 
6. 両側広報官は新聞公報発表文に合意した。(発表文原文は別途転送する) 

以上 
                        首席代表 / 駐日代表部 
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P16    韓日会予 第 2 号                   
   1960 年 10 月 27 日 
            
 外務部長官 貴下 
                      第五次韓日会談予備会談  

首席代表 兪鎮午 
 
件名 : 第五次韓日会談予備会談第一次全体会議の経過報告に関する件 
    (連 : TM-10176、1960 年 10 月 25 日付) 
 頭の件、1960 年 10 月 25 日に開催された予備会談第一次全体会議の経過を別添のように報

告するものです。 
 別添 : 1. 会議録 

2. 澤田日本側首席代表の開催挨拶原文 
3. 兪わが側首席代表開催挨拶原文 
4. 共同新聞発表文 
 

P17             会議録 
         第五次韓日会談予備会談第一次全体会議                     
 
1. 日時及び場所 : 檀紀 4293 年(1960 年) 10 月 25 日午前 11:00－11:35  

日本外務省会議室 
2. 出席者: 韓国側 : 首席代表兪鎮午、代表厳堯燮、劉彰順、金潤根代表、陳弼植、文哲淳、 

専門委員厳永達、南相圭、鄭一永、補佐官鄭淳根、金正泰、李秀佑、 
朴相斗、崔侊洙、権泰雄 

日本側 : 首席代表澤田廉三外務省顧問、代表伊関佑二郎外務省アジア局長、中川融

外務省条約局長、西原直廉大蔵省理財局長、高瀬侍郎法務省入国管理局長、

朝田静夫運輸省海運局長、高橋泰彦農林省水産庁次長、宇山厚外務省参事

官、卜部敏男外務省参事官、(平賀代表欠席、以下随員一同) 
P18  
3. 会談内容 
 会議開催に先立って澤田日本側首席代表は日本側代表団を紹介し、わが側兪首席代表も韓国

代表団を紹介した。 
 続いて澤田首席代表の開会挨拶があり、これに応じて兪首席代表の開会挨拶があった。(開会

辞原文を別添する) 
 討議内容は次の通りだ。 
澤田首席－会談の進行方法に関して、韓国側に何か意見があるか。 
兪首席 －貴側で何か方案を持っていたら言って欲しい。 
澤田首席－特別に考えたものはない。会談運営方法を決定するために両側から各 1 人ずつの運

営委員を選出し、各委員会構成等会談進行方法に関して非公式に相談させたらどうか。 
兪首席 －そのような方式には同感だが、運営委員会を構成するというより、かえって両側の首

席代表が会談運営に関して非公式に打ち合わせるのはどうか。また運営委員は今後必

要なら選出しても良いし、その人選は首席代表にそれぞれ一任しよう。 
澤田首席－異議ない。新聞発表に関して、両側から公報官を任命するのはどうか。 
兪首席 －よい。 
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澤田首席－それならわが側は宇山代表を指名する。 
兪首席 －わが側は文哲淳代表を指名する。 
澤田首席－他に何か話したいことがあるか。 
兪首席 －今日の会議では別にこれ以上話すことはない。 
澤田首席－韓国側代表団の中にはまだ到着してない方がいるが、いつ頃来られる予定なのか。 
兪首席 －私が知っているのは池鉄根代表は約 1 週間後に到着する予定で、尹錫憲、李相徳両代

表は彼らがすぐに来る必要がある時は、いつでも来られるように準備ができている。そ

の方々が到着してないからと会談の進行には何の支障もないだろう。 
澤田首席－今日の会談は、これで閉会したらどうか。 
兪首席 －よい。 
 会談終了後、韓国側文代表と日本宇山代表は、今回の会議進行に関する共同新聞発表文に合

意した。(発表文別添) 
以上 

 
P20       兪首席代表本会議開会挨拶 
 
 韓日予備会談大韓民国代表団は、日本代表の皆様と共に韓日間の諸懸案問題を討議解決する

ために、今日この場で再び会合することを嬉しく思うものです。 
 過ぎ去ったこの 10 年間韓日両国政府は、過去の歴史に由来した諸懸案問題を解決しようと 4
度に亙って会談を持ったが、不幸にもその全面的な解決をみられなかったものであり、その内

の在日韓人問題はその本質的な解決はさて置き、北送という新しい要素が加味され、より複雑

な様相を呈するようになったのは、非常に遺憾なことです。 
4 月革命の結果で樹立した韓国の新政府は、韓日関係の正常化をその主要施政目標のひとつ

と定め、従来これを阻止して来た両国間に介在する諸問題を、平等と相互尊重の原則の上で合

理的に解決する意を表明したことがあるものです。 
これに呼応して日本の新内閣が、韓日関係を新しい方針下で誠意を持って解決することを明

かしており、また小坂外相閣下が大韓民国新政府樹立を慶賀するために韓国を訪問した機会に、

本予備会談開催の合意がなされたという事実はこの会談の前途に大きな希望を持たせてくれる

ものです。 
したがって韓国代表団は日本側の新しい誠意表示に大きな期待と希望を持って、この会談に

臨んでいるのです。本人はこの会談で真摯な討議と誠意ある協商を通じて諸懸案問題を解決し

て、理解と友誼と協調の基礎の上に立った両国の新しい関係への、第一歩を踏み出せるように

なることを懇切に希望するものです。 
 

P21  日韓前面会談予備会談第一回本会議での澤田日本側首席代表挨拶 
 
 閣下、そして皆様、今日日韓前面会談予備会談を開催するにおいて、日本国政府を代表して

本人が大韓民国代表団に歓迎の挨拶を捧げるようになったことを、最も栄光にそして嬉しく思

うものです。 
 元来韓国と日本の間は遠い昔から非常に密接な関係がありました。両国は一衣帯水の最も親

近なお隣として手に手をとって進むことで、共に繁栄し共に国際平和維持に貢献する仲だと思

います。しかし過去において両国の関係が、このような本来の姿態から抜け出ていたことはわ

れわれが深く遺憾に思って来たものです。 
 幸いにも今回大韓民国の新政府が樹立されて以来、日韓両国間には友好親善の機運が高まり
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ました。日本国政府が去る 9 月上旬小坂外務大臣を大韓民国に派遣し、親しく新政権樹立に対

する日本国民の慶祝の意を伝えたのも、早く日韓両国間の恒久的な友好関係を樹立しようとい

う日本政府の熱意の表示であったことを、ここで再び強調したいと思います。 
 申し上げる必要もなく日韓両国間には数多くの難問があります。このような諸懸案問題を解

決することが、本会談を担当するわれわれに負荷された課題なのです。勿論本人はこの任務が

容易でないことを良く知っていますが、同時に本人は日韓双方が胸襟を開いて会談をして、相

互の立場を尊重し互譲の精神を持ち解決に努力すれば、友好的解決が不可能な問題はないだろ

うと深く確信するものです。 
 このような意味で本人は日韓会談で多くの経験を持っていらして、高大な人格と卓越した識

見で内外に知られた兪鎮午博士を首席代表に戴く立派な代表団を派遣した大韓民国政府に対し

て深い敬意を表すものです。 
 最後に本人は、今日を第一次とする今回の会談がすべて円満に進行し、近い未来に両国間の

確固とした友好親善関係の基礎が確立され、互いに繁栄し互いに手を取って国際平和の維持に

努力するようになることを心から希望するものです。 
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P30   韓日会予 第 3 号                  1960 年 10 月 31 日 
            
                         第五次韓日会談予備会談 首席代表 
外務部長官 貴下 
件名 : 澤田首席代表との面談内容報告の件 
   連、 TM-10202 号 
 頭の件、10 月 28 日午前 11 時に日本外務省に澤田首席代表を正式に訪問し、約 15 分間面談

したので、その内容を下のように報告するものです。 
本人 : 最初に僑胞北送協定延長問題に関して駐日代表部から正式に意思表示があっただろう

が、本人としてはこの問題が韓日会談に及ぼす影響に関して、貴下の注意を喚起させよう

と来たものだ。今まで本人は数度にわたって大韓民国政府が韓日会談の順調な進行を妨害

するすべての問題を除去するために努力したし、また事実除去したのでわれわれとしては

日本政府がわれわれのような誠意ある態度を見せてくれることを希望した。しかし日本は

僑胞北送を終了させるどころか、逆に延長することを北韓傀儡と合意したのだから、これ

は日本の誠意が不足なのを証明するものだ。 
特にこの決定が韓日予備会談第一次本会議の開催直後になされた点に対して、われわれ

は一層遺憾に思う。したがって万一今後北送協定延長決定によって韓日会談に良くない影

響をもたらすことがあれば、その責任は全面的に日本政府にあるという点を注意してあげ

るところだ。またこの点に関して韓国政府は必要な如何なる措置でも取れる権利を留保し

ていることを明白にしておくものである。 
第二に今日の朝、朝日新聞の報道によると北送協定延長に関して大平官房長官が、この

事業は「日朝両国」の協調によってのみ成し遂げられるという言葉を言い、「日朝両国」と

いう言葉を二度にわたって使ったが、これは日本政府の公式見解なのか。日本政府は昨年

以来僑胞北送は政治問題ではなく人道問題だとして、政府と政府間の問題ではなく民間団

体である赤十字間の問題だと主張して来たが、何時からその主張が変わったのか。万一「日

朝両国」という言葉が日本政府の公式見解だとしたら、これは Two Korea という考えを前

提にすることなので、韓日会談の基礎を正面から破壊することだ。 
澤田 : すぐに調査して回答差し上げる。万一大平官房長官がそう言ったとしたら、大きなしく

じりだと思う。 
以上 

 
P32  韓日会予 第 4 号                  1960 年 10 月 31 日 
            
                         第五次韓日会談予備会談 首席代表 
外務部長官 貴下 
件名 : 澤田首席代表との面談内容報告の件 
   連、 TM-10215 号 
 頭の件、10 月 29 日午前 10 時半に芝パークホテルで日本側澤田首席代表の訪問を受け、約

30 分間面談したので、その内容を下のように報告するものです。 
澤田 : 最初に北送協定延長に対しては、とても韓国側に対して済まなく思い、それだから韓国

側がこれで今回の会談を決裂させない態度を取られたのに対してありがたく思っている。 
  1 年間延長というが、事実上それ以内に完了するものと確信しており、その間に韓日会談

を早急に進展させ、在日韓人が安心して日本に続けて居住できるようにしてあげなければ

ならないと思う。 
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本人 : 韓日会談を早急に推進しようというのには同感だが、それだからその間に日本側が北送

を積極奨励する態度等で韓国側を刺激して、予測できない事態を起こさないことを望む。

特に日本の新聞がこの北送を煽動するような大書き特集をすることを控えて欲しい。 
澤田 : 新聞報道に対しては、外務省に言ってそうするように積極指導する。 
   第二に大平官房長官の「日朝両国」云々の問題は、すぐに調査して見た結果大平官房長

官としては明白に「日朝両国赤十字」と言ったのに、その赤十字が抜けて報道されたもの

だ問題だが、そうではない。朝日新聞だけがそういう報道をしたが、朝日新聞の中に考え

を異にする者がいるのかも知れない。 
本人 : 赤十字という言葉がついたなら、そのまま日朝両国というよりは軽いかも知れないが、

日朝両国という言葉がある以上、やはり問題だ。 
澤田 : それはそうだが他意があるのではなく赤十字を指して言った言葉なので深く諒解して

いただきたい。今後はもっと注意するだろうから、この問題を重大化させないように願う。 
本人 : 貴下の言葉をそのまま本国政府に報告する。 
   僑胞が発行する新聞報道によると、11 月 1 日に貴下の夫人が米国女流作家パール・バッ

クを同伴して韓国を訪問するというが事実なのか。 
澤田 : 事実だ。女苑社の招待で行くことになったが、自分の妻は混血児の保護事業をしている

が、パール・バック女史とそれで関係ができたのであって、今回韓国に行くことになった

のもそのためだ。 
本人 : 貴下の奥様の随員で「日韓親善会議」の某女史が同伴するというが、それはどういう人

なのか。 
澤田 : 韓国で判事をしていた方の夫人だと聞いた。 
本人 : 国交を改善しようとするこの時に、終戦以前に韓国に行っていた人物を韓国に送るのは

遠慮して欲しい。 
澤田 : 在日韓人に対する融資問題及び在日韓人が韓国に投資しようとする時、特別に便宜を図

る問題等に関して、日本商工会議所会頭足立正及び日本経済団体連合会副会長植村甲午郎

両氏と貴下が会見して貰えるととても良さそうだがどうか。 
本人 : よいと思う。厳公使と相談して答える。 

以上 
 
P35   韓日会予 第 5 号          1960 年 10 月 31 日 
                         第 5 次韓日会談予備会談 首席代表 
外務部長官貴下 
 件名 : 船田中との面談内容報告の件 
頭の件、10 月 27 日午後 7 時から日本自民党の幹部であり、過去に韓日会談のために努力した

ことのある船田中氏と約 1 時間の間面談して来たので、その内容を下のように報告するもので

す。 
本人 : 韓日会談を今回は成功させるために努力していただきたい。日本の内閣が替わったので

韓日問題に関して、政界で韓国側を助けていただける人を教えていただいて欲しい。 
船田 : 韓国側を助けられる人は石井光次郎通産相と周東英雄自治相だろう。矢次和雄氏も相当

な影響力を持っていると思う。韓国の請求権問題は経済協力という形態で解決できる問題で

はないか。 
本人 : 韓国が請求しているのは確定債権の返済等清算に関する問題なので、清算は援助とは違

うものなので、清算は清算として解決しなければならないし、経済援助とは別途に論議する

のが良いと考える。   
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船田 : 総選挙まではまだ○実質的に会談を進行させるのは難しいだろう。しかし総選挙後には

実質的な会談が早く進行するだろうと考え、同時に政界の指導者何人かを韓国に送りたい。

このようなことを何回かくり返せば正式使節団が行ける基礎を用意できるのではないか。 
本人 : 政界指導者を韓国に送ることを特に反対する理由はないが、技術者や民間人と違って政

界指導者は一般に刺激を与えるのでその時期と方法を慎重に考慮しなければならないだろう。 
船田 : 日本首相池田は大体で岸首相よりは対韓問題に関して熱意が少ないかも知れないが、そ

の基本態度は同じくする人だと思う。しかし小阪外相は藤山前外相に比べて韓日問題解決に

ずっと熱意を持つ人だ。藤山前外相は北送を始めた人であるだけでなく、腹の中では中共に

関して好意を持つ人だ。 
以上    

 
P37  1-2   第 2 次、1960.11.2 
 
P38                            大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-1110 
    代表  東京                          日時 : 2 日 13:30  
           受信人 :  外務部長官 貴下 
今日 2 日 11 時から約 30 分間日本外務省で開催された予備会談第 2 次全体会議の経過を下記 

のように報告するものです。 
記 

1. 会談進行に先立って本人は、日本側が本予備会談開催直後に北韓傀儡といわゆる北送協定を

延長するのに合意調印したのに対するわが政府と国民の失望を表明し、わが政府が韓日懸案

問題を解決しようという誠意と決心を持って本予備会談を決裂させないことにしたので、日

本側もアジアの安定と友好善隣関係の樹立のために新しい誠意を表示して、本予備会談を順

調に進行させることを促したが、日本側澤田首席代表は北送問題に関して韓国政府と国民が

重大な関心を持っていることを日本側も充分に知っており、それにもかかわらず本会談を続

けることに決定した韓国政府の態度を嬉しく思い、会談が円満に解決され北送問題が自然消

滅することを望むという意思表示があった。 
2. 会議進行方法に関して、1) 会談の用語、2) 通訳、3) 議事録作成、4)新聞発表の 4 個項目は

従前の会談で行った通りにすることで合意し、両側会議録起草責任者としてわが側は文哲淳

代表、日本側は宇山代表を指名した。 
3. 各委員会及び小委員会の名称及び構成に関しては、第 4 次全面会談当時のように 1)基本関係、 

2) 在日韓人の法的地位、3)韓国請求権、4)平和ライン及び漁業の 4 個委員会を置き、韓国請

求権の下に 1)一般請求権、2)船舶、3)文化財の 3 個小委員会を置くことで合意し、小委員会

を担当する両側委員の名簿を交換した。わが側名簿の中に基本関係委員会の担当委員が含ま

れてないのに対して、本人はこれが純然と基本関係委員会をまだ開く必要がないからで、今

後必要がある時はすぐに任命することを説明した。 
4. 各委員会の討議開始に対しては、原則的に来週初め即ち 11 月 7 日以後から討議に入ること

にするが、各委員会開催の日時と順序は首席代表同士で相談、合意することに決定した。 
5. 今回の会談の経過に関する新聞発表においては、本人が会談進行前に北送問題に関して韓国

政府の遺憾の意を表明したことを明かすことで合意した。(共同発表文は別途打電することに

した) 以上 
               首席代表 
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P40 大韓民国外務部  受信人 : 外務部長官 貴下 
予備会談第二次全体会議経過に対する共同新聞発表文を別添のように送付します。  
              記 
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           韓日予備会談 首席代表 
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P42    韓日会予 第 6 号                   
   1960 年 11 月 7 日 
            
 外務部長官 貴下 
                      第五次韓日会談予備会談  

首席代表 兪鎮午 
 
件名 : 予備会談第 2 次全体会議会議録送付の件 
    (連 : TM-1010) 
 頭の件、去る 11 月 2 日に開催された第五次韓日会談予備会談第 2 次全体会議の経過を記述

した会議録を別添のように送付するものです。 
 別添 : 1. 会議録 

2. 兪首席代表演説文 
3. わが側各委員会名簿 
4. 日本側各委員会名簿 
5. 新聞発表文 

以上 
 
P43             会議録 
         第五次韓日会談予備会談第 2 次全体会議                     
 
1. 日時及び場所 : 檀紀 4293 年(1960 年) 11 月 2 日午前 11:00－11:30  

日本外務省 213 号会議室 
2. 出席者: 韓国側 : 首席代表兪鎮午、代表厳堯燮、劉彰順、金潤根代表、陳弼植、文哲淳、 

専門委員厳永達、南相圭、鄭一永、補佐官鄭淳根、金正泰、李秀佑、朴相

斗、崔侊洙、権泰雄 
日本側 : 首席代表澤田廉三外務省顧問、代表伊関佑二郎外務省アジア局長、中川融

外務省条約局長、西原直廉大蔵省理財局長、高瀬侍郎法務省入国管理局長、

朝田静夫運輸省海運局長、高橋泰彦農林省水産庁次長、宇山厚外務省参事

官、卜部敏男外務省参事官、(平賀代表欠席、以下随員一同) 
P44  
3. 会談内容 
兪首席 : (韓国側兪鎮午首席代表は討議開始以前にひと言言っておくことがあると前提した後、

在日韓人の北送のためのいわゆるカルカッタ協定の有効期間 1 ヵ年延長に対して、韓国

政府の態度を明かす別添のような演説を行った。) 
澤田首席 : 日本赤十字と北韓赤十字間で従来の協定を1ヵ年延長することで合意したのに対し

て、韓国政府と国民が重大な関心を持っており、またこれを表明したことは本人として

充分に諒承しているところだ。それにもかかわらず本会談を続けることにしたという韓

国政府の態度に対して、本人は非常に嬉しく思うものだ。日本代表談としては本会談が

円満に解決され、このような不愉快な問題が自然消滅するように最善の努力を尽くすか

ら、韓国側の兪首席代表及び各代表の皆様も積極的に協力していただくことを願ってや

まないものです。 
    次は本予備会談の議進行方途に関するものだが、 

1) 会談の用語 



 21

2) 通訳 
3) 議事録作成 
4)新聞発表 
の 4 個項目に関して、これを従前の会談時のようにしたらと思うが、韓国側の意見はど

うか。 
兪首席 : 異議ない。 
澤田首席 :それなら日本側の議事要録起草責任者として宇山代表を指名する。 
兪首席 : 韓国側は文哲淳代表を指名する。 
澤田首席 : 各委員会及び小委員会に関して、日本側としては 
    1) 基本関係委員会 
    2) 韓国請求権、その中に 
      1. 一般請求権小委員会 

2. 船舶小委員会 
3. 文化財小委員会 

        3) 漁業委員会 
        4) 在日韓人の法的地位委員会 
    以上の各委員会及び小委員会を構成しようと思うが、韓国側の意見はどうか。 
兪首席 : 委員会の名称及び構成に関して第四次全面会談当時と同じにするというのには同意 

するものである。しかし今澤田首席代表が各委員会の名称を呼ぶ中で、漁業委員会と

言ったが、第四次全面会談当時には漁業及び平和ライン委員会で合意していたので、

そのままにするのが当然ではないか。 
澤田首席 :それなら漁業及び平和ライン委員会にするのが良い。 
     次に以上、各委員会及び小委員会を担当する日本側の主事、副主事及び補佐の名簿   
    をここに提出するものである。ひと言言うことは日本側の名簿にとても多くの人員が

含まれているが、これは彼らが各委員会にそのまま皆出席するのではなく、各問題に

沿って研究する人が違うので、その問題が提起される時にだけ出席する人も含まれて

いる。 
兪首席 : それなら韓国側の名簿を提出するが、わが側としては今基本関係委員会を担当する代

表が決定されていない。これは純然と基本関係委員会をまだ開く必要がないからで、

今後必要なある時はすぐに任命するので、そう知っていて欲しい。 
澤田首席 : 今後、各委員会の進行はどうするのか。 
兪首席 : 各委員会の開催順序及び日時は両側首席代表が相談して決定することにするが、ここ

ではまず来週の初め即ち 11 月 7 日から各委員会の討議に入ることにしたらどうか。 
澤田首席 : 異議ない。他に何か話したいことはあるか。 
兪首席 : ない。ただ今回の会議の新聞発表に関して、両側責任者が起草するが韓国側首席代表  
    が僑胞北送問題に関して遺憾の意を表示したことを添加するのはどうか。 
澤田首席 :異議ない。 
                (終) 
 
P47  [兪首席代表演説文] 
   
 澤田首席代表及び日本代表の皆様 
 去る 10 月 25 日本予備会談第一次本会議が、韓日両国間の諸懸案を解決しようという両国 
政府の誠意ある態度表明に因って、ごく友好的な雰囲気の中で開かれたことは両国関係の将 
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来のためにとても鼓舞的なことでした。 
 それにもかかわらずその直後である 27 日に大韓民国の全国民が絶対反対する在日僑胞の 
北送のためのいわゆるカルカッタ協定の 1 ヵ年延長案が、日本赤十字社と北韓傀儡赤十字社 
間で合意調印されたことは至極遺憾でなことで、本人が代表する大韓民国政府と全国民は極 
度に失望しました。日本のこの措置は、世界平和とアジアの安定及び友好善隣のために韓日 
両国間の関係を改善しようという韓国政府と国民の誠意と決心に対して正面から大きな打撃 
を与える行動でした。 
 しかし韓国政府はここですぐに失望のせいで、会談を決裂させないことにしました。憤怒 
が問題の解決をもたらすのではないということを良く知っているので、われわれは忍耐心を 
持って、日本政府の隣邦に対する友誼と誠意表示を待つことにしました。韓国政府と全国民 
は本予備会談の展開及び帰趨に関して、鋭利な関心を持っていることをお話差し上げ、本会 

談の進路が順調に打開されることを希望します。 
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P53    韓日会予 第 7 号                  1960 年 11 月 7 日 
            
 外務部長官 貴下 
                        第五次韓日会談予備会談  

首席代表 兪鎮午 
件名 : 澤田首席代表との会談要録送付の件 
   ( 連 : TM-1127 ) 
 首題の件、去る 11 月 4 日本人と澤田日本側首席代表が予備会談の進行方法に関して会談し

たので、その内容を別添のように送付するものです。 
 
P54            会談要領 
  

1960 年 11 月 4 日午後 12 時から 2 時半まで平野で本人と日本側澤田首席代表と昼食を共に

しながら、今後の各各委員会運営に関して論議したものを次のように要約記録する。 
 (本会合にはわが側から陳弼植代表、日本側から伊関アジア局長が同席した。) 

記 
1. わが側が、来週にかけて基本関係委員会を除く各委員会の第一次会議を持ち、その次の週に

再び第二次会議を持つことで、日本の総選挙前にでも実質的な討議に入ろうという提議をし

たのに対して、日本側が賛成し次のように第一次会議の日程を決定した。 
   (1) 在日韓人法的地位委員会・・・11 月 7 日(月) 

(2) 漁業及び平和ライン委員会・・11 月 9 日(水) 
(3) 一般請求権委員会   ・・・11 月 10 日(木) 
(4) 船舶委員会及び文化財委員会の日程に関しては 11 月 8 日(火)、11 月 11 日(水)、11
月 12 日(土)の三日の内、日本側宇山代表からわが側文哲淳代表に、後で連絡して決定

することにした。 
2. 各委員会の当面運営方針 
 (1) 在日韓人法的地位委員会 
   わが側は昨年 8 月以後に行った帰還を中心とした討議結果は DROP OFF し、勿論帰還

問題も含み、永住を中心とする本来の立場に戻って討議を進行することを明らかにしたの

に対して、日本側はこれに賛成し、この委員会は他の委員会に比べて実質的な討議進展を

期するのが容易だろうという意見を表示し、順序としては現在民事局長が出張中なので国

籍問題は後回しにして、処遇問題から始めることを希望した。日本側はこれに関して韓国

側が檀紀 4291 年(1958 年)10 月に提出した案を土台にするのかという問い合わせがあった

のに対して、わが側は原則的にそういう線になるだろうと答えた。 
 (2) 一般請求権委員会  
   本委員会に関しては、過去に韓国が提出した案があるので、これに対して韓国側がもう

一度説明することから始めることで決定した。 
 (3) 漁業及び平和ライン委員会  
    本委員会に関してわが側は、過去の会談で日本側が協定案を提出したことがあるが、わ

が側の立場と余りに距離が遠いとして拒絶したことがあるのに鑑み、日本側から新案を

提出することを要望したのに対して、日本側は初めの段階で最終的な案を提出すること

もできないし、また最初から討議の土台もなく対立するのも良くないので、平和ライン

に対して言及するのは SHELVE して、漁業方式及び禁止の基準等々技術的見地から論

議した後に、具体的に禁止区域及び制限区域を画す方向で進行するのがひとつの方式で
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はないかという意見陳述があり、わが側は日本側が漁業協定のためのそういう要領の形

式でも提案してくれることを要請したのに対して、日本側はこれに賛成した。 
(4) 船舶及び文化財小委員会 

日本側はこのふたつの問題は、政治的な決定で結論を出せば良い問題と思うと言った。 
3. 韓日会談関係以外に日本側は、最近新聞に報道されたいわゆる韓国での中立を前提とした統

一論に関して問われたので、本人はこのような中立化論は韓国の政治的、経済的、地理的、

軍事的な諸般現実から見て非現実的な幻想論に過ぎないもので、共産側のいわゆる平和攻勢

と関連した一連の動きと見ることができるだろうし、韓国内でこれが運意されたのは一部の

学生たちがまったく限局的な見地から論議したに過ぎず、何ら実質的な意義を持つものでは

なく、全韓国民が反対していることを説明した。 
  日本側はこれに関して、最近国際連合駐在日本常任代表である松平が外務省に送った電報

によれば、UN でインドが韓国統一問題に関して中立を前提とした某種の提議をしようとす

る動きが見えるが、これと関連して韓国の国会が UN 監視下の総選挙による統一方案を否決

させ、大韓民国の憲法手続きによる統一方案を通過させたというが、これが何を意味するの

か教えて欲しいと言い、わが側にこれが北韓でだけの総選挙を意味するのかを問うので、本

人は憲法手続きによる統一とは大韓民国の主権下で、原則的に北韓だけで選挙を行うことに

なるが、だからと言って南北韓で同時に選挙を実施することを排除するのてばないと解釈さ

れると答えた。 
以上 

 
P59   韓日会予 第 14 号                  1960 年 11 月 21 日 
             
                        第五次韓日会談予備会談  

首席代表 兪鎮午 

外務部長官 貴下 
件名 : 韓日会談船舶小委員会においてのわが側の交渉基本方針に関する件 
 

頭の件、韓日会談船舶小委員会においてのわが側の当面運営基本方針を、下のように定めて交

渉に臨むのがどうかここに考裁を願います。 
               －記－ 
1. 議題 
  議題は第四次会談の時と同じくする。 
2. 実質的な会議運営方針 
  1951 年 10 月からの第一次会談の討議結果を要約すると、議題 A.B.C.D に亙って法的理論

に関してその名簿を提出し、その討議は完結したと見られる。(一部船舶に対する調査未必分

は除外)そしてその結果、日本側から 1952 年 4 月 1 日の会議で船舶に関する最終解決案(経済

協力の一助として贈与)が提出され、わが側はこれを拒絶したことがある。 
  1958 年 6 月から第四次会談では議題 A に対する法理論を再度くり返して討論する中で「ア

ドホック」にかかったものである。(第 18 次会議時、議題 A に属する船舶 31 隻の名簿を提

出したが日本側は参考に受け取っておくということだった)したがって以上の経緯に鑑みて

今後の会議運営方式として考えられるもので、 
 (1)初めから法理論の討議をくり返した後、第一次会談の例に沿って進行し、既に提出した船   
  舶名簿の内一旦立証、反証が終わったものを除き、立証未必のものと追加名簿を提出して

技術的な問題を討議する方法。 
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(2) 第一次会談で総括的な討議は完結したと見られるので、議題 A に関する最終的な追加船  

舶名簿を提出し、これに対する立証及び反証は終わった後、技術的な面で討議を続ける方

法 
(3) 第四次会談の進行を継承し、議題 A 残余船舶の最終的追加名簿を提出して、これに対す  
 る確答を得る前には議題 B の討議に入らない方法。 
(4) 議題 A 及び議題 B の順序で追加名簿を提出することを保留し、法理論の討議を相当な時  
 間の間、終えて行く方法。 
等があるが、上記各案がその内容において部分的に長短所があるが、これを綜合考察して今 

後の会談進行を下記案によって進行しようとする。 
 当分の間は議題 A に関してだけ討議をする。 
 議題 A に関する法理論は既に EXHAUST したのに鑑み、過去第一次会談時わが側が提出し

た名簿 22 隻、59 隻と第四次会談時提出した 31 隻に関して、日本側が調査未必した分に対す

る調査結果を提示させ、過去会談で提出しない議題 A 該当残余船舶の追加名簿を提出すること

は、日本側に要請する。また日本側が不応時にはわが側が残余船舶 252 隻(54,128.42 トン)(議
題Aに該当する総船舶509隻、112,919.54トンの内DESCRIPTIONが確実な364隻、78,310.35
トンから過去の会談時わが側が提出した 112 隻、24,810.83 トンを除いたもの)の名簿を提出す

る。これに対する日本側の該当船舶の調査結果に対する回答を受ける方法として討議を進行す

る。 
 上記(イ)項の討議に続いて B の討議に入る。議題 B の討議では過去の会談でわが側が提出し

た該当船舶 47 隻(76,638.95 トン)の名簿の再確認をした後、これが 1945 年 8 月 9 日またはそ

の後韓国水域に所在した事実を、日本側に確認させるようにする方向で討議を進行させようと

する。 
追記 : 
   11 月 4 日付外政(亜)第 1293 号公文の内、船舶問題に関する項目の内議題 A に該当する舶

船が 556 隻(18 万 9 千トン)となっているが、当地に派遣されている外務部事務担当者によれ

ば、556 隻という数字はわが側で調査した返還要求対象船舶の総数(議題 A 及び B 含む)なの

で、議題 A に該当する船舶数は 509 隻(112,919.54 トン)であり、したがって議題 A に該当す

る船舶と議題 B に該当する船舶 47 隻を含んだものが 556 隻(189,553.49 トン)という。韓日

会談の諸問題 140、141 ページ及び第四次韓日会談船舶関係文書集の内「対日請求船舶早見

表」(1958 年 6 月 9 日作成)を参照なさって下さい。 
註 : 韓日会談の諸問題第 140 ページの内、議題 A に属す船舶の計 590 隻は 509 隻の謄写錯誤

という。 
以上 

 
P63 韓日会予 第 16 号 
             1960 年 11 月 21 日 
             第 5 次韓日会談予備会談 首席代表 
外務部長官貴下 
件名 :日本側代表との非公式会談内容報告の件 

連,TM-1174 号 
頭の件、去る 11 月 14 日午後 5 時半から日本側の晩餐招待があり、澤田首席代表と非公 

式に意見交換わしたので(わが側から厳公使、日本側から伊関アジア局長、宇山代表が同席した)、
その内容を次のように報告するものです。 
日本側 : 文化財問題に関して三つの条件を述べる。 
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  1)国有文化財は原則的に還してあげる。還してあげるということは返還という意味ではな

く、寄附するということだ。国際先例を調査してみたが、文化財を返還したのはインドネ

シアに対してオランダが行った外にはなく、インド、インドネシア、パキスタン、ベトナ

ム等に電報を打って調べてみたが、引き渡した例は若干あるが、返還した例はない。引き

渡しもしない国家がほとんどだ。原則的に還してあげるということは、国立大学で持って

いるものが約 300 点になるが、国立大学は政府の言うことをよく聞かないので、還してあ

げるのがとても難しいからだ。 
2)私有文化財は引き渡せない。 
3) 文化財を還してあげるということは、どこまでも政治的、文化的考慮からするものであ

って、法律的義務でするのではない。 
わが側 : 返還は返還であって、他のものにはなれない。日本政府は国有文化財に対しては管理

権しか持っていないので、所有者に返還するのは当然なことだ。文化財 106 点を返還する

時、引き渡すという言葉を使ったのを知っているが、その時に引き渡すという言葉を使っ

たのは、それが返還になるのか寄贈になるのか最終的決定をつけないまま行ったものなの

で、そのような言葉を使ったのに過ぎない。国立大学云々の問題は、日本政府が国内的に

解決する問題だ。 
   私有文化財問題に関しては複雑な問題があるので、これからもっと討議されなければな

らないだろう。 
日本側 : 平和ライン及び漁業問題に関して良い解決策がなくてはならないのだが、前回の日本

側で提案した方式で討議したらどうだろう。 
わが側 : この問題を討議するのにおいて明白な最終的なラインは、韓国漁業者の利益を侵害す

ることがあってはならないということだ。 
日本側 :韓国漁業の技術が発達してないのでこの問題が解決して、日本側の技術を導入すれば

漁獲高が増え、韓国漁業者の利益も増加するのではないか。 
わが側 : 平和ライン内の漁業資源は既に満限に到達した。万一漁獲高を増やせば、資源が枯渇

するだろう。ともかくこの問題の解決はとても難しいと思う。 
      以上 
 
P66 韓日会予 第 17 号 
                       1960 年 11 月 21 日 
                   第 5 次韓日会談予備会談 首席代表 
外務部長官貴下 

件名 : 澤田日本側首席代表との非公式会談内容報告の件 
連,TM-11108 号 

今日、11 月 21 日午前 10 時半から霞友会館で日本側澤田首席代表と約 1 時間の間非公式会 
談を持ったので(わが側から金潤根代表、日本側から伊関局長が同席した)、その内容を次の 
ように報告するものです。 
わが側 : 選挙も終わったので実質的討議に入らなければならないのだが、そのようにするため

には会談の進行方法に関して論議しなければならない。法的地位委員会は会談が順調なよう

だからそのまま進行させ早く結末を結ぶようにして、文化財と船舶問題は技術的、事務的な

検討はほとんど終え、政治的決定が残っているようだから日本政府は早くこの問題に関して

決定を下してくれるのを望む。一般請求権問題と平和ライン問題が残るが、一般請求権問題

はやはり技術的、事務的検討が必要だが結局は、日本政府の政治的決定で解決する問題なの

で早くそのような決定を下してくれるのを望む。平和ライン問題は韓国の輿論と国民感情の
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問題があり、また平和ライン内の水産資源が限度に到達したので、解決をするのが至極難し

い。したがってこの問題に関しては今後締結する漁業条約の基本方針だけを定めて、具体的

締結は技術的検討のために時間もかかる問題なので後回しにするのはどうか。 
日本側 : 率直に言って他の問題は全部日本側が譲歩しなければならない性質の問題で、韓国側

が譲歩しなければならない問題は平和ラインだけなので、少なくとも請求権問題と平和ライ

ン問題はいっぺんに解決されなければならない。請求権問題を解決し平和ライン問題を後に

回すというのは絶対に不可能だ。 
わが側 : 平和ライン問題と請求権問題はその性質上相互関連がないだけでなく、今われわれが

平和ライン問題を後回しにしようというのは、貰う物だけを先に貰って上げる物は上げない

という、そのような利害打算から言う言葉ではない。韓日会談を本当に解決させようとして

言う言葉だ。韓国政府で平和ライン問題を即時譲歩するのは不可能だ。そうだから日本側で

誠意ある提案をすれば、われわれも誠意を持ってこれを検討してみようということだ。この

問題の解決には研究が必要で、また時間も必要だ。急に慌てると逆に韓日会談を壊す危険す

らあるのである。 
日本側 : 請求権問題解決も決して簡単ではない。韓国にある日本の財産に対する日本の権利を

放棄した以上、日本に対する請求権においても韓国側が考慮しなければならないというのが

米国側の解釈なので、このようなことを数字を持って突き詰めたら限がない。 
わが側 : 韓国側の請求権は U.S.MEMORANDUM を考慮して、残った物だけを含めている。

万一日本側が在韓財産に対する請求権放棄に対して韓国側がその請求権を減少させることを

希望するならば、韓国側の請求権は天文学的数字に増加するだろう。例を挙げれば時価の何

分の一で米穀を強制供出させたのに対して、今われわれは何の保障も請求しないでいるが、

日本側がそのような主張をするならば、このような種類の請求権を追加提出するようになる

だろう。そのような態度は双方がこの会談を成功させようという誠意のある態度と見られな

いので、請求権問題は今提出された韓国の要求を持って日本側が早急に決断を下してくれる

のを望む。 
日本側 : しかしそれは難しい。 
わが側 : いつ頃すべての問題に関して実質的討議に入られるのか。 
日本側 : 12 月 10 日ないし 15 日の間に内閣改造が終わるだろうからその後になるだろう。し

かしすぐ年末なので初めての実質的討議はどうしても来年 1 月中旬以後になるのではないか。 
わが側 : 来る 26 日わが政府と協議しに帰国して約 1 週間後に帰って来るが、その間にも他の

委員会の業務は続けていて欲しい。 
日本側 : そうする。 

以上 
 
P70  1960 年 12 月 8 日 起案、決裁、発送・施行 電報で発送施行 
   稟議案   外務部 
           貴下 
  件名 : 韓日会談予備会談進行に関する指示の件 
    上の件、韓日会談首席代表に対して別紙のように、指示を電文で発送したのでどうな

のか仰考裁するものである。 
以上 

 
P71  韓日会談首席代表 貴下 
  韓日会談予備会談進行に関する指示の件 
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   韓日予備会談進行に関して次のように指示するものである。 
1. 日本側が書面で何らかの見解を提出した時には、これに対するわが国側見解は必ず本部の事 
前承認を得ること。 

2. 法的地位問題に対するわが国側見解は、既に劉彰順代表宛の便で送付した外政(亜)第 1431
号に従って再表明なさるよう願います。 

  平和ライン及び漁業問題に関して、日本側が書面で提出した見解に対しては、これに対す

る政府の正式見解は追って適当な時期に指示するので、まず次のように代表団の論評をして

おくように願います。 
  平和ラインの漁業に関する目的は、韓国近海においての漁業資源保存と韓国漁業の保護だ

が、日本側書面見解に依ると韓国漁業の保護面が全く考慮されてなく、第四次会談までの日

本側態度と実質的に何ら変化がないので、これは考慮の基礎にならないと考える。韓国とし

ては平和ライン守護の原則は固守するものであり、同じ目的が充分に達成できる他の案があ

るならば、それを日本側が提出するように望む。 
 
P75  1-3   第 3 次、1960.12.21 
 
P76                            大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-12124 
      東京                            日時 : 21 日 14:00  
           受信人 :  外務部長官 貴下 
韓日会談予備会談第三次本会議を次のように開催したので、ここに報告するものです。 

記 
1. 1960 年 12 月 21 日午前 11 時日本外務省会議室で開催した。 
2. 韓国側首席代表はまず、初めて本会議に出席した李天祥、李相徳両代表を紹介した。 
3. 日本側首席代表はその間在日韓人法的地位委員会 6 回、漁業及び平和ライン委員会 2 回、財

産請求権委員会 3 回、船舶委員会 4 回、文化財委員会 1 回の会議を持ったが、その内在日韓

人の法的地位委員会では相当な進展を見たし、全体的に満足するだけの成果を得たと言い、

本会議及び各委員会の会議を今日の会議で休会することと、第四次本会議を 1961 年 1 月 25
日午前 11 時に開催することを提案した。 

4. 韓国側首席代表は、場合によっては事前に通知をして会談再開日時を変更できるようにする

という条件で日本側提案に合意し、続けて今回の会談が友好的な雰囲気の中で問題を解決し

ようという誠意を持って進行されたことを嬉しく思い、年末まで両側が意見を全部開陳でき

なかったのは遺憾だが、過去 9 年間の会談で討議できなかった点に対しては、今回の会談で

ある程度討議できたことは大きな進歩だと思うと述べた。 
5. 続いて第一次及び二次本会議を通過させた。 
6. 別途電報で報告するように、今日の会議に対する新聞発表をすることで合意した。 

以上    
     韓日会談首席代表 
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今日 12 月 21 日開催された第三次本会議に関する新聞発表は下のようにすることで合意したの

で報告いたします。 
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P79    韓日会予 第 34 号                   
                                                        1960 年 12 月 21 日 
            
                                                     韓日会談 首席代表 
外務部長官 貴下 

                      
件名 : 第五次韓日会談予備会談第 3 次本会議 

会議録送付の件 
      (連 : TM-12124 号電文報告) 
 頭の件に関して今日日本外務省会議室で開催された第五次韓日会談予備会談第 3 次本会議会

議録を別添のように送付するものです。 
 

P80             第五次韓日会談予備会談 
第 3 次本会議会議録                   

 
1. 開催日時及び場所 : 1960 年 12 月 21 日午前 11 時   

日本外務省会議室 
2. 会議出席者: 韓国側 : 首席代表兪鎮午、代表厳堯燮、金潤根、李天祥、陳弼植、文哲淳、

李相徳、専門委員及び補佐官 
日本側 : 首席代表澤田廉三外務省顧問、代表高瀬侍郎法務省入国管理局長、伊関佑

二郎外務省アジア局長、中川融外務省条約局長、宇山厚外務省参事官、卜

部敏男外務省参事官、西原直廉大蔵省理財局長、高橋泰彦農林省水産庁次

長、随員 
P81  
3. 会談概要 : 
兪鎮午首席代表 : 会議に入る前に、今日初めて本会議に出席した次の二人の代表を紹介しよう

と思う。 
李天祥代表－ 在日韓人法的地位委員会 
李相徳代表－ 一般請求権委員会 

澤田首席代表 : 今、紹介された二代表が追加され、韓国代表団が強化されたのに対して歓迎の

意を表すものだ。二代表は他の代表の皆様と同じく、日本側と協力して所期の目的達成

に努力していただきたい。 
    去る 11 月 2 日に開かれた第二次本会議で 5 つの分科委員会を構成し、各分科委員会

別に会議を開催することを決定したが、同決定によって今日までに 
    在日韓人法的地位委員会・・・6 回 
    漁業及び平和ライン委員会・・2 回 
    一般請求権委員会・・・・・・3 回 
    船舶委員会・・・・・・・・・4 回 
    文化財委員会・・・・・・・・1 回 

の会議をそれぞれ開催した。そして以上お話した正式会議以外に随時に非公式会議を持

ったことがある。 
その間開催された各委員会の内、特に在日韓人の法的地位委員会では実質的に相当な

進展を見ており、全体的に見ても懸案問題の複雑性に比べて、相当に満足するだけの成

果を得たと思う。 
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今は年末年始に当って、本会議及び各委員会の会議を今日の会議で一旦休会しておい

て、来年 1961 年 1 月 25 日午前 11 時に第四次本会議を持とうと思うが、貴側の意見は

如何だろうか。 
兪首席代表 : 今日の本会議で休会に入ることに合意する。そして来年 1961 年 1 月 25 日午前

11 時に会談を再開しようという提案に対しても合意する。しかしこれは両側が皆あり得

ることだと思うが、特別な事情がある場合には事前に通知をして、開会日時を変更でき

るようにしなければならない。 
    それでは今日休会に入るに際して、少し本人の所感を述べようと思う。 
    第一に、会談が友好的な雰囲気の中で、問題を解決しようという誠意を持って進行で

きたということを嬉しく思う。 
    年末までは、諸問題において両側の意見を全部開陳しようとしたが、思い通りにでき

ず遺憾に思う。しかしわれわれがその間討議した問題の中には、過去 9 年間の会談で全

くタッチできなかった問題もあったということは、われわれの会談の大きな進歩だと思

う。 
来年 1 月に会議が再開されれば、今までのような友好的な雰囲気と問題を解決しよう

という誠意を持って会談を進行させることを希望する。  
澤田首席代表 : 友好的な雰囲気と誠意を持って会談を再開しようというのに対して貴側の意

見と同感だ。 
    休会中、貴側代表のほとんどは帰国するが、残っていらっしゃる方も多いと思うが、

休会中でも非公式的な連絡と説明は交換をして、1 月に会議が再開すれば会議の進行を

促進できることを望む。 
兪首席代表 :ソウルから来た代表は全員帰国するが、駐日代表部の厳堯燮、文哲淳代表はこち

らに留まるので、正式会議は開催できないとしても、非公式的な接触や連絡は充分にで

きると思う。 
澤田首席代表 :他に言葉はないか。 
兪首席代表 :会議録の通過と新聞発表だけだ。 
澤田首席代表 : 第一次及び二次本会議のサムマリレコードは、文哲淳代表と宇山代表が既にイ

ニシャルをしたので、この場所でもう一度朗読することなくそのまま通過させたらどう

か。 
兪首席代表 : よい。(第一次及び二次本会議会議録要録を別添した) 
澤田首席代表 : 新聞発表は従前のように担当官に一任しよう。 
兪首席代表 : よい。ところで新聞発表に漠然と両側首席代表が挨拶を交換したとだけはしない

で、挨拶の内容もある程度言及しよう。 
澤田首席代表 : よい。(新聞発表文別添した。) 
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P85  1-4   第 4 次、1961.1.25 
 
P86                     外務部発表 
                                1 月 20 日 
 政府は来る 1 月 25 日から日本東京で続開される韓日予備会談韓国代表団名簿を、次のよう 
に決定した。     
韓国代表団名簿 
 首席代表 兪鎮午 高麗大学校総長 

代表   厳堯燮 駐日公使 

劉彰順 韓国銀行副総裁 

金潤根 弁護士 

李天祥 弁護士 

尹錫憲 外務部政務局長 

陳弼植 外務部参事官 
文哲淳 駐日代表部参事官 
李相徳 産業銀行人事部参事 
吉恒銀(鎮) 西南株式会社取締役 

専門委員 韓麒鳳 外務部一等書記官 

厳永達 外務部亜細亜州課長 

南相圭 海務庁漁撈課長 
閔丙岐 高麗大学副教授 
鄭一永 ソウル大学法大助教授 
金正濂 韓国銀行人事部参事 

記 1 月 31 日付で(長官裁可日付)下記のように任命発表された。 
専門委員 沈明源 

鄭淳根 
金正泰 
李秀佑 
朴文範 
朴相斗 
崔侊洙 
権泰雄 

補佐官  金正泰 駐日代表部二等書記官 
李秀佑 外務部二等書記官 
朴文範 外務部二等書記官 
朴相斗 外務部副領事 
崔侊洙 外務部三等書記官 
権泰雄 駐日代表部三等書記官 
金太智 外務部三等書記官 

 諮問委員 金戴元 国立博物館長 
      鄭文基 水産試験所長 
      黄寿永 外務官事務官 
また韓日予備会談韓国代表団の内、事務状況によって来る 1 月 24 日日本東京に出発する代

表名簿は次の通りだ。 
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△首席代表 兪鎮午、代表 李天祥、陳弼植、李相徳、吉恒鎮 
△専門委員 南相圭、閔丙岐、鄭一永、金正濂 
△補佐官  朴文範、金太智、宋升鉉 
△諮問委員 黄寿永 
 
P88                            大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-0194 
      東京                            日時 : 21 日 13:30  
           受信人 :  外務部長官 貴下 
韓日会談予備会談第 4 次本会議開催日時に関する件。 
頭の件、第 4 次本会議開催日時に関しは、前回に 1 月 25 日午前 11 時に暫定的に決定したが、 

外務省は予定日時に開催しても良いかを問い合わせて来たので、わが側意向を至急通知してい

ただくように願います。 
               駐日公使 
 
P89                           大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-0196 
      東京                            日時 : 23 日 11:15  
           受信人 :  外務部長官 貴下 
韓日会談第 4 次本会議開催日時に関する件。 
連 TM-0194 号 
頭の件に関しては、連号電文で本部の指示を待っている最中ですが、1 月 22 日本部事務次官 

が当部文参事官に電話で指示がありましたので、第 4 次本会議開催日時を 25 日午前 11 時に確

定しましたので報告いたします。 
推移 : 25 日本会議時に討議する内容に関して、日本側と特別に協議しておく事項があれば至急

お知らせくれるよう願います。 
駐日公使 

 
P90                             外務部 
                                                     1961 年 1 月 23 日 
               
韓日予備会談本会議開催日時に関する件 

公 覧 
頭の件、別添電文のように日本外務省から、前回暫定的に 1 月 25 日 11 時に 4 次韓日予備会 

談本会議を開催しても良いかを駐日代表部問い合わせて来たので、別添電文を公覧に資すると

同時に、上記開催に関して別案の如く異議ないことを打電するので考裁を願います。 
  別添 : 駐日代表部 電文 

以上 
 
P91                       大韓民国外務部 
  発信電報                           番号 : MT-01122 
                                       日時 : 23 日 12:00  
    受信人 :  駐日公使 貴下 
韓日会談予備会談第 4 次本会議開催日時に関する件 



 39

第 4 次本会議開催日時に関しては、前回暫定的に決定した 1 月 25 日 11 時開催に対して異議

がないので、次に外務省に通告してくださるよう願います。 
(外務部)長官 
 

P92                大韓民国外務部 
  発信電報                           番号 : MT-01126 
                                       日時 : 23 日 17:45  
 受信人 :  駐日公使 貴下 
  対 : TM-0196 
頭の件に関しては兪鎮午代表と相談 

特別に指示する事項がないことを 
原案通りに施行 次官依令 担当サイン 
通知する者である。 

(外務部)長官 
             
P93             大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-01105 
      東京                            日時 : 25 日 13:30  
           受信人 :  外務部長官 貴下 

 
 今日 1 月 25 日午前 11 時から 11 時 30 分まで第五次韓日予備会談第四次本会議を日本外務省

会議室で開催したので、会議の内容の要旨を下のように報告し、詳細な内容はパウチ便で報告

いたします。  
1.まずわが側代表団の移動を紹介した。(李天祥代表が在日韓人の法的地位委員会及び文化財委

員会の首席委員として厳公使と交代し、金祥振代表新しく漁業及び平和ライン委員会代表に

追加された。) 
2. 澤田日本側首席代表は両国間の諸懸案問題を今度は解決して、正式国交を樹立しようとする

双方の熱意には何の差異もないことを信じると言いながら 
 1) 法的地位問題に関しては、協定案または合意議事録を作成する作業が順調に進展するだろ

うということ 
2) 漁業問題に関しては、資源の保存と両国間の繁栄のための漁業協定の締結に、両国が合意

するのは難しくないだろうということ  
3) 請求権問題に関しては、率直な討議を進行させたいと指摘して、各懸案問題の討議が進捗

し基本関係樹立を討議することで、すべての懸案問題の解決が現実化され、一日も早く国

交が正常化することを望むと挨拶をした。 
3. これに対して本人は、韓国国民の感情がまだ良くない点があることを言い、したがって諸懸

案問題を討議解決することで、このような国民感情を好転させなければならないと言った。

また重要な諸問題の輪郭が事務的に明白になれば、一日も早く予備会談を本会談に転換して、

諸問題の最終的な解決をわが代表団は考えていると言った。 
4. 澤田首席代表は韓国国民の輿論が良くないという点に言及して、双方が輿論を悪化させない

ように会談を進行させるように努力しなければならないと言いながら、去る 1 月 13 日に拿

捕された入り江丸事件は韓日会談、特に漁業問題の討議に良くない影響を及ぼすことが心配

されるので、会談代表団側からも本国政府に対して前記漁船を即時釈放するように尽力して

欲しいと言った。 
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5. これに対して本人は、平和ライン問題に対する双方の意見が違うから会談を進行させている

のに、会談進行中にそういうことが発生しないように、韓国側だけでなく日本側もこれに協

力して欲しいと言った。 
6. 各分科委員会の会談進行に関しては、わが側から文参事官、日本側から宇山参事官が別途に

協議して決定することにした。 以上 
             首席代表  
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予備会談の第四次本会議に関する共同新聞発表文は下のように報告するものです。 
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P97        韓日会予 第 35 号                   
                                                        1961 年 2 月 2 日 
            
                                       第五次韓日会談予備会談 首席代表 
外務部長官 貴下 

                      
件名 : 第 4 次本会議議事録送付の件 

 頭の件、去る 1 月 25 日日本外務省で開催された第 4 次本会議の議事録を別添のように送付

するものです。 
 別添 : 同議事録 2 部及び 
    澤田日本側首席代表の挨拶文写本 1 部 
             以上 

 
P98     第五次韓日会談予備会談第 4 次本会議議事録                   
 
日時 : 1961 年 1 月 25 日午前 11 時から 11 時半まで  
場所 : 日本外務省会議室(第 703 号室) 
出席者: 韓国側 : 首席代表兪鎮午、代表李天祥、金祥振、陳弼植、文哲淳、李相徳 

日本側 : 首席代表澤田廉三外務省顧問、代表伊関佑二郎外務省アジア局長、高瀬侍郎

法務省入国管理局長、平賀健太法務省民事局長、西原直廉大蔵省理財局長、高

橋泰彦農林省水産庁次長、宇山厚外務省参事官、卜部敏男外務省参事官 
兪首席代表 :まず韓国側代表団の若干の移動を紹介する。駐日代表部厳公使は代表部の事務が

多忙なので、韓日会談事務には関係しないことに決定した。厳公使に代って李天祥代

表が在日韓人の法的地位委員会及び文化財委員会の首席委員になる。漁業及び平和ラ

イン委員会の金潤根代表は約 1 週間後に当地に着任することになるだろう。(新しく金

祥振代表を紹介した)  
澤田首席代表 :諒承した。 
兪首席代表 : 厳公使は正式に会談から手を引くことになったが、駐日代表部の公使なので直接

間接に会談へ協力するだろということを言っておく。 
澤田首席代表 : 諒承した。今日、本会議を開催するに臨んで挨拶を述べたい。今日この場で皆

様とひと月ぶりに再会し、再び会議を進行させることになったことを、心から嬉しく

思うものである。回顧してみると昨年 10 月 25 日第一回本会議を開催した後、従来に

なかった友好的な雰囲気の中で各委員会が続き、双方の積極的な態度に比べて本人は

多年の色々な懸案問題を今度こそ早急に解決して、一日も早く正式国交を樹立すると

いう熱意と希望において、両国政府間には何の差異もないと信じるものである。諸懸

案の討議を簡単に展望すると、在日韓国人の法的地位に関する問題は最も実質的に進

展しており、休会中にも双方で問題点を検討して来たので、これを協定案または合意

議事録の形式に綜合する作業は順調に進展するだろうと思う。漁業問題に関しても、

資源資源を保存し、両国漁業に繁栄をもたらす漁業協定をの締結するのも難しくない

だろうと思う。また請求権の問題も率直な討議を継続するつもりだ。このように諸懸

案の討議が進捗して行くならば、基本関係樹立に関する協議も始められるようになり、

ここに過去 10 年の間達成できなかったすべての懸案問題の処理ができる日が現実的

に到来しないかと思う。日本政府としては韓国側においても今言った考えには異議が

ないもので、早急に具体的な協議に応じるものと期待している。最後に本人はくり返
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し再開後の会談が円滑に進捗し、遠からず予備会談を本会談に転換するようになり、

両国国交樹立の日が一日も早く到来することを心から願ってやまない。(挨拶電文別添

した) 
兪首席代表 : 簡単に挨拶をします。まず一ヶ月間の休会後、再び会えたことを嬉しく思う。今

澤田首席代表からとても熱意のある挨拶があったが、韓国側はそういう日本側の態度

を歓迎するものである。今日以後続けて開かれる予備会談で懸案諸問題の討議をスピ

ードアップするのに何らの異議はない。われわれ韓国側も日本側も懸案諸問題を解決

するには困難な点があるだろうが、大局的な見地から誠意を尽くして互いに協力し、

このような問題を解決するように努力しなければならないだろう。韓国側としては韓

国国民の感情がまだ良くない点があるが、したがって両国間の懸案諸問題を解決する

ことで、このような韓国国民の感情を好転させることを望むものである。重要な諸問

題の輪郭が事務的に明白になれば、一日も早く予備会談を本会談に転換して、諸問題

を最終的に解決することを韓国側代表団は考えている 
澤田首席代表 : 兪首席代表の発言の内、韓国国民の輿論が良くないという点を言及したが、会

談進行中には相互が輿論を悪化させないように会談を進行させるよう努力しなければ

ならないと思っている。これに関連してひと言言いたいことは、去る 1 月 13 日に韓

国警備艇による日本漁船入り江丸拿捕事件だが、これは韓日会談特に漁業問題の討議

に良くない影響を及ぼすことが心配される。この事件の処理は代表団の本務ではない

が、今後この事件によって会談に良くない影響をもたらす輿論の刺激を避けるため、

会談代表団側からも入り江丸を即時釈放するように尽力して欲しい。 
兪首席代表 : 会談進行中に互いに輿論が悪化しないように努力しようというのには、全面的に 

同感だ。入り江丸事件に関しては、そういう事件が発生したことに対して韓国側とし

て遺憾に思う。しかし平和ライン問題に対する韓日両国間の意見が違うために現在会

談を進行させているのだから、会談進行中にはそういうことが発生しないように、わ

が韓国側だけでなく日本側でもこれに協力してくれるように望むものだ。入り江丸事

件は代表団の職責に属さないが、貴代表の意を本国政府に伝える。 
澤田首席代表 :ありがたく思う。他に意見はありませんか? 
兪首席代表 : 会談進行は今までの慣例によるが、どの分科委員会から討議を始めるかを決めれ

ば良い。 
澤田首席代表 : 日本側の宇山参事官と韓国側の文参事官で相談して具体的なことを決めるよ

うにしたらどうか。 
兪首席代表 :良いと思う。 
備考 : 両側首席代表間の非公式会合を 1月 16日午後 3時から霞友会館で持つことで合意した。 

以上 
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P106  韓日会予 第 51 号                   
                                                        1961 年 3 月 13 日 
            
                                      第五次韓日会談予備会談 首席代表 
外務部長官 貴下 

                      
件名 : 予備会談運営方針に関する意見建議の件 
累次報告したように本予備会談においての討議は先週に請求権及び平和ライン問題の討議が

始まったのを契機にして、やっと軌道に乗ったものと思われます。しかし予備会談の期間に関

して、一定な目標がなければ討議の進行が緩慢になる危険があり、また予備会談が長く続けば

日本側からも嫌気が差すだけでなく、国内でも輿論が悪化することが予想されるので、予備会

談はやはり何とか早く終結させなければならないというのが本代表団全員の一致した意見です。 
初めはできるなら 3 月中に終えられたらという意見もあったが、2 月ひと月何の討議もでき

ず無駄に、今においてはそれは不可能で両側がいくら誠意を尽くし早く急いでも、少なくても

5 月初めまでかからないと全ての討議が一旦完結しないものと予測されます。(諸問題の中には

その前に討議が完結するものもあります)なので本代表団の意見としては、5 月初め頃には予備

会談の成果を整理した後に、一旦これを終えて本会談は 2、3 ヶ月間隔を置いて、再び両国政

府間の協議で日時を決めて開催するのが良いだろうと思われます。 
 

P108                                    1961 年 3 月 16 日起案、決裁 17 日発送 
  外政(亜)第 1512 号 
          外務部長官  
韓日会談首席代表 貴下 
件名 : 予備会談運営方針に関する建議に対する回報 
   対 : 1961 年 3 月 13 日付 韓日会予第 51 号 
 対号公簡で建議された予備会談を早急な日時内に一段落させ、本会談に入るという原則に

対しては賛成するものだが、まだ具体的な成果が全くない現在、終結時期を確定させないで、

可及的早急に進展を見るよう努力してくれることを望みます。 
以上 

 
P109  2. 事前交渉・非公式会談報告 
 
P110  2-1. 1960 年度 
 
P111                           1961 年 6 月 8 日 
  件名 : 駐日大使代理報告要約 
 駐日米国大使マッカーサー氏との面談内容 
1.日時 : 6 月 8 日午前 9 時 30 分－10 時 
2.場所 : 駐日米国大使館 
3.発言内容の重要点 
マッカーサー大使・・1) 平和ライン問題において韓国は国際輿論等を考慮して、今後は日本漁

船の拿捕を中止して欲しい、 
   2) 在日韓人の北送問題においては、日本側の立場を見た時北送希望者が増加していて

ICRC がこれを支持している限り、即時中止を期待するのは非現実的(Unrealistic)なこ
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とで、韓国が北送中止を公開的に要求するのは考慮する問題だと考え、今後韓日問題に

おいて過去のように無理なことではなく、合理的(Reasonable)なものなら間接的にでも

日本政府を説得する等、代表部を後援する。 
駐日大使代理・・韓日両国間の根本的な問題の解決策は徐々に判明されるだろうが、すぐに解

決できる問題は解決して行こうと思う。 
    在日韓人の北送反対は韓国人全体の意思だが、韓日両国間の親善増進を図る見地から

この点を日本政府が理解するように努力してくれることを望み、北送中止の方法、時期

等は今後深く研究検討する点があるだろうと思うし、日本政府、米国政府及び韓国政府

の施策如何によって相当な北送希望者の増減があるだろうと思う。 
 
P113 韓日代(情)第 86 号 
                       1961 年 6 月 9 日 
                        駐日大使代理 
外務部長官 貴下 
件名 : 米国駐日大使との面談内容報告の件 
 頭の件に関して本職は 1961 年 6 月 8 日午前 9 時 30 分から 10 時まで 30 分間 1961 年 6 月 9
日を挨拶しに訪問して面談したので、同面談内容の要旨を別添のように報告します。 
 別添 : 面談内容要旨 

以上 
 
P114                                          1961 年 6 月 9 日 

マッカーサー米国駐日大使との面談内容要旨 
1961 年 6 月 8 日午前 9 時 30 分から 10 時まで 30 分間、マッカーサー米国駐日大使と挨拶し

訪問したので、同面談内容の要旨は次の通りです。 
記 

マッカーサー大使 : 私は pro-Japanese でもなく pro-Korean でもない。ただ米国としては韓

国及び日本国間の諸般懸案問題が早急に解決することを深く願っている。特に韓日間の

問題の中には 2 つの大きな問題があると思うが、第一に平和ライン問題においては、韓

国が国際輿論等を考慮して、今後は日本漁船の拿捕を中止することを望んでおり、第二

に在日韓人の北送問題においては、日本側の立場を見た時北送希望者が増加していて

ICRC がこれを支持している限り、即時中止を期待するのは非現実的(Unrealistic)なも

ので、韓国が北送中止を公開的に要求するのは考慮する問題だと考える。 
今後韓日問題において過去のように無理なことではなく、合理的(Reasonable)なもの

なら、自分も喜んで間接的にだが日本政府を説得する等、代表部を後援する用意がある。 
李参事官・・今日の私の訪問の主な目的は、臨時に代表部の責任を負っているので、貴大使に

敬意を表すと同時に挨拶をすることだったが、貴大使が韓日問題に関して話されたので、

これに対する私の意見を述べる。韓日両国間の根本的な問題の解決は、本国の事情に照

らして若干日時が経過した後に徐々に判明されるだろうと思うが、まずすぐにでも解決

できる問題(例えば日本記者の韓国入国許可等)は解決して行こうと思う。韓国が    

在日韓人の北送を反対する問題は国内各政党の政治的見解を超越したもので、また各界

各層を含む韓国国民全体が反対している問題なので、日本政府を以って韓日間親善の増

進を図る見地から、この点を充分に理解するように努力してくれることを望む。ただ北

送中止の方法及び時期等々は今後深く研究検討する点があるだろうと思う。私の個人的

な考えでは日本政府は勿論米国政府及び韓国政府の施策如何によって、相当な北送希望
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者の増減があることと信じる。 
    最後に当面した問題の内、日本が韓国米 3 万トンを一括して早急に輸入するのに対す

る貴大使の間接的な協力を望む。 
マッカーサー大使 :よくわかった。可能な協力をする。 
 
P116                                              1961 年 6 月 9 日 
                         
許政 外務部長官 貴下 
件名 : 韓日会談に関する件 
 今日 6 月９日難関に逢着した米穀輸出交渉を打開しようと日本外務省伊関アジア局長を訪問

したが、その時に伊関局長が韓日関係に関して非公式に次のような発言をしたので、これを報

告します。 
1. 許政長官が記者との会見席上で、韓国は 4 月 19 日政変以後日本に対して色々な点で好意を

見せたのに、日本側はこれに対して何らの誠意も表さないでいると言ったが、韓国側としては

一番大きい問題が在日韓人北送問題だと思うが、これを今すぐに公開的に中止させるのは日本

国内政治事情上とても難しい問題なので、まず経済問題等他の方法で韓国側の方案に呼応する

用意はある。 
 これと関連してマッカーサー米国駐日大使が日本山田外務次官を訪問し、韓国に対する日本

側の誠意が早急に実際化することを促したことがあるが、その席上で日本側の政治事態が緊迫

なので、岸首相が韓日関係打開のために韓国を訪問することはできないので、第四次韓日会談

日本側首席代表澤田大使と外務省伊関アジア局長が韓国を訪問して日本の色々な事情を直接説

明し、即時打開できる問題は解決するようにする方法を取るのはどうかとも論議したが、この

点に関してはマッノーギ米国駐韓大使が韓国外務部に対して意向を聞いたかも知れないが、そ

う知っておいて欲しい。しかし自分としては日本及び韓国の両国が皆国内的事情が難しいので、

この時に複雑多難な韓日問題が実際に解決できるか心配されるが、マッカーサー米国駐日大使

が現在韓日関係調整に性急に出ているので、まず韓国側の意向を聞いておくのが良いのではと

思いこうしたのだ。 
2. 日本政府は日本の代表部をソウルに設置するのに対して多大な関心を持っているが、今後韓

日会談をソウルで開催しても良いということが通信でも報道されているが、これが事実なら将

来韓日会談がソウルで開催される時には、日本側の代表団を通信員及び事務員等を合わせて相

当な数の人員で構成されるだろうし、会談が妥結するまでには相当な日時を要することになる

だろうから、一定な事務室をソウルに設置した後、会談が休会に入る場合には若干の人員を残

留させるようにして、自然に駐韓日本代表部設置の問題を解決するようにするのが、ひとつの

良い方法と思う。 
駐日参事官 李ジェハン 
 

P118                   大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-0995 
      東京                          日時 : 60 年 9 月 8 日 13:30  
       受信人 :  外務部長官 貴下 (写本 : 防交局長) 

 
  9 月 8 日付毎日新聞朝刊は、鄭長官が小坂外相と韓日問題に関する協議をニューヨークです

るようになるだろうと報道しているので、下に同報道を送付いたします。 
記 
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小坂外相と鄭長官は来る 20 日からニューヨークで開催される国連総会に出席する機会に、

10 月下旬から東京で開催される韓日予備会談に関して、その運営方法、懸案解決のための基本

的方針等に対して意見を交換する予定だという。 
この会談は実質的に鄭長官が提議した「小頂上会談」に相当するもので、両外相の政治的な 

協議で懸案解決の方向が発見されるケースも考えられる。 
 鄭長官は元来 10 月に入ってからニューヨークに出発する計画だったが、小坂外相との会談

結果、24 日ニューヨークから帰途に着くことになる小坂外相の日程と合わせようと韓国出発を

早めたものでニューヨークでの会談は 20 日以後に開かれる模様だ。 
                        駐日公使代理 
 
P119                   大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-0997 
      東京                          日時 : 60 年 9 月 8 日 12:40  
       受信人 :  外務部長官 閣下 写本 : 防交局長、通商局長 

 
  9月8日付産経新聞朝刊は小坂外相が訪韓経済使節団の結成を近日中に要請するだろうと報

道しているので、下に同記事を要約送付いたします。 
記 

 7 日韓国から帰った小坂外相は一両日中にも足立日本商工会議所会長及び植村経済団体連合

会副会長らと会談し、韓日間経済協力に関する韓国側の考えを説明すると同時に、足立氏また

は植村氏を団長とする強力な訪韓経済使節の結成を近日中に要請する模様だ。小坂外相は韓日

間の親善及び懸案解決には、まず経済協力を促進する必要があるという考えから、鄭一亨外務

部長官との会談席上で経済協力促進に関して提案した。これに対して韓国側は賛意を表すと同

時に日本からの技術援助及び経済協力を要請した。小坂外相としては経済協力を政府が行うこ

とになると、現在の韓国民の微妙な感情から経済侵略と誤解する可能性もあるので、民間使節

団派遣の構想を持つことになった模様だ。 
 一方足立会長らは韓国新政権樹立以来、技術、経済交流の促進を図り、韓日親善を深める目

的で「日韓協会」の設立を計画中で、経済使節団はこの「日韓協会」から派遣されると見られ

ており、外相らは来月初旬にでも実現させる考えを持っているようだ。 
                         駐日公使代理 
 
P120                   大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-09126 
      東京                          日時 : 60 年 9 月 12 日 11:55  
       受信人 :  外務部長官 貴下 (写本 : 防交局長) 

 
 9 月 12 日付朝日新聞朝刊は、東亜日報が日本漁船の平和ライン侵犯を非難したと報道し、次

のような特派員記事を掲載したので報告するものです。 
記 

(矢野特派員 11 日発) 
日本漁船約 60 隻が大挙平和ラインを侵犯し操業したという報道が伝えられ、韓国側を相当

に刺激している。11 日付の東亜日報夕刊は、日本の外交消息通がこのような報道に関して次の

ように論評したと報道している。 
1. 日本の民間漁業団体が本当に平和ライン問題の解決を願うなら、両国間のある程度の妥協が
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成立する前に、大挙平和ラインを侵犯する行為は絶対に慎むべきだ。 
2. このようなことが続けば小坂外相の訪韓でやっと芽が咲き出した友好的な(雰)囲気に悪影響 
を与えるだろう。 

                       駐日公使代理 
 

P121                          大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-09135 
      東京                          日時 : 60 年 9 月 13 日 12:30  
       受信人 :  外務部長官 貴下 (写本 : 防交局長) 

 
9 月 13 日付当地の各新聞朝刊は 12 日発表されたわが国新内閣に関する記事を大きく取り扱

い、各閣僚の名簿を掲載すると同時に外務省側見解及び特派員記事を報道しているので、これ

を下のように要約送付するものです。 
記 

1. 日本外務省見解(東京新聞素材?) 
外務省側は 12 日韓国の第２次張勉内閣発足に関して、「韓国の政治情勢は安定するだろう。

今後の韓日交渉は鄭外務部長官の留任で有利に展開するだろう」と、次のように観測している。 
 1) 第 1 次内閣は成立当初から旧派側の不協調で苦労しており、一方旧派も「国家再建のため

には党利党略よりは閣内協力をしなければならない」という言葉を聞いた。このような両

派の内部事情が民主党挙党内閣組織の雰囲気を造成し、連立内閣を成功させたのである。 
2) 韓国の政治安定は韓日関係正常化に多くの助けになるだろう。鄭外務部長官の留任で小

坂・鄭会談で決定した韓日交渉方針には何らの変動がないだろう。また韓日関係打開に関

して、民主党新旧派共に積極的な態度を見せており、対日外交に関する見解に差異はない。 
2. 朝日新聞(矢野特派員発) : 
  政局安定を目的とする丁総理の改閣工作は一旦初期の目的を達成したとみられる。ひどい

対立を続けてきた新旧派の妥協が成立したことは、両派が単独では安定勢力になれないこと

を深く認識することになったことと、政局の安定を願う輿論が高くなったからとみられる。 
  したがって第２次張勉内閣は時代の要請によって誕生したものと言えるし、今回の「政治

的休戦」によって来年度予算の編成、韓日関係の改善等、内外重要問題を処理できる態勢が

備わったことになる。このような意味で今回の内閣改造を歓迎してもよさそうだ。保健社会

部長官になった羅容均氏は旧派同志会の指導委員であり、同派で一番の外国通だ。したがっ

て彼の部署は若干専門外のものという感はあるが、外交面において新旧両派が手を握るのに

おいて大きな役割をするだろう。 
  しかし長い眼で見れば第２次内閣の前途は決して楽観できないという方が多い。このよう

なことは改閣経緯をみても言えるし、両派が自派勢力の拡張のためにひどい対立を見せる面

もあったからだ。民主党旧派同志会という院内交渉団体がそのまま存続し、金度演、柳珍山、

白南薫等最高幹部が入閣せず、閣外で旧派勢力の結束を努力する態勢を持っている。万一、

張内閣に対して不利な世論が起これば、両派の対立は再び激化する可能性があるとみられる。 
3. 毎日新聞(新井特派員発) :  
   張勉総理が渇望していた新旧両派に無所属を合わせた新内閣の部署が 12 日発表されたが、

午前中に予定されていた閣僚名簿が夕方に発表されたという事実自体が、新内閣の前途に不

安を投げかけている。 
旧派では経済 4 部長官を新旧派が分割して、実権を持つ内務、法務も分割しようと要求し

たが、「政局の早急な安定」を図るという理由から張総理の部署割当を受諾した。しかし柳珍
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山氏は「部署の重要性からみれば新派 7 に旧派 3 だ」と不満を吐露した。旧派閣僚 5 名は全部穏健

派の中堅で、巨物級はひとりもいない。これは旧派が今回の入閣を踏み台に使って、次の総理を目

標にしているのを語っている。この点に関して柳珍山氏は、「挙党内閣だが新旧両派が和合した内

閣では決してない」と言明しており、今後張内閣が内部から大きく動揺しないとは言えない。 
新内閣に関して今後張内閣の秘密が旧派に漏れたのであり、実質的に張勉内閣が弱化した

だけだと見る側もある。しかし韓国政治において当面最大課題のひとつである予算案の通過

が確実になり、政局が表面上の安定を維持することが予想される。 
そして旧派も対日接近に関しては賛成しているので、新内閣の出現で対日政策に変動があ

るだろうとは見られない。 
4. 読売新聞(浜渕特派員発) 
  張勉第２次内閣は 12 日成立した。今回の内閣は民主党挙党内閣または挙国内閣と言えるが、

実際にはそうでもない。言わば旧派が次に政権を担当した時に、新派から同一な程度の協力を期

待するために協力したに過ぎず、張勉内閣打倒の機会を狙っているのには変わりがない。 
  民主党新旧派間の対立は表面的には一旦終わったと見られるが、実際には却って深刻化し

たと見なければならないだろう。 
  日本との関係においては新旧両派間に大差がないので、今よりもっと安定した基礎の上で

展開されるだろう。  
                         駐日公使 
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外務部長官 貴下 (写本 : 防交局長) 9 月 1 日付当地の各新聞朝刊は平和ラインを侵犯する

日本漁船を韓国が続けて拿捕すると報道した、次のような UPI 記事を掲載しているので報告い

たします。 
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P126    外務部長官 貴下 
 
 韓日会談再開交渉に関する件 
 連 : JW-09225 号 
1. 連号第 7 項で報告したように本人と伊関局長は 9 月 25 日(月曜日)外務省で正式会合し、会

談再開日時を確定して、これを公式発表することになったが、本人再開日時として 10 月 1
日を提議決定するものである。(9 日はハングルの日による公休日である) 

2.会談再開に先立って両側が合意しなければならない事項に関しては、外政亜第 274 号(9 月 18
日付)提示に依拠するものだが、指示に規定されていない事項に関しては原則的に会談再開後

決定することにするが、日本側から提議して来る場合には JW-08226 号(8 月 19 日付)で建議

した方針に依拠するものである。 
追記 : 外政亜第 274 号第 2 項委員会構成において、漁業及び平和ライン委員会が記載されてい

ないが、これは事務錯誤に因って抜け落ちたものと考える。 
                   駐日公使 [1960.9.25] 
 
P127   外務部 
   
韓日予備会談に対して日本外務省当局者の意見を問い合わせたところ、 

1) 第 4 次会談日本首席代表澤田大使がそのまま予備会談日本首席代表になるだろうし、 
2) 4 次会談の議題(agenda)がそのまま、予備会談の議題になると予想して準備中と言ったそう

である。  
 
P128                                   大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-09254 
      東京                          日時 : 60 年 9 月 26 日 12:10  
       受信人 :  外務部長官 貴下  

 
昨 9 月 25 日当地の NHK 放送ニュースは韓日予備会談に関して、(1) 第 4 次会談首席代表澤

田大使がそのまま日本側予備会談首席代表になるだろうし、(2)予備会談 AGENDA は従前のも

のと同一だろうと報道したので、これに関して今日 26 日外務省当局者に問い合わせたところ、

(1) 澤田大使を今さら新たに予備会談首席代表に任命することはないが、日本側は第 4 次会談   
の代表たちを更新する計画がまだないので、澤田大使が自然に首席代表になるだろうし、その

他の代表たちも大体そのまま予備会談の代表になるだろうと言い、(2)政府関係各省は予備会談

に対処するために毎日のように連席会議を開いているが、この場所での討議は第 4 次会談時の

AGENDA が、そのまま予備会談の AGENDA になるだろうという想定下で進行していると言

明したので報告いたします。以上 
                   駐日公使  
 
 
P128                                   大韓民国外務部 
  発信電報                           番号 : MT-01265 
                                       日時 : 9 月 27 日 16:40  
       受信人 :  駐日公使 貴下  

 
9 月 28 日付東京発合同通信によると、日本外務省では韓日間の基本条約締結した後、つづいて
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明年初にソウルへ大使館を設置すると同時に、各重要都市には領事館を置く計画を検討してい

るが、同報道事実の真否と事実の場合等、計画の詳細な内容を至急調査、回報なさり願います。         

(外務部)長官 
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P134                              大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-09292 
      東京                          日時 : 9 月 29 日 12:50  
       受信人 :  外務部長官 貴下  
         対 : MT- 09266 号 
 代号電文で指示された件に関して外務省当局者に問い合わせたところ、日本側は勿論大使館

設置等の早期実現を望んでいるが、まだ具体的な計画を樹立または検討したことはなく、問題

の記事は近い将来に予備会談が開かれ、また両国国交正常化の機運が濃厚だという事実に立脚

する観測記事に過ぎないと答えると同時に、当部電報 TM-09254 号で報告したように、予備会

談の AGENDA が第 4 次会談のそれと同一だろうという想定下で研究を進行させているだけで、

具体的なことを決定したことはまだないと言明したので報告するものです。以上 
                   駐日公使  
 
P135                             大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-09297 
      東京                          日時 : 9 月 29 日 18:00  
     受信人 : 外務部長官 (写本 : 防交局長) 貴下  
          

9 月 29 日付当地の各新聞夕刊は、今日本人が日本外務省アジア局長を訪問した事実に関する

記事を掲載したので、下に毎日新聞記事を送付するものです。 
記 

 
 駐日韓国代表部の厳堯燮公使は 29 日午前 11 時頃外務省伊関アジア局長を訪問し、就任の挨

拶をすると同時に韓日予備会談再開に関して協議した結果、予備会談を予定通り 10 月下旬に

開催することで意見の一致を見た。 
 兪鎮午氏を首席とする韓国側の新代表団は 10 月 20 日以後に来日する模様で、予備会談の具

体的な進行方法はその後に協議することになった。 
 日本側は従前のように澤田氏を首席代表として代表団の構成を変更しない。 
                     駐日公使 
 
P136                             大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-1010 
      東京                          日時 : 10 月 4 日 14:30  
     受信人 : 外務部長官 貴下 (写本 : 防交局長)  
          

10 月 2 日付当地の各新聞は、韓日会談に関する記事を掲載し、日本側首席代表に前駐アラブ

連合大使土田氏が任命されるだろうという等の報道をしているので、下にこれに関する JAPAN 
TIMES 記事を送付するものです。 

記 
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推移 : 上の記事に関する真否を日本政府外務省に問い合わせたところ、首席代表に土田氏が任

命されるだろうというのは事実無根であり、他の代表に関する記事は 4 次会談代表だった三宅
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参事官及び大熊参事官らが、それぞれ海外に転出したので空席を補充する必要がありそのよう

な推測が出ることになったので、彼らの任命の可能性は相当あると思われるが、日本側は前に

も言ったように不可避な場合を除外しては大体で 4 次会談時の代表陣営を変更しないだろうと

答弁したので添言するものです。 
駐日公使 
 

P138              大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : NM-1002 
      東京                          日時 : 10 月 4 日 17:00  
     受信人 : 国務総理、外務部長官 貴下  
          
1. 韓日予備会談に出席するために遅くても 10 月 21 日までソウルに到着予定です。 
2. 代表団人選においては予備会談と本会談を区別して考えるべきでしょう。予備会談は会談を

実地的に推進できる人物(政治的及び私的)でなければならないし、本会談の代表は国内各界

を納得させられる人物を網羅しなければならないでしょう。 
  代表の人選においては、日本と余り親しい人物が混じっているという非難を受ける危険が

あることを考慮しなければならないでしょう。 
3. 日本への出発に先立って代表団は必ず外務部事務当局から従来の経過に関して BRIEFING
を受けなければならないし、そのような後に政府首脳部から最高政策の指示を受けなければ

ならないでしょう。 
4. 本会談には勿論ですが、予備会談時にも優秀な事務当局者を同伴しなければなれません。こ

のような人員は若干名は駐日代表部にいるでしょうし、若干名はソウルから同行しなければ

ならないでしょう。 
                  兪鎮午 
 
P139                    大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-1017 
      東京                          日時 : 10 月 4 日 19:00  
       受信人 :  外務部長官 貴下  
         対 :9 月 30 日付  MT- 0928 号、連 : TM-1001 号 
 連号電文で報告したように今日 10 月 4 日午後 3 時小坂外相と面談し、続いて山田久就事務

次官及び勝俣稔政務次官と面談したので、同面談の内容を下のように報告いたします。 
1. 小坂外相との面談に関して : (1) 韓日予備会談を 10 月 25 日から東京で開催しようというわ

が側提議に小坂外相は正式に同意した。(2) 本人が両国間の通商問題に関して韓日会談とは別

途に通商会談を持ったら良いと言うと、小坂外相は賛成すると答弁すると同時に、自分として

は韓日通商問題に関して充分な誠意と積極性を持って推進してみる考えだと言明した。(3)本部

指示による通商品目及び数量拡大に関して話すと、小坂外相は積極推進するし、今後本人が通

商関係大臣と面談できる機会を周旋してみると言うと同時に、韓国側が拡大対象に考慮してい

る品目名を先に発露することがないようにして欲しいと要望した。(品目名が先に発露してしま

うと品目によっては日本の業者の反発があるかも知れないし、そうなると 11 月にある総選挙等

日本国内情勢と関連する心配があるからだと言った。) (4) 小坂外相は張国務総理及び外務部長

官が人格者だという印象を訪韓時に受けたと言うと同時に、このような方々がいらっしゃる以

上、今回の会談は必ず成功することを確信すると特に付言した。 
2. 山田久就事務次官外相との面談に関して : (1)特に通商品目及び数量拡大に関して話したが、
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山田次官は積極推進すると言明した。(2) 通商会談を韓日会談と別途に開催する問題に関して

は、双方が会談開催の内容方式及び時期等をもう少し具体的に研究した後に、再び話してみる

ことになった。  
3. 勝俣稔政務次官との面談に関して : (1)特に通商品目及び数量拡大に関して、勝俣次官は幹

部会議でしょっちゅう論議しており自身も推進すると言った。 以上 
                          駐日公使 
 
P141           大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-1036 
      東京                          日時 : 10 月 7 日 18:00  
       受信人 :  外務部長官 貴下  
韓日予備会談が来る 25 日に迫って来ましたが、当代表部から開催に先立って準備する事項

がないか、もしもあったら具体的にそれを指示してくれるように願います。 
推移 :例えば今回開催される会談を第 4 次会談の継続と見るべきか、若しくは新しい第 5 次

会談と見るべきか、このような点に対しても検討回示して下さるよう添言するものです。 
                         駐日公使 
 

P142               外務部政務局 
  発信            暗号電文             番号 : MT-1033 
                                  日時 : 10 月 8 日 11:50  
  受信人 : 駐日公使 

発信人 : (外務部)長官   
TM-1036 で請訓された韓日予備会談に対する準備事項に対して、次のように回答します。 

記 
 1. 代表部所管の韓日会談関係書類及び資料を整備してくれること。 

2. 今回開催される韓日会談は 4 次会談の継続ではない。 
 

P143                    大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-1044 
                                      日時 : 10 月 8 日 12:50  
       受信人 :  外務部長官 貴下  

10 月 8 日付当地の各新聞夕刊は、韓国政府が日本側から予備会談で提案される漁業協定に関

して通告を受けたことがあり、金溶植次官が 7 日記者会見で韓国側は予備会談時に平和ライン

を含む色々な新提案を提示することになるだろうと言明したと報道した共同通信記事、または

特派員記事を掲載しているのでこれを下に送付いたします。 
記 

1. 暫定漁業協定に関する記事(共同通信) 
 韓国消息通が 7 日明らかにしたところによると、韓国政府は 25 日から開催される韓日予備

会談で提案される予定の暫定漁業協定に関して、日本側から通告を受けたという。同消息通に

よれば、日本側が関係各省と協議して作成した同協定案は期限を 3 年ないし 5 年とする暫定的

なもので、期限満了後には双方が何らの提案を受けることなく実力で操業するものとし、漁場

の設置、漁業時期、船舶受理、漁船のトン数、共同漁業投資、利潤配分の方法、陸揚げ市場の

問題等も規定しているという。 
 このような日本側の意向に対して韓国側は予備会談で、今まで収集した科学的な資料を整備
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して平和ラインが漁族保護上不可欠なことを強調するようになるだろうと言う。特に韓国側は

(1) 漁族が豊富な漁場は平和ライン内にあり、(2)日本の漁業船舶の総トン数が韓国の数倍に達

し、(3)韓国の漁業技術は日本統治時代より進歩がなく、動乱(朝鮮戦争のこと)被害からまだ回復

できなかった点等を掲げて反論することに見えると言う。 
2. 金次官記者会見関連記事(毎日新聞新井特派員発) 
 韓日予備会談は 25 日から東京で開催されるが、韓国側の準備を担当している金溶植次官は 7
日記者と会見し、「日本の総選挙にとらわれずに韓日交渉を推進したい」と次のように述べた。 
 (1) 韓国としては短時間内に問題の所在を見つけだし、その解決方法を双方が検討すれば年

末までには成案を得られるし、本会談はこれを確認する程度で短時間内に終われるだろうと考

えている。本会談は来年初めには計画したい。来年 3 月頃には最終的な解決を見られるだろう。 
 (2) 会談では韓国財産請求権、基本関係、漁業及び平和ライン、在日居留民の法的地位等に

関して協議することになるが、従来のように一括解決を目標にせず、解決をできる問題から解

決して行くのもひとつの方法だろう。 
 (3)分科委員会でも未解決問題を両側首席代表が会談して、綜合的な立場から解決できるよう

にしたい。難しい問題が予想されるが、双方が｢最善の条件｣を模索もできないことはないだろ

う。 
(4)日本がどんな対策をもっているかはわからないが、韓国としては平和ライン含む色々な解

決案を提出する考えだ。 
「平和ラインを国防の見地と漁族保護の立場に分割して解決することと伝えられているが、

どう思うか｣という質問に対して、肯定もせず否定もしなかった。 
駐日公使 
 

P146                  大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-1045 
      東京                          日時 : 10 月 8 日 13:30  
     受信人 : 外務部長官 貴下  
          
今日 10 月 8 日午前日本外務省伊関アジア局長と面談した時に、伊関局長は、韓日会談に関

して次のような内容の話をしたので、参考に報告するものです。 
1. 今回開催される予備会談を、第 4 次会談の延長と見るのかまたは第 5 次会談と見るべきかに

関して、私的見解としては気分を一新するという意味で第 5 次会談と見るのが良いと思う。勿

論これは第 4 次会談で既に進行したことのある部分を無視するということを意味するのではな

い。 
2. 来週末頃には関係各省から、会合に臨む日本側の立場及び方案等が外務省に来るだろう。 
3. 韓国側代表団の名簿は可及的早く分かれば良い。以上 
                         駐日公使 

 
P147          大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-1048 
      東京                          日時 : 10 月 8 日 19:50  
     受信人 : 外務部長官 貴下 (写本 : 防交局長)  
          

10 月 8 日付当地の各新聞夕刊は、本人が今日伊関アジア局長に会ったことに関して報道して

いるので、下にこれに関する朝日新聞記事を送付いたします。 
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        記 
駐日代表部厳公使は 8 日外務省に伊関アジア局長を訪問し、25 日から開催される韓日予備会

談に関して打ち合わせた。 
厳公使が予備会談を今までの第 4 次会談の継続会談として開催するのか、または第 5 次会談

にするのかに関して日本側の意見を聞いたのに対して伊関局長は、「第 5 次会談」として開催す

るのが適当だと言った。 
厳公使はこの趣旨を本国政府に伝えた後に韓国側の意向が明らかになるが、今回の予備会談

は「第 5 次会談」として開催される可能性が多いと見られる。 
その後日韓貿易会談拡大に関して意見を交換したが、厳公使が日本側の韓国物品購買増加を再

び要求したのに対して、伊関局長は日本側の基本方針としては(1) 品目別に実情を調査しなけ

ればならないだろうし、(2) このためには両国が有力なメンバーで構成される経済使節団を交

換することが要望されるという点を強調した。 
                         駐日公使 
  

P148          大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-1055 
      東京                          日時 : 10 月 10 日 12:10  
     受信人 : 外務部長官 貴下 (写本 : 防交局長)  
          

10 月 9 日付朝日及び毎日新聞朝刊は、平和ライン問題において韓国政府が幅の広い態度で今

回の会談に臨むだろうと報道した特派員記事を掲載しているので報告し、下に朝日新聞記事を

送付いたします。 
記 

 矢野特派員発 : 
  25 日から東京で開催される予定の韓日予備会談で、日本側は平和ライン解決のために 3 年な

いし 5 年期限の暫定漁業協定を締結しようという提案を準備していると伝えられているが、8
日付韓国の各新聞によると韓国外務当局は、平和ラインが漁業資源保護のために必要だと主張

する方針という。しかし日本側が提案する協定案の内容が韓国漁業の発展を保障し漁業資源保

護を規定する等、韓国側が満足できるものならば協定締結に応じても良いという幅の広い態度

を持っている模様だ。 
            駐日公使 
 
P149          大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-1064 
      東京                          日時 : 10 月 11 日 13:00  
     受信人 : 外務部長官 貴下 (写本 : 防交局長)  
          
10 月 10 日付読売新聞朝刊は、韓日会談に関する外務省方針、4 月復交を目標に本会談は来年

4 月頃という題目下に下のような記事を掲載しているので報告するものです。 
記 

 外務省は来る 25 日から第 5 次韓日会談予備会談が東京で開催されることになったので、今

週中に会談に臨む同省の方針を決定し、来週中には法務、大蔵、農林、運輸等の関係各省と協

議して日本側の最終的な方針を作成すると言う。韓日会談に関しては去る 4 月中旬、当時の李

承晩政権下の柳大使と第 4 次会談が一旦再開したまま、韓国側の動乱と日本側の政権交替のせ
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いで約半年間中断していたが、先月上旬にあった小坂外相の訪韓を契機に事態は大きく進展し、

会談の名称も第 5 次会談と直し、予備会談を 25 日から開催することになった。 
 外務省は会談のスケジュールが : 
1. 25 日の初対面に続いて日本の総選挙と 11 月 12 日に終了することになる北送協定問題があ

るので、本会談を開催しないで主に法的地位、財産請求権、漁業の各分科会議非公式協議を進

行させることで終える。 
2. したがって今年中は両国の国交正常化が進行しないが、分科委員会での交渉を通して 12 月

中には大体の討議方向が出るように努力する。 
3. 本会談はできたら来年 2 月までには開催し、李ライン問題を中心とした色々な懸案問題に関

する協議を終え、遅くても 4 月中には両国国交を回復させ相互大使を交換できるようにする。 
という方向になるだろうとしており、今伝えられている韓国新政府の意向も従来の李承晩政府

とは違い、ごく真摯な態度で日本側と交渉する考えだというので、会談の前途は難しい面もあ

るだろうが、ごく着実な進展をみせるだろうという。外務省が今週から検討することになる韓

日間の問題点は次の通りだ。 
1. 各分科委員会 1) 在日韓人法的地位委員会では北送問題と関連して、韓国への帰還問題が

論議されるだろう。2) 対日請求権委員会では船舶、文化財の補償問題と関連して、韓国に対す

る経済協力の推進が問題になるだろう。3) 一番問題になるのは平和ライン問題を中心とする漁

業委員会の論議だが、李ラインに関しては既に去る 7 月に暫定協定に関する日本案が韓国側に

提示されたし、最近にも同一な趣旨の協定案が韓国側に提示される一方、韓国側も予備会談で

代案を提示するだろうと伝えられており、論議の焦点はここに集中されるだろう。しかしとに

かく韓国側が簡単に李ラインを撤回するとは思わないし難航が予想される。 
2. 国交正常化 
 外務省は当初には予備会談で最初にこの問題を提議する予定だったが、その後両国の国内情

勢を見てこれを中止し、まずは分科委員会での審議に専念することにした。しかし適当な時期

に基本問題委員会の開催を要求し、国交正常化を努力するという方針には変動がない。 
3. その他の問題 
 会談と併行して両国の貿易を拡大する問題を、韓国駐日代表部と政府間で協議する。 
 またこれとは別途に、両国の民間経済使節団の相互交換を年内にも実現するように努力する。 
                    駐日公使 
 
 
P152          大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-1070 
      東京                          日時 : 10 月 11 日 18:20  
     受信人 : 外務部長官 貴下 (写本 : 防交局長)  
          

10 月 11 日付朝日新聞夕刊は、「韓国代表内定」という題目下で下のような特派員記事を掲載

したので報告するものです。 
記 

 (矢野特派員発) 
 韓国外務部は来る 25 日から開催される韓日予備会談に臨むことになる韓国側代表団の人選

を 10 日内定した。 
 首席代表は兪鎮午高麗大学校総長、代表は韓国厳堯燮駐日代表部代表、朴昌順駐日代表部参

事官、鄭文基水産試験所長、池鉄根前海務庁水産局長他 4 名だ。 
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駐日公使 
 

P153                 大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-1073 
      東京                          日時 : 10 月 12 日 14:45  
     受信人 : 外務部長官 貴下 (写本 : 防交局長)  
          

10 月 12 日付毎日新聞朝刊は韓日予備会談に関して「合法政府認定を先行条件に要求」とい

う題目下で、下のような特派員記事を掲載したので報告するものです。 
記 

 (新井特派員発) 
 11 日ソウル新聞が外国消息通からの情報と伝えるところによると、来る 25 日から開催され

る予備会談で、韓国側は会談の先行条件として、韓国を唯一な合法政府と認定することを日本

側に要求するだろうと言う。 
 同紙によると会談の最初から韓国政府はこの点に関して日本側の態度を明らかにすると言う

が、その理由は 1952 年第 1 次会談時に基本関係委員会で、韓国を唯一の合法政府と認定し、

在日居留民を韓国国籍人とみなし、これを議事録に記録したにも拘らず、その後日本政府の態

度に変化が見えたことにあると言う。これはまた実際問題として、財産請求権問題等に大きく 
関連があるものと観測されている。 

駐日公使 
 

P154               1960 年 10 月 13 日 起案 
       稟議案    外務部 
 件名 : 第 5 次韓日予備会談関係準備のための調査出張に関する件 
  上の件、来る 10 月 25 日開催予定の第 5 次韓日予備会談に備え、「財産請求権委員会」及

び「在日韓人法的地位委員会」の事務に関して色々と調査させる必要があり、下記担当職員を

日本に出張させてはどうか、考裁を仰請するものです。 
記 

1. 出張職員 : (イ) 財産請求権委員会関係 欧米課事務官 金太智 
(ロ) 在日韓人法的地位委員会関係 亜州課外交官補 全成佑  

2. 出張期間 : (イ) 財産請求権関係 1960 年 10 月 15 日-10 月 25 日(20 日間) 
(ロ) 在日韓人法的地位関係 1960 年 10 月 15 日-11 月 4 日(20 日間) 

3. 出張費用 : (在外国民保護費から引き出された) 
       (イ) 事務官 金太智分 (以下 英文、円換算は 1 ドル=360 円でした) 
        飛行機代 : ツーリストクラス (往復代) 
                (ソウル- 東京) ・・・$122.00 (43,920 円) 
                                (東京 – 大阪) ・・・ $ 30.30 (10,908 円) 
          日当 : $4.00(1,440 円)×1.2×20 ・・・・$96.50  
         ホテル経費 : $8.00(2,880 円)×1.2×19・$182.40 
                予備経費 : $50.00×1.2 ・ ・ ・ $60.00(21,600 円) 
                              計         $490.70 (176,652 円) 
       (ロ) 外交官補 全成佑分 
              飛行機代 : ツーリストクラス (往復代) 
                (ソウル- 東京) ・・・$122.00  
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                                (東京 – 福岡) ・・・ $ 60.50(21,780 円) 
          日当 : $4.00×1.2×20 ・ ・ ・ ・ $96.50 
         ホテル経費 : $8.00×1.2×19 ・・・ $182.40 
                予備経費 : $50.00×1.2 ・ ・ ・ $60.00 
                              計         $528.90(190,404 円) 
                     総 計        $1,011.60(364,176 円) 
 
 
P156          外務部政務局 
発信            暗号電文             番号 : MT-1077 

                                  日時 : 10 月 13 日 13:25  
  受信人 : 駐日公使 

発信人 : (外務部)長官   
来る 25 日開催される韓日予備会談に対して、次の事項を調査回報願います。 

記 
1. 日本側代表の名簿 
2. 日本側は予備会談で討議をどれだけ進行させ、どの程度まで実質的な討議をする計画なのか

その方針。(この問題に関する TM-1064 号電文報告は参考にした) 
 
P157             大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-10109 
      東京                          日時 : 10 月 15 日 13:30  
       受信人 :  外務部長官 貴下  
        連 : TM-10104 号 
 連号電文で報告した韓日予備会談に関する新聞記事に関して、その真否を外務省当局者に問

い合わせたところ、外務省側は下のように答弁したので報告いたします。 
1. 昨 14 日午後 2 時に関係各省と連絡会議を開催したのは事実で、同会議では会談進行方法を

話した内容で(参照 : TM-1097 号) 会談を進行することで話された。 
2. 特に平和ライン問題に関しては東京新聞に報道されたように、一昨年に提示された日本側暫

定漁業協定に対する韓国側の意見を聞くことを、討議の出発点にするというのは事実だ。 
3. 基本関係委員会に関しては新聞に報道されたように、他の委員会より遅くして討議する方針

だ。                 以上 
                       駐日公使 
 
P158             大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-10116 
      東京                          日時 : 10 月 17 日 13:20  
 
 受信人 : 外務部長官 貴下 (写本 : 防交局長)  
          

10 月 17 日付英文毎日新聞朝刊は韓日会談に関する下のような社説を掲載したので報告する

ものです。 
記 
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P161             大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-10117 
      東京                          日時 : 10 月 17 日 13:20  
 
             受信人 : 外務部長官 貴下 (写本 : 防交局長)  
          

10 月 16 日付当地の各新聞夕刊は、外交演説会に出席するために 16 日朝高知に到着した小

坂外相が記者会見で、北送問題を始めとする当面の外交問題に関して言及した事実を報道して

いるので、ここに英文読売新聞の内、北送に関する部分を送付いたします。 
記 

 
                   駐日公使 
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P173  韓日会談に対する政府の基本方針 
 
一、在日韓人法的地位 
 1. 永住権付与(子孫含む)退去強制不認定 

2. 大韓民国国民であることを認定 
3. 帰国者の財産搬出の自由 
4. 送金は外資導入で形式は自由 
5. 在日韓人に対する内国民と同等待遇 

二、漁業及び平和ライン 
 1. 漁業資源保護及び国防上の目的で維持 

2. 満限未到達漁業資源に関しては漁業協定締結で解決   
3. 漁業協定は次の事項を含む 
 (1) 管轄区域 

(2) 規制区域 
(3) 共同操業区域 

三、韓国請求権 
 1. 請求権と経済協力は別途 

2. 請求権問題は私法上の弁済原則に基くが政治的解決も考慮 
3. 一般請求権請求額は最高□億ドル、最低□億ドル 
4. 船舶は新造船で最高□万トン、最低□万トン 
5. 文化財は日本国有は全面的に返還。私有は返還を推進。 
 

P166    韓日会談韓国代表団懇談会 討議内容                   
 
1.日時 : 1960 年 10 月 22 日午後 3 時  
2.場所 : 外務部会議室 
3.出席者: 鄭外務部長官、禹政務次官、金事務次官、兪首席代表以下代表団全員  
4.会議概要 :  
鄭外務部長官 : (挨拶の言葉) 
兪首席代表 : (挨拶の言葉) 
金事務次官 :  

 1. 会談進行方法において従来日本側はアデナワー方式を主張したし、わが側は「懸案問題解

決後国交」という立場を取って来たが、今回の会談においてもわが側は従前と同じ立場を

取るだろう。しかし韓国はただ請求権問題解決を謀っているという印象を日本側に与えな

いように留意するべきだ。 

2. 会談進行において徐々にまた慎重に進行させるようにして、まず日本側の意図打診に力を

注ぐことだ。 

3. 日本側もわが側の意図、特に政策の変化程度を知ろうと努力することが予想されるが、技

術的なわが側の誠意表示が必要だ。 
4.各分科委員会の代表及び委員選定は首席代表に一任する。 
兪首席代表 : 
 1. 過去の経験から見て、両側の譲歩意思表明は正式会談では不可能だろうから、今回の会談

では非公式会談を多く持てばよい。 
 2. 本部の指示によると各分科委員会は毎週 1 回開催することにしたが、それは困難だ。場合
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によって週 2、3回、または 2、3週に 1 回開催もできるだろう。 

金事務次官 :  

 1. 分科委員会開催回数問題は首席代表が適宜決定してもよい。 
 2. 非公式会談を多く持ってもよいが、非公式会談での討議内容も本部に報告して欲しい。 
 3. 今回の予備会談開催問題は、この前の小坂外相来韓時に決定したものだ。初め日本側は 11

月に日本の総選挙があって全面的な会談を始めるのは適当でないので、会談再開問題は両

側が diplomatic channel を通じて交渉しようと言ったが、わが側は 10 月末に会談を再開

するのがよいという意見を述べて合意を見たし、このような事情があるので同会談の名称

を｢予備｣とすることにした。今回の会談は第 5 次会談だが、事実上 4 次会談の継続という

点に対して日本側と話したことがある。 

兪首席代表 : 
 1. ｢予備会談｣と定めたのはよかったと思う。 
 2. 今回の会談が事実上、4 次会談の継続という点に対して 
  (1) 請求権問題はわれわれが貰う量の決定だけなので問題がない。 
  (2) 在日韓人の法的地位問題において従前わが側は、僑胞を続けて日本に居住させて彼ら

を保護するという原則を取って来たが、昨年 8 月からはその方針を覆し日本側から補償

金を貰って在日僑胞を本国に連れて来るという立場を取った。これは北送問題と関連し

て定められた新い政策だった。 
    しかし今後は在日僑胞が、日本国内で安定した生活を送って行けられるようにするの

が良いでないかと思う。 
  (3) 平和ライン問題は、基本原則を如何に立てるかが問題なので、それに関して政府で早

急に指示して欲しい。 
池鉄根代表 : 4 次会談においては在日僑胞の北送問題が韓日会談に相当な影響を与えたが、今

会の会談ではこの問題がどの程度関連をもつことになるか説明して欲しい。 
兪首席代表 :日本が北送を中止したら、わが側が相当な譲歩をするという印象を日本側に与え

てはならない。 
金事務次官 :  

 1. 北送問題が会談の取引き対象にならないようにするべきだ。 
2. 次に各懸案問題解決において平和ラインはそのまま堅持するのだが、余り強調し過ぎて請 
求権問題に影響を与えてはならない。 

3. 在日僑胞の法的地位問題は兪首席代表の話通りに、僑胞を日本に居住させる原則を取る。 
4. 請求権問題はわれわれが有利な立場にあるので、早く貰えるように努力する。 
5. 会談進行中、色々な問題を協議するために、団員や本部職員が両国間を往来して緊密な連 
絡を取るのがよい。 

劉彰順代表 : 請求権問題において従前の主張は”US MEMORANDUM”以前に定められたもの

だが、今回の会談では”US MEMORANDUM”に立脚してわれわれの主張を修正するの

か余否を指示して欲しい。 
金事務次官 : 首席代表と相談して適宜決定するだろう。 
尹(禹?)政務局長 : まず韓国の確実な請求権に対して日本が支払うという原則を両国間の合意

を得て、その後に数字的な計算をするのがわれわれに有利だろう。 
劉彰順代表 : 確実な請求権だけ選んで新しい案を作って出すのか、または従前に出した案に対

して日本側の応答を要請するのか? 
金事務次官、尹(禹?)政務局長 : 日本側の答を待つことにしよう。 
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P172    第 5 次韓日会談予備会談各委員会 韓国側委員名簿 
 
1. 在日韓人法的地位委員会 

首席委員 李天祥 
委員 金潤根、陳弼植、文哲淳、閔丙岐、厳永達、鄭淳根、鄭一永、宋升鉉 

2. 韓国請求権委員会 
 イ、一般請求権小委員会 
  首席委員 劉彰順 
  委員 李相徳、文哲淳、金正濂、鄭一永、厳永達、鄭淳根、金太智 
ロ、船舶小委員会 
 首席委員 陳弼植 
委員 文哲淳、厳永達、鄭淳根、李秀佑、権泰雄 

ハ、文化財小委員会 
 首席委員 李天祥 
委員 文哲淳、黄寿永、厳永達、鄭淳根、李秀佑、朴文範 

3. 平和ライン漁業委員会 
首席委員 金潤根 
委員 吉恒鎮、文哲淳、閔丙岐、南相圭、鄭一永、厳永達、鄭淳根、金正泰 

 
P175                 外務部政務局 
発信            暗号電文             番号 : MT-10139 

                                  日時 : 10 月 22 日 11:40  
  受信人 : 駐日公使 

発信人 : (外務部)長官   
 
問い合わされた韓日予備会談の初会の開会時間を 10 月 25 日午前 11 時定刻に定めるように

願います。 
 

 
P176             大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-10168 
      東京                          日時 : 10 月 22 日 18:00  
       受信人 :  外務部長官 貴下  
        対 : MT-10139 号 
対号電文指示に沿って、会談の初日の開会時間を 10 月 25 日午前 11 時に定めることに異議

がないことを外務省当局者に通知して、正式決定したので報告するものです。 
以上  
駐日公使 

 
P177            大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-10172 
      東京                          日時 : 10 月 24 日 12:30  
       受信人 :  外務部長官 貴下 (写本 : 防交局長)  
          
今日 10 月 24 日付当地の各新聞朝刊は明日 25 日から開催される日韓予備会談の展望に関し



 80

て、兪鎮午首席代表とソウル駐在日本人特派員との記者会見内容を報道しているので、下にこ

れに関する毎日新聞の記事を翻訳報告するものです。 
記 

 ソウル 23 日発新井特派員発 
  
日韓予備会談は 25 日から開催されるが、兪鎮午韓国首席代表は 23 日自宅で記者に対して次

のように語った。 
問・・貴下は会談の前途を楽観しているというが? 
答・・楽観しているという意味は、会談を成功させたいということだ。4 月革命後両国の関係  
  は改善されている。通商関係もそうだし、日本の抑留漁船員も釈放されている。私は日本

も同じ考えを持っていると考え、成功の機会はあると思う。 
問・・国交回復を先にするのか、または懸案解決を先にするのか? 
答・・こうでなくてはならないという固定した考えはない。委員会は従来の 4 委員会で充分で、

同時に開く方針だ。この程度なら受け入れてもよいという程度の解決ができたら、すぐに

国交回復に移るだろう。 
問・・韓国が唯一な合法政府だということを確認してから始めるのか? 
答・・当然なことという前提の上で、明確に日本が 2 つの朝鮮として協議を行うなら話す余地

はない。 
問・・会談の難点はどこにあるのか? 
答・・これも相互の態度如何にかかっている。請求権問題に関してもただ過去を「請求」する

ということであり、文化財の返還もここに含まれる範囲を狭めており、解決は日本の態度

如何にかかっている。法的地位の問題も今回は解決して、できたら半年以内には全て妥結

させたい。 
問・・李ラインに対して 
答・・相互納得が行く線を発見したい。暫定漁業協定等も東京に行って検討する。李ラインの

国際法上の根拠には疑問がない。韓国は領海権を主張しているのではない。 
問・・北韓帰還に関して 
答・・北に行く韓国人は「法的地位」の範囲に属すので、この委員会で行う。日本がカルカッ

タ協定を延長したら、会談を決裂させるかの余否は決定してない。北送は本当に不愉快だ

が、北送を中止しなければ会談は成功しないのかと聞けば、反対に日本が北送を中止して

も会談にはプラスにならないと答えたい。 
問・・財産請求権に関して日本の○○○をくれるというのに対しては? 
答・・財産請求権を請求した後に入って来るなら構わないと思うが、このふたつの問題は区別

しなければならないだろう。 
 
P177            大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-10173 
                                     日時 : 10 月 24 日 13:00  
       受信人 :  外務部長官 貴下 (写本 : 防交局長)  
          

10 月 24 日付 JAPAN TIMES は日韓予備会談開催に関して、下のような記事を掲載している

ので報告いたします。 
記 
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                駐日公使 
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P184                 大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-10179 
      東京                          日時 : 10 月 25 日 14:00  
     受信人 : 外務部長官 貴下 
  
韓日予備会談に先立って今日 10 月 25 日午前 9 時半日本小坂外相を儀礼的に訪問し、約 30

分間面談したので(澤田日本側首席代表同席)、その内容を下のように報告いたします。 
1. 小坂外相は、今回の韓日会談が両側の誠意ある努力を通じて成功することを望むと言いなが

ら、特に北送問題に言及し、この問題が会談の進行に及ぼす影響を心配するという意を表明

し、現在家財道具を売却し待機中の登録した帰還希望者が残っている等で、総選挙を前にし

て北送協定の延長が仕方ないという日本側の事情を説明した。 
2. これに対して本人は、わが政府及び国民の北送反対の基本的立場には何ら変わりがないこと

を言い、北送問題は会談を破壊する可能性を持ったが、例え日本側が北送を中止するとして

も、これは日本側の譲歩ではなく韓日会談の出発点に戻ることだと話した。また韓国側とし

ては韓日会談の円満な進行を阻害する要素を一掃したことを(日本漁夫の全員釈放等)指摘し、

北送問題に対する事態の進展を注視しながら韓日会談を進行させるのだが、北送問題に関す

る事態の進展如何によっては北送問題が韓日会談の進行をぶち壊す可能性がないでもないと

いう点を述べた。 
3. 澤田日本側首席代表は在日韓人の法的地位委員会を通じて、日本に続けて永住するのか、ま

たは南に帰った方がもっと暮しやすいという条件を造成することで、北への帰還希望者を減

少、またはなくして行く方向で北送問題に対する解決点を発見するように努力するのがよい

だろうという意見を述べた。 
4. 本人は前記澤田代表の意見には別に異議がないと言いながら、小坂外相はただ北送問題だけ

ではなく、その他の問題においてもそれぞれの主張だけに固執するのではなく、今後互いに

胸襟を開いた会議を通して解決に努力したくれたらよいと語った。 
韓日予備会談首席代表／ 駐日代表部 
 

P186              大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-1111 
                                     日時 : 11 月 2 日 14:35  
       受信人 :  外務部長官 貴下   
          

11 月 2 日付 JAPAN TIMES は鄭一亨外務長官が 1 日羽田飛行場で○○○○日韓会談に関す

る、下のような記事を掲載しているので報告いたします。 
記 
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 駐日公使 
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P190             大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-1127 
      東京                          日時 : 11 月 4 日 16:40  
       受信人 :  外務部長官 貴下  
         
今日 4 日本人が日本側澤田首席代表と会合を持ち、各委員会の第 1 次会議開催日時を下のよ

うに合意決定したので下に報告するものです。 
1. 在日韓人法的地位委員会 : 11 月 7 日 
2. 漁業及び平和ライン委員会 : 11 月 8 日 
3. 一般請求権委員会 : 11 月 10 日 
4. 船舶及び文化財両小委員会は 8、11、12 日の 3 日の中で後に連絡決定することにした。 
推移 : 澤田首席代表との詳細な会合内容はパウチ便で送付いたします。 

以上  
駐日公使 
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P194              大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-1151 
                                     日時 : 11 月 9 日 18:00  
       受信人 :  外務部長官 貴下   
          

11 月 9 日付当地の各新聞朝刊は、選挙遊説中の池田首相が鹿児島で平和ライン問題を互譲の

精神で解決すると記者会見で語ったと報道しているので、下にこれに関する JAPAN TIMES
の記事を送付報告いたします。 

記 
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P195              大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-1168 
                                     日時 : 11 月 14 日 14:00  
       受信人 :  外務部長官 貴下   
          

11 月 14 日付当地の各新聞朝刊は、午後にあった小坂外相のわが国記者との会見に関して報

道しているので、下にこれに関する JAPAN TIMES の記事を送付いたします。 
記 
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                駐日公使 



 100

P197              大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-1174 
                                     日時 : 11 月 15 日 12:00  
       受信人 :  外務部長官 貴下   
 昨 11 月 14 日午後 3 時半から日本側の挨拶招待があり、澤田日本側首席代表と非公式意見交

換を持ったので(わが側から厳公使、文哲淳代表、日本側から伊関アジア局長、宇山代表が同席

した)、その大要を下のように報告し、詳細な内容はパウチ便で報告いたします。 
1. 文化財問題に関して日本側から 1)国有文化財は原則的に返して上げる。返して上げるという

のは返還の意ではない。寄附するという意で(前に106点返還時に引渡しという言葉を使った)、
また国立大学でもっている国有文化財約 300 点は返して上げるのが、ごく難しいだろう。2)私
有文化財は引渡しできない。3) 文化財を引渡すのはどこまでも政治的、文化的考慮からするも

のであり、法律的義務でするのではないと言った。 
これに対して本人は 1)国有文化財に対して日本政府は管理権しか持っていないので、所有者

に返還するのが当然だ。2) 文化財の「寄附」云々の問題に関しては、前には寄附でも返還でも

ない中立的な引渡しという言葉を使ったが、今回は最終的な決定をするものなので返還にする

のが正しい。3) 国立大学所持の文化財に関しては、日本政府が国内的に解決する問題だ。4) 私
有文化財問題に関しては複雑な問題があるので、今後もっと討議すると語った。 
3.(2?)平和ライン問題に関して、日本側からよい解決策がなければいけないのに前回日本側で提

議したことがある方式で討議することを提案したのに対して、本人はこの問題を解決するのに

おいて、如何なる場合でも韓国漁業者の利益を侵害することがあってはならないという点を強

調した。               以上 
                     首席代表 
 
P199              大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-1175 
     東京                            日時 : 11 月 15 日 14:00  
       受信人 :  外務部長官 貴下        
 
 11 月 15 日付毎日新聞朝刊は、韓日会談で日本側が請求権問題を譲歩すれば韓国側も漁業問

題を若干譲歩するだろうと、信頼できる消息通が 14 日話したと日本人特派員記事を掲載して

いるので、同記事を下に送付いたします。 
                記 
(ソウル 14 日新井特派員) 信頼できる消息通が 14 日話したところによると、韓日会談で日本側

が請求権問題を譲歩すれば韓国側も漁業問題を若干譲歩する、という意向を持って会談に臨ん

でいるという。会談問題点のひとつである漁業問題に関して、韓国側は平均 30 マイルに達す

る韓国独占漁業区域の実施を構想しているという。 
 これに対して日本側は韓国に 12 月末までの独占漁業水域を認めるだろうとソウルでは観測

しているが、最小限韓国側は 12 マイルの線は絶対に確保し、そこから 18 マイルまでは韓国側

が主導権を持つ｢共同漁業水域｣にするという構想を持っているという。一種の韓日共同漁業委

員会が設置されるのだが、韓日双方の○○○○○○決定権を持つという考えを持っている。 
 結局沿岸から合計 30 マイルまでは韓国側が漁業保護の見地から実質的な支配力を持つとい

う意向なのだが、万一日本がこれを受諾すれば韓国としては従来の李ラインを大幅縮小するこ

とになるが、事実上においては○○○付近まで入っていた日本漁船を相当程度韓国水域から追

い出せるし、韓国漁民に対しても説得し易くなるという。 駐日公使 
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P201             大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-1187 
     東京                            日時 : 11 月 17 日 14:10  
       受信人 :  外務部長官 貴下        
 
 11 月 17 日付当地の各新聞朝刊は、長官が 16 日当地で持った記者会見に関する記事を掲載し

ているので、下に JAPAN TIMES の記事を送付いたします。 
                記 
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           駐日公使 
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P204               大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-11108 
                                     日時 : 11 月 21 日 13:00  
       受信人 :  外務部長官 貴下   
 今日 11 月 21 日午前 10 時半から霞友会館で日本側澤田首席代表と約 1 時間の間非公式会合を

持ち(わが側から金潤根代表、日本側から伊関アジア局長が同席した)、韓日会談の実質的問題

の討議方式に関して意見交換を行ったので、その内容は明日 22 日付パウチ便で報告いたしま

す。 以上          首席代表 
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P207               大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-11143 
     東京                             日時 : 11 月 26 日 12:50  
       受信人 :  外務部長官 貴下   

11 月 26 日付読売新聞朝刊は     
下のような特派員記事を掲載したので、これを報告いたします。 

記 
(ソウル矢野特派員 24 日発) 
 当地韓国日報は、鄭外務部長官が 11 月 24 日夜政府と国会幹部会議席上で、日本政府が対韓

賠償として 7 億ドルの経済援助を提供すると提議して来たと明かしたと報道したが、消息通に

よると鄭長官も 25 日夕方これを認め、政府は目下日本政府がひとつの試案として提議したこ

の試案を検討中と話したという。韓国側は今まで財産請求権という形式外には賠償を日本に要

求したことがなく、現在進行中の韓日会談でも賠償問題は出なかった。しかし韓国が李ライン

を譲歩する代償として、日本側がある種の形式、恐らく経済協調という形式で、実質的な賠償

を提供するだろうということは、全部ではないが一部識者の間で観測されていたという。 
 しかし経済名目で○○○○日本が経済協調をする○○○○が明かされたのは、○○○事実だ。

鄭長官としては国会幹部会であっても秘密に話したことを○○○○漏れているとして、こうい

うことが漏れることは韓日会談に重大な影響を与えることと○○見ている。 
                 駐日公使 
 
P209                        大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-11144 
     東京                              日時 : 11 月 26 日 13:00  
       受信人 :  外務部長官 貴下   
当地 11 月 26 日付読売新聞朝刊は長官が 24 日夜にあった政府及び国会幹部会議席上で、日

本政府が対韓国賠償として 7 億ドルの経済援助を提供すると提議して来たことを明らかにした

と韓国日報が報道したが、消息通によると 25 日夕方長官もこれを認め、政府は今日本提案を

検討中と言ったと報道する特派員記事を掲載しているので、この真否を知らせていただきたく

願います。 
推移 : 本件関係新聞記事を別途電文 TM-11143 号で送付いたします。 

以上 
               駐日公使 
 

P210                        外務部政務局 
  発信            暗号電文           発信番号 : MT-11132 
                                   日時 : 11 月 28 日 16:30  
 受信人 : 駐日公使 
  発信人 : (外務部)長官    
貴電 TM-11144 号に関して、読売新聞報道のような内容の発言はなかったと回示するもので

す。             以上 
 

 
P211              外務部政務局 
  発信            暗号電文            発信番号 : MT-11137 
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                                   日時 : 11 月 29 日 17:35  
 受信人 : 韓日会談首席代表 
  発信人 : (外務部)長官    

 
東京 28 日発同和通信の報道によると韓日会談予備会談は 12 月 5 日に開催される在日僑胞

法的地位委員会の会合を最後に、休会に入った後来年 1 月中旬頃に再開されるだろうと報道し

ているが、同報道の真否を早急に回報してくれるように願います。    
以上 

 
P212                        大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-11162 
     東京                              日時 : 11 月 30 日 11:00  
       受信人 :  外務部長官、韓日会談首席代表 貴下   
対 MT-11137 号 
対号電文で言及された韓日会談予備会談に関する同和通信の報道は、まったく事実無根の報

道であり、そのような報道は同和通信の李ジョンソン(鐘成?)という記者が送ったものというが、

同記者は昨 29 日ソウルに帰ったことを報告いたします。                  
以上  

韓日会談代表団 
 

P213                        大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-1255 
     東京                              日時 : 12 月 9 日 15:00  
       受信人 :  外務部長官 貴下 
 今日 12月9日午前 11時から当地米国大使館でマッカーサー駐日大使と(わが側から閔丙岐教

授、権泰雄三等書記官、米国側から○ソトリン一等書記官が同席した)約 1 時間の間、韓日問題 
に関して意見交換をしたので、その内容を下のように報告いたします。 
1. まず本人は日本の総選挙後の新内閣の成立を待っていて挨拶が遅くなったと述べた。 
2. マック大使は韓日関係の最も大きい障害は平和ライン問題にあることを強調し、公海上での

船舶捕獲等は不当だと言い、今後合理的根拠の上で韓日間の懸案問題を解決するようにしな

ければならないと語った。 
これに対して本人は、韓国国民の対日感情がまだよくないことを指摘した後、韓国政府は

韓日間の懸案問題を合理的に解決するために誠意を尽くしたし、今回の会談に先立って抑留

された日本漁夫全員を釈放した事実を挙げた。また韓国政府も平和ライン問題を合理的に解

決するように努力しているが、韓国の国民感情等で時間を要する問題なので、先に解決でき

る問題からひとつずつ解決して行くことで、韓日間の友好的な雰囲気を造成するのが平和ラ

イン問題の合理的解決に助けになることを述べた。 
3. マック大使は続けて平和ライン問題の解決なしには他の懸案問題の解決を望むのは難しい

だろうと言った。 
 これに対して閔教授は韓国政府が韓国国民の対日感情を無視して、何らかの問題に関して

日本側に譲歩するとか○○○○等も深刻な政治的危機を招来する危険性があると述べた。 
4. マック大使は韓国側の説明を良くわかったと言いながら、日本側も国内輿論と自民党内部ま

たは言論等の非難を考慮しなければならないだろうと話した。 
5. 本人は在日韓人の法的地位に関する問題は中立的な性格を持っているので、この問題は他の
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問題とは別途に解決できることであることを指摘した。また文化財の返還も日本側の大きな譲

歩がないので、このような文化財を日本が返還することで韓国の国民感情を緩和させることが、

他の懸案問題の解決のために助けになるだろうと言った。これに対してマック大使も在日韓人

の法的地位の特殊性を認めながら、今日午後に小坂外相と会った時に、この問題と文化財返還 
問題に関して話すと述べた。  

         以上  
韓日会談首席代表 
 

P215                        大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-1291 
     東京                              日時 : 12 月 15 日 17:30  
       受信人 :  外務部長官 貴下 
 
12 月 15 日正午から霞友会館で澤田日本側首席代表と (わが側から厳公使、日本側から伊関ア

ジア局長が同席した)約 1 時間の間非公式会談を持ったので、その内容を下のように報告いたし

ます。 
1. 来る 12 月 21 日の本会議で年内の会議は最後になり年末年始の休会に入るが、来年 1 月 25
日に再開することで暫定的合意を見た。 
2. 予備会談を何時終わらせ、いつから本会談に入るのかという問題に関して、 
日本側 : 当初に予備会談と付けたのは、総選挙を前にして開かれる会談だからそうしたので、

総選挙が過ぎた今においてはいつでも本会談に転換しても構わない。 
わが側 : われわれとしては予備会談で問題解決の輪郭を完成させ、本会談では短い時間内で

署名、調印まで終わらせるのがよいと考え、また代表団構成においても本会談の時に

は今とは違い、政治的角度から考慮して人選をするのがよいだろうと思う。しかしこ

の問題に関しては、まだわが政府の明確な指示を受けたことがないので、今回帰国後

本国政府と相談して連絡する。 
日本側 : よいと思う。 

3. 国交正常化問題に関して 
 日本側 : 従来韓国政府はすべての問題を皆解決した後に国交正常化をすると主張して来た

が、今はどのような態度を取るのか? 
 わが側 : 韓国政府の態度は、今回は FLEXIBLE なもので、何らかの条件が成就したら何か

をするというのではない。しかしどの時に国交正常化をするかという問題は、前以

ってしなくてはならないことで、少なくても懸案中の色々な問題の中の重要な部分

が解決された後には国交正常化を考慮できるのである。 
 日本側 : 前回新聞等に掲載されたように、請求権問題と平和ライン問題だけを後回しにした

らどうだろう。 
 わが側 : われわれとしては平和ライン問題の解決は国民輿論もあったりして、時間を要する

が、請求権問題は今でも解決できる問題なので、やはり請求権問題は今回に解決し、

漁業問題に関しては今後両国間で漁業協定を締結するとかいう風に、解決の基本方

式だけを定めるのが良い。 
 日本側 : それは絶対に不可能だ。日本国民が納得しない。 
 わが側 : 少なくても請求権に関しては金額を支払うという原則は含ませられるのではない

か。 
 日本側 : それは考えられない言葉だ。 
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4. 請求権問題に関して 
わが側 : 日本は請求権であれ、援助であれ、借款であれ、どの程度の金額を出せるのか。新

聞に報道された 7 億ドル、または 6 億ドル云々の数字はどこから出たものか。 
日本側 : その数字の出処は自分たちもわからない。一部の観測者たちは GARIO,EROA 関係

で日本が米国に支払う金額が 6 億ドル位になるが、それを韓国援助に回すというの

ではないかと推測している。 
わが側 : 私もそう推測した。しかしその 6 億ドルは当初、東南アジア諸国援助に使うことに

したのではないのか。 
日本側 : そうだ。万一その中から韓国のためにお金を使うようになったとしても、その金額

全部を使えるのではない。 
わが側 : GARIO,EROA の関係は米国に支払うものなので、今まで日本側の請求権または援

助で、韓国にくれるという金額はそれ以外のものではないのか。 
日本側 : そうだ。しかし現在の新聞報道はすべてが○○になったようだ。 
わが側 : 経済援助問題は後でもう一度考えることだが、韓国の請求権は全部放棄することは

できない。明白な請求のような言葉は必ず入れなければならない。 
日本側 : 例を挙げれば支店融資の見支払い賃金は韓国側の○○は○○○請求権に属すもの

と考えられるが、その金額は 3 億 5 千万円だ。しかしここで難しい問題があるが、

それはこの金額を現在の円貨にどう換算するかという問題だ。インドネシアその他

他国との場合には大概その金額を 10 倍にした。 
わが側 : 10 倍というのは根拠がない大雑把なものではないか。日本円をドルに換算するのが

合理的だと思われるが、その換算率は金貨を基本にすれば 8:1 であり、戦争前の国

債の下においては 4 対 1 だったし、韓国の対日請求権が確定した終戦当時、即ち米

国が進駐した直後には 7 対 1 だった。したがってこのような場合には、7 対 1 より

安く換算はできないだろう。 
日本側 : 7 対 1 なら 2 億 5 千万円が 3 千万ドル(15 億ウォン)になるが、2 億 5 千万円の 10

倍は 25 億ウォン(約 1 千万ドル)なので大きな差がある。これから研究するべき重大

な問題だ。 
わが側 : 韓国側の確定債権の内には地金、地銀もある。 
日本側 : 地金、地銀は日本銀行券を支払って持って来たものなので、その日本銀行券をまた

どうやってドルに換算するかという問題がある。 
わが側 : それは簡単だ。解放後韓国で焼却した日本銀行券の中で地金、地銀代金だけを公開

すれば簡単ではないか。 
日本側 : 問題がそこまで拡大したら請求権として支払うのが困難になる。だから一つ一つ市

内で、全体で解決しようというのだ。 
わが側 : 大体でどれだけ貰えるのか。 
日本側 : 平和ライン問題の解決方途が立たなくては、それだけをするのは難しい。しかしひ

とつ明らかなのは経済援助だといっても、漠然と金額を手渡すのではない。フィリ

ピン、ビルマ等とも経済援助に関する金額が決定されているが、具体的 PROJECT
が出てないので、算出ができないと思う。韓国の場合にも万一することになったら、

具体的 PROJECT を○○○○始まる建設等にしたがってすることになる。しかし民

間企業が相手方とお金をやり取りすることは、これとは別途の問題だ。 
5. 平和ライン問題に関して 
 わが側 : 平和ライン問題に関して以前澤田代表には既に話したことがあるが、韓国側が譲歩

するという言葉は間違った言葉で、一般に誤解を起こす拙劣な’PR’方法だ。われわ
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れは韓国の国家的利益と韓国漁民の利益に損害を及ぼしながら、この問題を解決す

る考えは絶対にない。問題解決に因って、日本も利益を得ると同時にわれわれも利

益を得る、そういうものでなければこの問題に対する解決はあり得ない。それなの

に日本が従来われわれに譲歩しろという言葉を使って来たので、日本国民や韓国国

民が皆同じく、平和ライン内で現在韓国側が 1 年に 100 万トンの魚を捕ると言って、

それを半分ずつ分けようというような誤解をしている。100 万トンが 120 万トンに

なり、また漁業収入が例え 100 億ウォンあるとすれば、100 億または 200 億に増大

するのでなければ、この問題の解決はあり得ない。 
 日本側 : そうだ。われわれも決して、韓国に損害を見ろという趣旨ではない。そのような両

国の共同利益を増進する方案はあるだろうと思う。  以上 
首席代表 
 

P219                 大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-1293 
     東京                              日時 : 12 月 16 日 10:30  
       受信人 :  外務部長官 貴下 
 
12 月 16 日午前 8 時半に池田日本首相の自宅に訪問し (わが側から厳公使、日本側から伊関ア

ジア局長が同席した)約 15 分間面談したので、これに関して次のように報告いたします。 
1. 厳公使が張国務総理の書簡を手渡し、これに対して池田首相は感謝すると言った。 
2. 池田首相は韓日会談がこの間順調に進行していることを嬉しく思うが、余りせっかちに急が

ず忍耐心で円満解決をするように相互努力しなければならないと言った。 
3. これに対して本人は、韓日両国の主張にはまだ相当な距離があるのが事実だが、会談が友好

的雰囲気の中で進行しているのは嬉しいことで、首相のお言葉通りに忍耐心を持って会談を

続ければ、必ず良い結果を得ることと信じると話した。 
4. 厳公使が 23 日帰国する本人の便でね、池田首相から張国務総理に送る手紙を渡すようにし

たらよいと言ったところ、池田首相がそうすると言った。 
以上 

韓日会談首席代表 
 

P220                  1960 年 12 月 16 日 
                    情報文化課長 
 亜州課長 貴下 
  会見資料提供依頼の件 
 頭の件、当部では定例的に長官会見を開催していて、今週の定例会見では下のような質問が

予想されるから、同問題に対する答弁資料を貴課に依頼するので、当課に提供してくれるよう

願います。 
           (記) 
1. 問 日本の 6 億ドル援助説有無 
2. 問 万一日本の前記援助説に関連して、請求権問題及び平和ライン問題等にどんな関連性が

あるのか 
3. 問 最近の外信報道によると張暻根の亡命が許容されるかのように伝えられているが、わが

政府としては如何なる措置で張暻根の引渡しを要求するのか。 
4. 問 来年 2 月韓比通商協商調印と時を同じくして、韓日外相会談を推進しているというが事
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実か。 
5. 問 来年初め前記韓比通商協商のような通商協商を自由中国とも推進中にあるというが事

実か。 
推移 : 同答弁資料は 12 月 16 日午後 2 時まで当課に送ってくれるように願います。 

以上 
 
P221                    1960 年 12 月 16 日起案、決裁、発送・施行 
                        外務部政務局長亜州課長 
 防交局長 
情報文化課長 貴下 

    
 件名 : 長官記者会見資料送付に関する件 
 上の件、貴局で要請された定例記者会見のための長官答弁資料を別添のように送付しますの

で、適宜善処なさるよう願います。 
別添 : 長官答弁資料 1 部 
                         -以上-  
 
P222                            長官会見答弁資料 
   
問 1. 日本の 6 億ドル援助説有無 
答   日本政府からそのような提議を受けたことはないし、わが政府としてはしらないことだ。 
問 2. 万一日本の前記援助説に関連して、請求権問題及び平和ライン問題等にどんな関連性が

あるのか 
答  既に何度も解明したように、韓国の対日請求権は法的にすでに確定した債務の清算要求

なので、日本が言ういわゆる「経済援助」とはまったく別個の性格を持つものだから、

経済援助とわが側の請求権を混同してはならない。したがってわれわれとしては先に日

本が前述した債務の弁済をした後に、また再び経済援助を提議して来るなら充分に検討

して決定する考えだ。 
    平和ライン問題に関しては、これが元来韓国の近接水域にある漁業資源を日本の乱獲

から保存すると同時に、わが国の水産業を保護育成しようという意図と、国防上の理由

等で国際先例に沿って設定されたものなので、これを守護する政府の立場に何ら変化は

ないし、これからも言ったように請求権とこの問題はまったく違う問題なので、関連性

のないものである。 
問 3. 最近の外信報道によると張暻根の亡命が許容されるかのように伝えられているが、わが

政府としては如何なる措置で張暻根の引渡しを要求するのか。 
答  張暻根は現在わが国で一般通商法規に違反して裁判が継続中の刑事被告であり、政府で

は駐日代表部を通じて何度も日本政府に対して同人の引渡しを強硬に要請している。 
問 4. 来年 2 月頃韓比通商協商調印と時を同じくして、韓日外相会談を推進しているというが

事実か。 
答  現在進行中の韓日会談の円滑で成功的な進行のために必要なら、日本外相との会談も考

慮するだろうが、必要余否及び時期等に関してはもう少し置いて研究してみなければな

らないだろう。 
 
P224         「在日僑胞中小企業基金育成策定の件」 



 114

  
 日本にいる在日僑胞の中小企業は、金融面において日本政府の差別政策によって沈滞と萎縮

の一路をくり返してきた。これら中小企業に対して産業資金の不足が最も大きな隘路だったし、

本国政府から積極的で果敢な産業資金融資政策が切実に要請された。 
 これに外務部は在日僑胞の中小企業が当面している隘路に対する打開策として、積極的な融

資政策を構想し関係部署と合意した結果、韓国銀行保有ドル 200 万ドルを在日僑胞の中小企業

運営資金と策定し、この資金を在日僑胞信用組合を通じて在日僑胞が経営する中小企業に融資

することに 12 月 16 日閣議で合意をみたので、これは在日僑胞の自活能力の培養と経済的地位

向上に大きな助けになるだろうと期待される。 
        長官記者会見発表文写本 
 
P225                  外務部政務局 
  発信            暗号電文           発信番号 : MT-12123 
                                   日時 : 12 月 20 日 11:30  
 受信人 : 駐日公使 
  発信人 : (外務部)長官    
東京発 19 日付 UPI 通信の報道によれば、池田日本首相は衆議院予算委員会席上である社会党

議員の質問に答えながら、｢日本政府は韓国に二つの政府があるという認識の下で韓日会談に臨

むだろう｣と発言したというが、同発言内容全文を早急に入手して打電してくれるよう願います。            
以上 

 
P226            大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-12105 
     東京                              日時 : 12 月 17 日 15:30  
       受信人 :  外務部長官 貴下 
 
今日 12 月 17 日 12:00 時から 13:40 まで本人と厳公使は日本内閣官房長官大平正芳及び総務

長官藤枝泉介を昼食に招待し、韓日会談に関する話をしたので、その内容を下のように報告い

たします。 
記 

1. 主にわが側が話をしたが、その要点は(1)韓国政府が韓日関係の改善を決心したのは事実なの

で、日本政府でもこれに呼応して協調してくれるによう願う。そのような意味から池田首相を

含み日本政府から、平和ライン問題のような困難な核心問題の解決を後回しにしてもよいとい

う態度を取ってくれたことを有難く思う。それは韓国国民の対日感情がまだ良くないのに、従

来この問題に関して日本政府が韓国政府に対して、平和ラインを譲歩せよと宣伝したのが過ち

だったからだ。譲歩という意味がわれわれに損害を負えというものなら、平和ライン問題の解

決はあり得ない。この問題の解決で日本も利益になると同時に、韓国側にも利益にならなけれ

ばならない。とにかくこの問題の解決には長い時間が必要で、その間に他の問題を解決し、両

国間の関係を好転させることで問題解決のための準備工作をしなければならない。(2) 日本側

は平和ライン問題と請求権問題を一緒に後回しにしようと言うが、われわれとしてはやはり平

和ライン問題だけを後回しにするのがよいと思う。韓日外交においては両国政府の位置が違う

と言うことを知らなければならない。日本は韓国に対して譲歩をしても政府が軟弱だという非

難を多少受けるだけで終わるのに反して、韓国政府は少しでも間違えれば重大な政治問題にな

り得る。したがって日本はアジアにおいての反共と自由守護のための大きな立場で、韓日関係
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改善に大局的な判断を下していただきたい。(3)韓国が自由国家の第一線で共産主義者と戦うの

は、同時に日本のために戦うことだ。この点を理解できず韓国問題に冷淡な人が日本政界に沢

山いることは大きな遺憾だ。 
2. 以上のような内容のわが側の話を聞いた大平及び藤枝は、韓国の立場が良くわかったと言い、

特に大平は今まで韓国問題を良く知らなかったが、これからもっと勉強すると言った。 
以上 

                 首席代表 
 
P228            大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-12120 
     東京                              日時 : 12 月 20 日 18:30  
       受信人 :  外務部長官 貴下 
  対 MT-12123 号 
  対号電文に関して下のように報告いたします。 
1. 現在開会中の日本の国会で、池田首相が韓国に対する質疑で答弁したケースは 12 月 12 日付

衆議院本会議及び 12 月 19 日付参議院予算分科委員会です。 
2. 12 日付衆議院本会議時にあった、質疑応答に関する発言内容は下の 3 項で送付する議事録の

通りですが、19 日付参議院予算分科委員会での質疑応答に関しては、まだ議事録が発行され

てなかったので追送いたしますが、まず当地新聞に報道された内容を下の 4 項に送付します。 
3. 12 月 12 日付衆議院本会議議事録(韓国に関する部分だけを抜粋) 
 質問 : 山本幸一(社会党) 日韓会談は韓国政府を、全朝鮮を代表する唯一な正統政府と認め

る立場で行われているのか? 
 答弁 : 池田首相 日韓国交の正常化は、私は、わが国民の望むものと考えているので、日韓

会談を始めているのです。それなら今の韓国は朝鮮全体との関係から見た時、どうな

のかという質問だが、これは、ご存知のように 1948 年の国際連合で、国際連合監視

下で行われ、新政府を正統的なものとみると一旦決定されたものです。したがってわ

れわれはこのような韓国政府を相手にしているが、事実問題としては、38 度線以北に

他の政府があることを頭に置いて交渉しているのです。 
4.12 月 19 日付参議院予算分科委員会での韓国に関する質疑応答内容 
 (12 月 19 日付日経新聞紹介) 
 質問 : 羽生(社会党) 朝鮮がふたつに分かれている現在、韓国と基本条約を結ぶのは、色々

問題があるのではないか。 
 答弁 : 池田首相 南北朝鮮が統一されていないという現状を頭に置いて、懸案解決を図りた

い。        以上 
              駐日公使 
 
P230            大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-12121 
     東京                              日時 : 12 月 20 日 18:30  
       受信人 :  外務部長官 貴下 
 
 今日 12 月 20 日に開催された参議院予算分科委員会での質疑応答中、韓日会談等わが国に関

する問題があったので、当地新聞に報道された質疑応答内容を下のように報告いたします。 
                 “記” 
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1. (韓日会談の展望はどうかという質問に対して)来年初めに本会談に入るようになれば、多く

の期待を持てるだろう。(小坂外相答弁) 
2. (独島問題も交渉中なのかという質問に対して) 独島問題も合理的理論に沿って解決される

だろうと期待している。(小坂外相答弁) 
3.(在韓国日本人財産に対する請求権はどうなったのかという質問に対して)米軍が処理して、韓 
国政府に引き継がせた。このような措置の効力を、日本は平和条約で認めている。このよう 
な事実は韓国が対日請求権を問題にする時に、当然考慮するだろうというのが米国側の見解 
だ。(伊関局長答弁) 

4. (北韓に行こうとして遭難した韓国の学生を韓国警備艇に引き渡した事件の内容を明らかに

せよという質問に対して) 12 日韓国の学生等 36 名を乗せた韓国漁船が遭難しているのを大

洋漁業の二個の漁船が救助した。海上保安庁の巡視船は二つの漁船の危険も考え、済州島周

辺で韓国側に引き渡した。(宇山参事官答弁) 
5. (前に密入国した張暻根前外務部長官の身柄を韓国側に引き渡せと要求しているが、どう処理

するという質問に対して)韓国とは犯罪人引渡し条約がないので、引き渡さなければならない

義務はない。裁判の結果を見た後に検討する。(小坂外相答弁) 
6.(柳泰夏大使は 4 月革命で解散した旧政府が、彼の滞日期日を延長してあげたのは、どういう

理由から認可したのかという質問に対して)残務及び身辺整理の意味と、大使という要職にい

たという理由であり、6 ヶ月間延長してあげた。その期限が今月 26 日だが、その後の措置は

関係当局と相談して決定する。 
“推移” 

1.2.3.4.項質問は同志会所属委員の質問で、その他は共産党所属議員の質問だった。 
               駐日公使 
 
P232            大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-12130 
     東京                              日時 : 12 月 22 日 15:30  
       受信人 :  外務部長官 貴下 
 
 今日 12 月 22 日午前 11 時から霞友会館で、本人と厳公使、日本側から澤田首席代表と宇山 
参事官が会合し、約 1 時間非公式会談を持ったので、その内容を次のように報告します。 
1. 会談進行方法に関して 
わが側 : 今日持とうとしたのは今から休会に入るので、今までの 
経過を回顧し、これから会談が再開した時にどう進行させるかに関して、意見を交換しよう 
とするものだ。万一 2 月、3 月になっても会談が何の具体的な結論を得られなければ、韓日 
関係を打開する道がなくなり、韓国の国内輿論も収拾できなくなる。したがって休会期間だ 
からといって、その間本当に休むのではなく両側が皆、会談再開後に迅速に進行できるよう 
に内部的準備をしなければならないだろう。 
日本側 : 同感だ。昨日小坂外相にもそういうことを言った。 

2. 請求権問題にかんして 
 日本側: 昨日の夜、請求権委員会非公式会談で話されたことだが、日本側は請求権の 8 個項

目の内、まず国民が納得できるものから事務的な折衝をして行く方針だ。そして事務的に到

底解決できないものがあれば、高級幹部の政治的解決で押すしかない。 
 わが側 : 請求権に関して事務的に折衝を始めるのは良いことだ。会談が再開されれば、すぐ

にそうすることにしよう。 
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日本側 : 経済援助に関しても冬の間に、具体的計画を作成する。事態発展如何にしたがって

は、4 月から始まる来年度会計年度でもお金を使うことになるので、予算に金額を編成する

考えだ。  
わが側 : 経済援助に関しては政府の指示を貰ってないので何も正式に言えないが、計画を立

てるのは良いことだと思う。ただわが政府は請求権問題を解決せずには経済協力を論議でき

ないという態度を取っているので、経済協力を言うことでわが側の請求権を無視するような

印象を与えてはならない。 
日本側 : よくわかった。 

3. 法的地位問題に関して 
 わが側 : 法的地位問題において、在日韓人の子孫に永住権を与えられない、という日本側の

態度は理解できない。そのような協定は、政府も国民も在日韓人も受け入れないものだ。日

本側が在日韓人という特殊な地位を持つ外国人を長久的に存続させられないという言葉は理

解できるが、人を対象にする協定だから、在日韓人の状態が長久に現状態で続くとは見られ

ないので、日本側の心配は公然とした理論上の心配に過ぎない。 
 日本側 : そうでなくても日本側でもアジア局では韓国側の立場が良くわかるので、現在の法

的地位委員会で主張することをそのまま信じはしない。韓国側も納得できる具体案を必ず作

成して、休会期間中でも代表部を通じて送るから、期待して欲しい。 
 わが側: そうしてくれるように願う。 
4. 池田首相発言問題 
 わが側 : 池田首相が北韓に政権があるというのを考慮しながら韓日会談をしていると言っ

た真意は何なのか。 
 日本側 : 池田首相は岸首相と違ってすべての問題において、できる限り野党の機嫌を損なわ

ないようにしようという態度を取っているのでそのような言葉になったのだが、韓国が朝鮮

半島において唯一の合法政府という UN の決議は、現政府は勿論そのまま支持している。 
 わが側 : それなら日本が北韓と政治的協商をする可能性は絶対にないと見てもよいのか。 
 日本側 : 絶対にない。 
 わが側 : 通商はどうか。 
 日本側 : 日本は貿易自由化政策を推進しているので、若干の民間貿易までないとは言えない。

しかし政府レベルで北韓との貿易問題を考慮することは絶対にないだろう。 
以上 

首席代表 
 
P235             大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-12132 
     東京                              日時 : 12 月 22 日 16:15  
          受信人 :  外務部長官 貴下 
  対 : MT-12123 号 
 連 : TM-12120 号  
  対号で指示された連号電文に関して、池田首相が 12 月 12 日付衆議院本会議で韓国問題に関

して答弁した内容を議事録から抜粋して報告したし、12 月 19 日付参議院予算分科委員会での

答弁内容は議事録がまだ出てなくて、新聞に報道された内容だけを送付し、議事録による報告

はまだしていませんでしたが、今日 12 月 22 日本件問題に関して日本外務省当局者に問い合わ

せたところ、同人は 19 日付予算分科委員会での首相答弁も、12 日付衆議院本会議時と同じ趣

旨のものと言ったので、まず報告いたします。 
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                首席代表 
 
P236            大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-12159 
     東京                              日時 : 12 月 27 日 18:40  
       受信人 :  外務部長官 貴下 
  対 MT-12123 号 連 : TM-12120 号  
  対号電文指示に沿って池田日本首相が 12 月 12 日付衆議院本会議で韓国に関する質問に答え

た内容を送付しましたし、12 月 19 日参議院予算分科委員会での答弁内容はまず新聞に報道さ

れたものを報告しましたが、19 日参議院予算分科委員会議事録が入手できたので、関係部分を

下のように抜粋、翻訳、報告いたします。 
- 記 - 

質問 : 羽生三七(社会党所属) 
次に日韓交渉に関してですが、これは当面の懸案を解決するために会議を進行させるのはよ 

いが、ご存知のように世界で緊張が高まっているとか、またはとても困難な問題を持っている

国は全部同一国内にふたつの勢力圏を持っている国です。これは例えを挙げる必要もなく、皆

が知っている事実です。したがって韓国との交渉においても、当面の懸案解決は良いとしても、 
それ以上に基本条約の締結まですねようになると、しはとても大きな問題を将来に残すと思う。 
ましてや東側の扉は絶対に開けられない。西側の扉は開ける必要のない扉まで開けようとして 
いる。とにかくバランスが全然取れていない。それに、必ず将来に問題を残す。また日本はひ 
とつ将来に新しい問題を持つことになります。だから、当面の問題を処理するのは良いが、基 
本条約の締結に関しては慎重を期するのが良いと思いますが、どう思われますか? 
答弁 : 池田首相 
 われわれとしても南北朝鮮が立派に統一することを望んでいます。しかし現実問題として 
は韓国が今のように日本と協議しようという気持ちを持っている時が、私は懸案を解決するた 
めの良い機会ではないかと考える。勿論朝鮮というものが南北統一されなかさったという事実 
は、頭の中に置いて交渉しているのです。懸案解決に私は一歩進むのが適当だと思っているの 
です。 
質問 : 羽生三七(社会党所属) 
いや、それは基本条約の問題になると違います。財産請求権の問題にしても、果たしてこれが 
韓国に関するものだけなのか。それを支払うことになったら南北朝鮮に及ぶようになるのか。 
そういう問題もあり、ましてや国際緊張が存在する現状態においては、私は当面の諸問題解決 
を今、政府がしているのには異論がありません。しかし南北朝鮮の将来の統一に障害になり、 
何か禍根を残す形態での基本条約を推進するのに関しては、慎重を期するようにということを 
くり返し申し上げたいのですが、私は当面の問題を離れて基本条約を締結されるのか。こうい 
うことです。 
答弁 : 池田首相 
 先ほど申し上げたように、38 度線以北の問題があるということは、頭に置いてしているので 
す。条約締結の段階に至って、そういうことを頭に入れて交渉し、また今後も考えて行くつも 
              駐日公使  
 
会談要領 
  

1960 年 11 月 4 日午後 12 時から 2 時半まで平野で本人と日本側澤田首席代表と昼食を共に
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しながら、今後の各各委員会運営に関して論議したものを次のように要約記録する。 
 (本会合にはわが側から陳弼植代表、日本側から伊関アジア局長が同席した。) 

記 
 
P238                                               1960 年 12 月 
               韓日会談に関する説明 
 
1. 序論 
  新共和国が樹立して以来、政府は対日関係正常化を当面主要外交施策のひとつに掲げ、そ

の間中止状態にあった韓日会談を新しく開催し、多年間にわたって解決が遅々として進まな

かった韓日両国間の諸懸案問題を合理的に妥結しようという態勢を備えて来た。こうして去

る 10 月 25 日から第 5 次韓日会談予備会談が開催され、12 月 21 日に一旦休会に入り、来年

1 月 25 日に再開することで暫定的に合意している。 
2. 今までの会談進行の概略 
  去る 10 月 25 日から始まった会談では、まず第一次及び第二次全体会議でこれからの会談

運営に関する基本方針に関して、次のように第 4 次会談のように合意を見て、 
 (1)下のような分科委員会別に討議を進行させる。 

(イ) 基本関係委員会      
(ロ) 在日韓人法的地位委員会 
(ハ) 韓国請求権委員会 
  ア、一般請求権小委員会 
  イ、船舶小委員会 
  ウ、文化財小財委員会    
(ニ) 漁業及び平和ライン委員会    

  (2) 希望使用用語、通訳、議事録作成、新聞発表等の問題においても、第 4 次会談と同じく 
する。同時に今次会談両側の代表名簿も交換されたが、両側代表団の首席代表及び各委員 
会の首席代表は次の通りだ。 

    (イ) 基本関係委員会 
     韓国側代表・・・未定 
     日本側代表・・・伊関佑二郎(外務省アジア局長) 
     (注) 基本関係委員会は他分科委員会の進展によって、後に開催することで両側で合

意しているので、韓国側代表はまだ選定してない。      
(ロ) 在日韓人法的地位委員会 

     韓国側代表・・・厳堯燮(駐日公使)、李天祥(弁護士) 
     日本側代表・・・高瀬侍郎(法務省入国管理局長)   

(ハ) 韓国請求権委員会 
    本委員会は 3 個小委員会に分割されているので、代表も小財委員会別に分かれてい

る。  
  ア、一般請求権小委員会 

韓国側代表・・・劉彰順(韓国銀行副総裁)、李相徳(韓国銀行副参事) 
  日本側代表・・・西原直廉(大蔵省理財局長)   

  イ、船舶小委員会 
韓国側代表・・・陳弼植(外務部参事官)、文哲淳(駐日代表部参事官) 
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  日本側代表・・・朝田静夫(運輸省海運局長) 
  ウ、文化財小財委員会 

    韓国側代表・・・厳堯燮(駐日公使)、文哲淳(駐日代表部参事官) 
    日本側代表・・・伊関佑二郎(外務省アジア局長) 
(ニ)平和ライン及び漁業委員会 

韓国側代表・・・金潤根(弁護士)、金垣鎮(西南水産株式会社代表取締役・・未出発) 

     日本側代表・・・高橋泰彦(農林省水産庁次長) 
  前記両次全体会議での合意に沿って、両側は去る 12 月 21 日に今年内の討議を結びになっ  
 た第 3 次全体会議を持つまで、各分科委員会別に大体毎週 1 回ずつ公式会合を持つ一方、随

時に非公式的な討議も互いに行った。 
  今までの会談進行を通して、日本の総選挙のせいで政治的な不確定期間があったので、各 
問題ごと急進的な進展はなかったと見られるが、色々な懸案問題の中で在日韓人法的地位委

員会においてだけは、今回の会談を通して前後 6 次の公式会議に数字の非公式会合を持つこ

とで、相互間の新しい提案も交換される等、実質的な問題の討議が多く展開され、相当な程

度に両側の立場が調整されたが、これは特記するべきだ。 
3. 各分科委員会別討議進展状況 
 (1) 基本関係委員会 
  本委員会は他の各分科委員会の進展に沿って会議を開催することで、両側間の合意ができ

ているので、まだ 1 次の会議もなかった。  
 (2) 在日韓人法的地位委員会 
  前述したように本委員会は 6 次にわたる公式会議を持ったが、その間色々な問題(例えば在

日韓人の永住権、退去強制、職業権、財産権及び財産搬出問題等)に関して、実質的な討議

が多く展開されることで相当な進展があった。  
  (イ) 永住権問題 

ア、永住権を付与する対象者の範囲  
   日本側は永住権を付与する対象者の範囲を提案し、 
  (1)太平洋戦争終戦当時から続けて日本に居住した韓人及びサンフランシスコ平和条

約発効以前に日本で出生し、続けて居住したその子孫に対しては永住権を与える。 
(2)サンフランシスコ平和条約発効以後に出生したその子孫に対しては、次のように

措置する。 
 イ)成年になる前には家族と同居できるように人道的な措置をする。 
 ロ)成年になったら永住許可申請を貰い、好意的にこれを許可するように特別に考

慮する。 
と主張したのに対して、韓国側はサンフランシスコ平和条約発効前後、成年余否にし 
ばられることなく、戦前から日本に続けて居住する韓国人及びその子孫は当然、全部 
永住権が付与されなくてはならず、サンフランシスコ平和条約発効日時のようなもの 
が在日韓人の永住権を付与余否に関する基準点になる理由が無いと主張した。 

イ、永住権許可の方法 
日本側は一般外国人は日本国入国管理令第 24 条に規定された退去強制事由に該当

する者は退去強制されるが、在日韓人に対しては該当事由を減らす用意があると言っ

たの対して、韓国側はが在日韓人の特殊な地位ないし事情を持っているので、退去強

制があり得ないと主張している。 
  (ロ)処遇問題 
     韓国側は在日韓人に対する内国民待遇の付与を要求し、教育及び経済的分野等にお
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いて、日本人と同等な機会が与えられなければならないと主張しており、日本側はこ

れに対して該当部間の合意調整後、自分側の提案を提出するとしている。 
 (ハ) 在日韓人の本国帰還時の財産搬出問題 
   韓国側が帰還者の財産搬出及び送金に対して、如何なる制限も加えてはならないと

主張したのに対して、日本側は課税、搬出財産の量、または送金額の限定等で制限を

加えようとしている。 
 以上が今まで討議されたものの大略であるがわが側はこの問題に関して、在日韓人が本 
人が望めば日本に安住できるよう、最大限の法的及びその他保障を確保してくれる方向で 
解決しようとしている。 

 (3)韓国請求権委員会    
   本委員会は韓国の日本に対する各種確定債権、船舶、文化財等の請求問題を扱うために

設置されたもので、請求権の性質によって船舶及び文化財を除くその他請求権を総合的に

取扱う一般請求権小委員会、船舶を取扱う船舶小委員会、文化財を取扱う文化財小委員会

の三個の小委員会に区分して討議されている。 
   韓国の対日請求権は法的またはその他根拠により、当然韓国に帰属するべき財産または

権利の返還または清算を要求しているのであり、各種財産の返還余否がわが国の利害関係

に至大なものなのでわが側が重点を置いている反面、日本側は会談開始以来始終消極的な

態度を取って来てはいるが、今次会談においては過去 4 次にわたった会談では討議されな

かった問題に対して、具体的な意見交換があったことは良い成果だと言うことができる。

ここで各小委員会別に討議進展事項を詳しくみると次の通りだ。 
  (イ) 一般請求権小委員会 
    本小委員会は今回 3 度の公式会合を持ったが、わが側が開会劈頭から既に第 1 次会談

で提出したことがある 8 個項目の請求内訳、つまり 
    ア、.朝鮮銀行を通して日本に搬出して行った地金と地銀を返還すること。 
    イ、一九四五年八月九日現在日本政府の対朝鮮総督府債務を弁済すること。 
    ウ、一九四五年八月九日以後韓国から移替または送金された金員を返還すること。 
   エ、一九四五年八月九日現在韓国に本社または主事務所がある法人の在日財産を返還

すること。 
   オ、韓国法人または韓国自然人の日本国または日本国民に対する日本国債、公債、日

本銀行券、被徴用韓人の未収金その他請求権を弁済すること。 
   カ、韓国法人または韓国自自然人所有の日本法人の株、またはその他証券を法的に認

定すること。 
    キ、前記諸財産または請求権から生じた過失の返還を支払うこと。 
    ク、前記返還及び決裁は協定成立後即時開始し、遅くても六個月以内に終了すること。  
    を再び説明し、日本側の答弁と具体的な討議に入ることを要求したのに対して、日本

側は初めは前次会談と同じく何ら特別な反応を見せず、わが側の態度だけを観察する

模様で会談に臨んだが、その後わが側が前記諸項目に関する請求内容をより具体的に

説明し、これに対する日本の反応を要求したところ、日本側は数個の点に関してその

見解を表明し、今後具体的な討議を行うことで合意をみた。 
  (ロ) 船舶小委員会 
     本小委員会は今回 4 度の公式会議を開催したが、第 4 次韓日会談までは主に船舶返

還に関する法理論の討議だけがくり返され問題解決のための進展がみられなかったが、

今回の会談では初めから法理論をまずさて置いて返還されるべき船舶の名簿の確認に

入った。 
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      韓国側が既に第 1 次及び第 4 次会談で韓国側が提出したことがある一九四五年八

月九日現在韓国置籍船舶(の三 A)112 隻(内 4 隻は重複しているので実際は 108 隻)
に対する日本側の調査結果の提示と、日本側が持っている資料による韓国置籍船舶

の追加名簿提出を要求したのに対して、日本側は同 112 隻の調査結果を提示した。

結局今次会談においても、まだ議題 A に該当する韓国置籍船舶に関する討議だけ展

開されたが、今後同韓国置籍船舶(496 隻)の返還問題が終了し次第、一九四五年八月

九日現在韓国水域内に存在した船舶(47 隻)等に関して討議が進展されるだろう。 
    (ハ) 文化財小委員会  
      本小委員会は現在まで 1 度だけの公式会合を持ったが、会談劈頭わが側は過去

1905 年から 1945 年までの期間中、日本が韓国から不法または不当な方法で持って

行った国宝等文化財(約 30,000 点)の当然返還を再度要求したのに対して、日本側は

無条件返還に応じられないが、日本国政府管理中の文化財の一部を寄贈形式で返し

てあげる意思があることを暗示した。日本側は既に 106 点の古墳出土品を返還した

ことがある。 
(4)平和ライン及び漁業委員会  

     本委員会は今次会談で今まで 2 回の公式会合を持ったが、本委員会で扱っている平和 
ライン及び漁業問題は、日本側が最も解決を急いでいる問題になっている。過去本問 
題に関してわが側と日本側間で色々な提案が交換されたこともあったが、両側の見解 
にかけ離れた差異があったので、本問題が解決をみられなかったのである。 
 わが側は平和ラインが平和ライン水域内にある漁業資源を日本の乱獲から保存し、 
同時にわが国の水産業の発展を図り、また国防上の理由等から設定したものであり、

またこのような国際的な先例も充分にあるので、日本側がこのようなわが側の国家 
的利益が確保できる提案をして来ることを期待するものであり、今までも日本側の誠 
意ある提案を要求して来たのである。今次会談において日本側は以上のようなわれわ 
れの立場と要望を無視した内容の提案を行って来たので、わが側は同提案は考慮の対 
象にならないという立場を闡明し、誠意あるまた考慮の余地がある提案をしてくれる 
ことを要求して来たのである。 
 

P250   2-2.   1961 年度 
 

P251            大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-0148 
                                    日時 : 61 年 1 月 14 日 12:10  
       受信人 :  外務部長官 貴下   
          
今日 1 月 14 日付当地の朝日新聞及びジャパンタイムズの報道によると、総評、日朝協会、

日中友好協会等 21 個団体代表約 50 名が作 13 日会合を持って「日韓会談対策連絡会議」を構

成し、韓日会談に反対する「韓日会談に反対中央大会」を来る 2 日に開催することにしたが、

これに関するジャパンタイムズの記事を下に報告するものです。 
               記 
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P252              大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-0154 
                                          日時 : 1 月 14 日 18:45  
       受信人 :  外務部長官 貴下   
          

今日 14 日日本外務省から受け取った今度の○○に関する○○○○の内容を下のように送付 
いたします。 

 
 駐日公使 
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P255                          内治政 第 697 号 
                         1961 年 1 月 19 日 
外務部政務局長 貴下 
                         内務部治安局長 
   

韓日会談反対のための日本共同闘争団体動向の件 
 

首題の件、韓日会談反対のために構成された共同闘争団体(日本共産党、社会党、日朝協会、

日本平和委員会、A.A 団結委員会、日中友好協会、日本労働組合、総評等 21 個政党団体)では、

最近闘争行動綱領を次のように決定したというので、参考に通報(報告)いたします。 
記 

1, 韓日会談暴露のための宣伝闘争 
2, 韓日会談反対署名運動の共同展開 
3, 2 月初め韓日会談中止を要求する大規模な群衆大会を進行すること 
4,2 月 20 日頃地方団体等は東京に集まって、韓日会談中止を実現させられる大規模なデモと国

会陳情を展開すること。 
 
P256             大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-1100 
      東京                          日時 : 1 月 24 日 14:55  
       受信人 :  外務部長官 貴下  
        連 : TM-0148 号 
 当地で発刊される朝総連機関紙『朝鮮新報』(1 月 19 日付)の報道によると、社会党、日朝協

会、総評等が中心になっている「韓日会談対策連絡会議」(連号電文参照)では、次のような方

法で韓日会談反対運動を展開するというので、これを報告いたします。 
1.2 月 3、4 日頃に韓日会談の中止を要求する全国的な行動を展開する。     
2. 2 月 20 日頃には地方の代表を東京に終結させ、韓日会談反対中央大会を開催し、国会に対し

て請願する。 
3. 総評の春季労働闘争と共同行動を取って、韓日会談反対運動を展開する 

以上     
駐日公使 
 

P257                        大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-1107 
      東京                          日時 : 1 月 25 日 14:35  
       受信人 :  外務部長官 貴下  
        
 件名 : 韓日会談に対する朝総連動向に関する件 
 頭の件、1 月 25 日付当地朝日新聞は、いわゆる朝総連中央委員会で韓日会談に反対する署名

書を発表したとして次のように報道したので、これを報告いたします。 
記 

 朝総連中央常任委員会は 25 日午前 11 時から開かれる第 5 次日韓予備会談に反対し、24 日

日本政府に会談即時中止を要求し、南朝鮮に対する経済進出に反対する声明をした。同声明は

朝鮮人民間に南北平和的統一の機運が高まっている時、全朝鮮を代表しない張勉政権と財産請
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求権等、全朝鮮人民の利益に関する協商をするのは無効であり、南北の統一を妨害するものだ。

また現在の情勢で、日本の独占資本を南朝鮮に導入することは、朝鮮の民族経済を破滅させる 
ものだと言った。    

駐日公使 
 
 
P258           大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-001124 
                                     日時 : 1 月 26 日 17:55  
       受信人 :  外務部長官 貴下   
 今日 1 月 26 日午後 3 時から約 2 時間にわたって、韓国は本人と休会期間中日本側と接触した

厳公使、日本側は澤田首席代表と伊関アジア局長が霞友会館で、今後の会談進行方法等に関し

て非公式会合を持ちましたが、細かい内容は明日午後交信時間に報告することを先に報告いた

します。           首席代表 
 
P259            大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-001132 
                                     日時 : 1 月 27 日 17:00  
       受信人 :  外務部長官 貴下   
連 TM-01124 号、連号電文で報告いたしました昨 1 月 26 日午後の非公式会談の内容を下の

ように報告いたします。 
わが側 : 厳公使は代表団から手を引くことになったが、休会期間中日本側と接触して来た方な

ので今日一緒に来た。これからも必要な時には厳公使を帯同するだろう。厳公使は代表

部の公使として常に日本側と接触する機会が多い人なので、厳公使が代表団と日本政府

の間の連絡をすることもあるだろう。会談期間中、韓国国内で政府の対日政策に対する

野党側の非難が起こったし、また民間でもそのような動きが見えわれわれも気を揉んだ

が、日本側も心配だっただろうと思う。しかし韓国国内の対日政策に対する非難は、気

をつけて読んでみると韓日会談に対する根本的な反対論ではなく、日本に対する警戒論、

または慎重論だ。韓日関係を打開しなければならないと見る点においては、与野のほと

んど大部分が一致している。しかし韓日会談に対する根本的反対がまったくない訳では

なく、またそのような動きが大きくなる可能性もある点なので、これから双方がもっと

慎重に、また迅速に会談を進行させ、早急な日時内に予備会談を終わらせ、本会談を始

められるようになることを希望する。 
日本側 : 韓国内の対日感情が悪くなり、それに経済使節団の訪問が取り消された時にはとても

心配した。事実日本政府部内では韓日会談成功に対する疑問が深まって、誠意を持って

臨んでも使いものにならないという警戒論が強まった。休会中に用意しようとした法的

地位に関する提案と漁業問題に関する提案等が実現できなかったのもそのせいだ。しか

し今韓国側の話を聞いて安心した。すぐに政府部内関係者に真相を話して、会談を皆促

進させるよう努力する。 
わが側 : 両国間の関係を調整するのにおいて、慎重を要するというのは経済視察団訪韓計画が

良い例だ。  
日本側 :その視察団に対しては日本外務省でも DISCOURAGE させたのに残念になった。法的

地位問題に関して厳公使が持って行った案に対して、韓国側はどのような提案をするの

か。 
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わが側 : その案を見て失望した。 
日本側 : 勿論日本側の最終案ではないので、韓国側から代案を出して欲しい。 
わが側 : 対策を検討中である。 
日本側 : 請求権問題において具体的討議に入るが、日本側も率直に意見を表明するので、韓国

側に不快に聞こえるかも知れないが、いちいち感情的に対さないよう願う。韓国側でも

COLOMBO PLAN に入れば、今回月までに若干の援助が行くだろう。その金額は 2、3
百万円程度になる。そして援助内容は技術訓練に関するものだ。 

わが側 : 請求権問題の討議に関して感情的に対さないようにしようという言葉には同感だ。し

かし久保田発言のようなものは二度と出ないようにして欲しい。請求権問題に関して経

済援助問題を引き出したが、経済協力に関しては第一には、それが請求権と対置しては

ならないということを再び強調するものである。第二には経済協力問題は国交正常化後

に初めて実施できるというのが、わが政府の態度だ。しかし今から経済協力に関する準

備がなくてはいけないので、わが政府としては経済建設を推進しているものと思う。 
日本側 :経済計画に関して韓国側の言うことに全面的に同感だ。先ほど日本側の言葉が請求権

と経済協力を対置するような印象を与えたなら、それは表現が拙くてそうなったものだ。

平和ライン問題に対する韓国側の態度は何なのか。 
わが側 : 平和ライン問題に関しては日本側から両国共同の利益になれる提案があることを期

待している。ただその日本の提案内容が、新聞に断片的に報道されたようなものならば、

やはり経済協力に属す問題なので、今すぐ討議できるようになるかは疑問だ。 
日本側 :その間、日本側で準備していた案は、事実新聞に報道されていたような技術協調等に

関するものだ。合弁会社のようなものも論議された。 
わが側 : 漁業協定の目的は水産資源保護が第一なので、資源に関する考慮なしに魚を捕る合弁

会社問題を討議するのは話しにならない。平和ライン問題に関しては前にも言ったよう

に、韓国側はこれを変更するようなことは言えない。だからこの問題はやはり国交正常

化後に解決することにして、韓国国民の対日不信感情を緩和させるために、その他の問

題を先に解決して進まなければならないだろう。 
日本側 : 日本側も平和ライン問題解決には重大な関心を持っているので、無条件これを後回し

にするのは不可能だ。少なくても問題解決の GUIDING PRINCIPLE はの合意を見なけ

ればならない。 
わが側 : GUIDING PRINCIPLE はの合意を見なければならない。先ほど言及した水産資源保

護のための調査のようなことでも共同でしなければならないだろう。それは考えて見る

べき問題だ。 
日本側 : 水産資源共同調査をすると言っても、調査をする間若干でも日本漁船が線の中に入る

ことを認めなければならない。 
わが側 :それは駄目だ。日本漁船は日本政府の命令も聞かないで魚を乱獲するというではない

か。 
日本側 :日本政府としては現状通りには平和ライン内に入ることに対して、これを禁止する法

的措置を取れない。何か協定ができればその協定を遵守するために、政府は協定を違反

する漁船に対して強制手段を取れるのである。 
わが側 :この問題に対して、日本側が自発的に平和ライン内に入らなくすることが最上の解決

策だ。とにかく平和ライン問題に関する討議は、予備会談が終わった頃になってもでき

るだろうと思う。今からこの問題を論議したら、他の問題の解決に支障を起こすだろう。

今日はこんな問題が討議された事実も極秘にしておくように願う。 
日本側 :そうする。韓国側の立場はよくわかる。 
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わが側 : 文化財問題の討議に関しては、韓国側では専門家が来ている。それにもかかわらず日

本側で文部省、文化財保護委員会の代表が委員になっていないのは遺憾だ。この問題も

具体的に詰めなければならない段階に入ったので、日本側からも専門家を出してくれ。 
日本側 : 日本側代表団に専門家がいないのは韓国側が指摘するとおりだ。しかし今まで関係専

門家たちは会談に出席するのを拒否し、日本外務省の連絡にだけ応じて来たからだ。日

本側としては韓日文化財協定のようなものを締結して、その時に文化財を贈与または引

き渡すことを考慮して来た。したがってこの問題においても、何段階かに分けて会談を

進行させなければならないだろう。 
わが側 : 文化協定問題は経済協力問題と同じで、国交が開かれる時にでも論議される問題なの

で、そういう方式では文化財返還が解決できない。 
日本側 :漸進的に韓国側が希望するように専門家を出して討議するように努力する。 
わが側 : 船舶問題に関しては日本側からも韓国置籍船に関して、該当する船がもっとある意を

示唆して来たが、躊躇しないでその船名を必ず追加してくれるように望む。 
日本側 : 船舶問題は余りに大きくて朝田主事が続けて出るのが難しい。したがってそのような

問題は課長級人物で一定 WORKING GROUP を作って討議するようにしたらよい。そ

の他の分科委員会においても小さな問題は、WORKING GROUP を組織させて討議した

らよい。 
わが側 : WORKING GROUP は各分科委員会で認められる時には、両側の合意下で組織すれ

ばよいと思う。事実法的地位問題は原則に合意を見たらすぐに WORKING GROUP を

組織しなければならないだろう。 
以上 
備考 : 来週月曜日(1 月 30 日)から各分科委員会の正式会議を一度ずつ開くことにして、その会 
議で非公式会談または次の会議の日時を決定することで合意し、具体的なことはわが側から参 
事官、日本側から宇山参事官が相談して定めることにした。 

韓日会談首席代表 
 

P264               大韓民国外務部 
  発信電報                           番号 : MT-01164 
                                       日時 : 28 日 13:50  

受信人 : 韓日会談首席代表 貴下 
(対 TM-001132)  
1 月 26 日非公式会談に関する報告はきちんと受け取ったし、これからも代表団一同の多く

の活躍があることを期待するものです。 
(外務部)長官 
 

P265                  大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-01134 
     東京                            日時 : 1 月 28 日 12:00  
       受信人 :  外務部長官 貴下  
  
 連 : TM-01130,連号電文で報告さしあげた韓日会談に関する 1 月 27 日付読売新聞記事に

関して、本人は伊関アジア局長にその真否を問い合わせたところ、伊関局長は次期自民党外

交調査会で韓日会談に関する報告をしたことがあるが、問題の新聞記事には誤って伝えられ

ていると、次のように説明したので報告いたします。  
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1.法的地位に関して在日韓人の子孫問題は｢帰化｣で解決できると話したことはなく、将来に

は帰化する可能性があると言ったそうです。 
2. 韓国側が 6 億ドルを請求しているうんぬんは、過去韓国の新聞等に 6、7 億と報道された

ことがあると言及したことが誤って伝えられたようだ。 
3. 船舶問題に関しては韓国側が置籍船で 2 万余トンの船舶名簿を以前に提出した事実があ

ったことを話したのが、誤って伝えられたようだ。 以上   
駐日公使 
 

P266 電文要旨        
日本読売新聞記事に関して、伊関アジア局長に問い合わせたところ、次の如く解明した。 
1.在日韓人の子孫問題は帰化で解決できると言ったことはなく、将来には帰化する可能性が

あると言った。 
2. 6 億ドルを請求している云々は、韓国新聞等に 6、7 億と報道されたことがあると言及した

ことが誤って伝えられたものである。 
3. 船舶問題は韓国側で 2 万余トンの船舶名簿を提出した事実があったことを話したのが、誤

って伝えられたものである。 以上 
 

P268              大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-01154 
     東京                            日時 : 1 月 31 日 15:00  
       受信人 :  外務部長官 貴下  
 
日本第 38 回通常国会は 1 月 28 日再開され、30 日には衆参両院で政府側施政演説があった 

後、衆議院で社会党議員による代表質問がありましたが、わが国に関する質問及び答弁の内容

を新聞報道に基いて下のように報告いたします。 
記 

質問・・韓国側と交渉し韓国だけを認めるということは、朝鮮の政府が韓国だけという錯覚を

起こさせ、南北の分裂を固定化させる怖れがあると考えられないか? また南北の平和

的統一を促進できるよう、進んで斡旋する意思はないのか? 
答弁・・(池田首相) 
    韓国は 1948 年 10 月正統政府と国連会議で認められた。韓国との国交正常化は当然し

なければならないことだ。 
    ただ朝鮮が南北に分裂している事実は充分に頭に置いて交渉する。 

駐日公使 
 
P269             大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-0203 
     東京                            日時 : 2 月 1 日 14:30  
       受信人 :  外務部長官 貴下  
 

1 月 30 日にあった政府側施政演説に対する参議院委員会での代表質問は 31 日開かれたが、 
この席で社会党議員は再びわが国に関する質問をしたので、これに関する質問応答の内容を、

新聞に報道されたものに基いて下のように報告いたします。 
記 
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質問 : 日韓交渉を進行させるのは朝鮮民族の分裂を固定化させる結果になる。むしろ南北朝鮮

との貿易協定を締結するようにしなければならないのではないか? 
     政府は「NEATO」を結成する意図を持っているのか? 
    政府は軍事費の増大、韓国に対する借款、対米債務の返還等を計画しているが、その

内容を明白にせよ。  
答弁 :  (池田首相)韓国との関係は昔から密接なものだったので、国交の正常化を考えている。

対韓国借款は考えていない。 
    「SEATO」に参加する意図はない。(NEATO を結成する考えがあるかを間違って見

ているのではないかは揶揄性が起きる) 
                   駐日公使 
 
P270           大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-0212 
     東京                            日時 : 2 月 3 日 10:55  
       受信人 :  外務部長官 貴下   

 
昨 2 月 2 日日本側の要請によって午後 7 時から、霞友会館で澤田首席代表と約 1 時間半の間

非公式会合を持ったので、その内容を下のように報告いたします。 
澤田 : 代表団の間では対韓慎重論が出た。韓国側は折角進展した問題を後退させ、日本側の案

に対して対案も出さないでおいて、しきりに日本側だけ見て他の案を出せと強要するので、

韓国側が真心から会談をする考えを持っているのか疑問だ。 
本人 : 今日まで各分科委員会を一度ずつ終えてから、土曜日の朝頃その結果を検討し、将来の

方針を相談するために貴下と会う予定だったのだが、各分科委員会ごと挨拶だけして別れ

た現段階において、韓国側が後退した云々は理解できない言葉だ。 
澤田 : 例えば法的地位委員会のようなものは? 
本人 :そんな問題ではないか私も見当がついた。去る年末法的地位委員会で厳公使が日本側の

提案に対して一々反論しなかったのは事実だ。そして受諾もしなかった。日本側はそれを

持って、われわれが既に受諾したものと錯覚したようだ。永住権と強制退去問題に関して

われわれは今回始めてわれわれの意思を表示したのに、何が後退なのか? それも 1 月 10
日の日本側非公式提案に対するコメントに過ぎないもので、わが側が積極的な提案をした

のではなく、またそのコメントも前回(1 月 26 日) 非公式会談で宇山参事官が要請したから

させたものだ。日本側をしきりに提案をしろと強要すると言ったが、法的地位に関する問

題(国籍、永住権、強制退去、処遇、帰還者)の内、日本側は今まで永住権と強制退去に関

してだけ意見を表示したので、残りの問題に関しても全部意見を言ってくれることを要請

したのである。日本側の意見提示があれば、わが側も勿論全問題に関するわが側の態度を

明きらかにする。そして国籍の問題を抜くことで合意したと貴側が主張するというが、そ

んな合意をしたことはないではないか。平賀代表が外国旅行中だから後回しにしようと言

って、後に回してのだはないか。 
澤田 :ともかく韓国側が強くて、日本側に慎重論が出たので、私は前回兪代表が説明した韓国

の政治情勢の話をしたが、日本側にもやはり慎重論が強い。船田氏も心配している。 
本人 :今日の KP 通信を見たか。民議院外務委で対日政策に関する決議がされたが、韓日会談

に関しては全面的に賛成となっている。 
澤田 :まだ見てない。(丁度外務省から電話があり、出て行ってから入って来て)今丁度外務省か

ら貴下が言った KP 通信の内容報告を受けた。どっちにしろそれならまだお互いに話をす
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る余地が残っているのだから、もっと良く話してみよう。 
本人 :そうしよう。     以上 
 
P272           大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-0214 
                                   日時 : 2 月 3 日 11:45  
       受信人 :  外務部長官 貴下   

 
2 月 1 日午後 6 時から日本自民党衆議院議員船田中「現在衆議院予算委員長であり KOREAN 

LOBBY の一人である」氏と約 2 時間の間韓日問題に対して意見を交換したので、その内容を

下のように報告いたします。 
1.本人は韓国においての対日政策に対する輿論と野党の批判は、韓日会談に対する根本的な反

対論ではなく対日慎重論であることを言い、日本経済使節団の訪韓中止もこのような例に属

すものであることを指摘した。しかし諸般の事情から推して韓日関係は早急に解決されなけ

ればならないのに、日本側でかえって後退した感があると言った。 
2.これに対して船田氏は日本側が後退したのではないが、池田内閣は現在その日その日の問題

に追われて、韓日問題に関する認識が希薄なのは事実だと言った。また船田氏は岸前首相は

韓日問題の打開に対して熱誠を持つ人であることを言い、現在日本社会党、共産党が韓日会

談に反対していると指摘した。 
3.従来日本側が主張して来た経済協力と区別して、今回請求権の討議に日本側が応じるようだ

が、日本側が主張する経済協力の範囲を知りたいと本人が言ったのに対して、船田氏はこれ

に関する情報を得たら知らせると言った。 以上 
       首席代表 
 
P274             大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-0229 
     東京                            日時 : 2 月 5 日 18:00  
       受信人 :  外務部長官 貴下  
  
1. 当地 2 月 5 日付各新聞朝刊は日本政府内に韓日会談に対する悲観論が台頭して、会談が中断

する怖れもあるという見解まであると一斉に報道し、別途電文でこれに関する JAPAN 
TIMES 記事を送付しますが、他の新聞記事もこれと大同小異である。 

2.去る 2 月 1 日にあった本人と船田中氏との面談、2 月 2 日にあった非公式会議及び法的地位

委員会非公式会議に関する報告(TM-0214 及び TM-0226)で既に報告したように、日本側は強

硬な態度を取っているが、今日急に上記したように日本側の強硬な態度が新聞に報道された。

日本側が強硬な態度を取った理由には(1)入江丸事件(2) 日本経済使節団の訪韓計画中止(3)
本国訪問時の厳公使の発言が本国で問題になり、その後代表団から解任された事実(4) 韓日

会談に関する民議院決議等があることと考えられる。またこのような一連の理由で政府及び

与党内にいる強硬論者の態度が硬化し、よって政府の態度がもっと強硬になったと考えられ

る。 
3.日本が今強硬な態度を取っていることが、韓日会談を有利に進行させるための戦術的なもの

なのか、もしくは他の目的を持つものかはまだ判断するのが困難である。 
首席代表 
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P275          大韓民国外務部 
  着信電報       種別 通常               番号 : TM-0230 
     東京                            日時 : 2 月 5 日 18:00  
       受信人 :  外務部長官 貴下  
  

2 月 5 日付各新聞朝刊は韓日会談に関する日本側態度を報道する記事を掲載しているので、 
下に JAPAN TIMES 記事送付します。 
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P278           大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-0232 
    東京                             日時 : 2 月 6 日 12:15  
       受信人 :  外務部長官 貴下  
 
1. 日本側が急に韓日会談に関する彼らの強硬な態度を、新聞にぶちまけた理由と考えられる幾

つかの点に関しては TM-0229 号で報告しましたが、昨 2 月 5 日わが国水産業者呉ジンホ氏

は日本水産会副部長伊藤に会ったが、伊藤は「今回外務省の平和ライン問題の解決を後回し

にしようという韓国側の主張によるもののようなので、水産会は外務省に圧力を加え、平和

ライン問題の解決なしには韓日会談をする必要がないと主張した。今度の機会に平和ライン

問題を解決しなければ平和ラインは今後永久に固まるだろう」と言ったそうなので報告いた

します。 
2.本人は今回のことに関してもう少し情勢の発展を待っています。 
                首席代表 

 
P279           大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-0238 
                                   日時 : 2 月 6 日 16:05  
       受信人 :  外務部長官 貴下   
  1 月 15 日付当地の各新聞朝刊は、張国務総理が 1 月 14 日付民議院本会議で平和ライン問題

に関連して、「平和ラインを守るという既定方針には変わりがない。しかし平和ライン内で日本

漁船が漁労するのは一切駄目だという単純な主張をするのは、国際法上の公海の問題もあり多

少困難だ」(以上 1 月 15 日付朝日新聞馬崎特派員記事)という発言をしたというソウル特派員の

記事を報道したことがあるが、日本側では平和ライン問題に関連して同記事に言及しながら、

韓国側代表団は張国務総理の見解より強硬だと一部で考えているようだが、前記国務総理発言

の正確な内容を参考に知ろうと思うので、1 月 14 日付民議院本会議議事速記録 3 部を早急に送

付していただき願います。 
首席代表 

 
P280           大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-0248 
                                   日時 : 2 月 7 日 17:35  
       受信人 :  外務部長官 貴下   
 
 当代表部が入手した未確認情報によれば、朝青(総?)連は明日 8 日午後 6 時東京市(都?)内で

韓日会談反対のための集会を開催するようで、続いて外務省、当代表部等に会談反対デモをす

るだろうというので報告いたします。 以上  
                  駐日公使     

 
P281           大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-0249 
                                   日時 : 2 月 7 日 18:45  

受信人 :  外務部長官 貴下   
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2 月 7 日午後 3 時から霞友会館で、本人、李天祥代表、文哲淳代表、日本側から澤田首席代 
表、伊関代表、宇山代表が会合し、約 1 時間半の間非公式会談を持ったので、その内容を次の

ように報告します。 
わが側 : 昨日の朝刊から始まった日本側の新聞攻勢は何を意味するのか。 
日本側 : 会談特に平和ライン問題において進展がないので、新聞では以前からそんな記事が出  
  る気勢だったが、丁度小坂外相が国会答弁で会談の前途を楽観できないと言ったので、そ

れを機会にはじけ出たものだ。 
わが側 : 新聞攻勢の意味を私はわからない。その間韓国国内で色々問題があったので、日本側

でひょっとして韓国側の態度が後退したのではないかと疑っているというので、私は東京

に来ると即時に澤田、伊関両代表に会い、その真相を伝えたことがある。即ち韓日会談を

進行させるにおいては与党野党を問わず、皆賛成だということを言ったのである。そして

わが側が日本側にだけ案を出せと要求していると言うが、法的地位問題に関して見ても日

本側は今まで永住権と退去強制、ふたつの問題に関してだけ意見を言っただけなので、残

りの問題全部に関して意見を言って欲しいと言ったものである。日本側から意見が皆出た

ら、わが側からも意見を提出するだろう。1 月 10 日付日本側提案に関してわれわれが不

満だというのは、その時既に私が言ったことがあるが、それを法的地位委員会で公的にコ

メントしたのは、事実は宇山代表の要請によるものだ。韓国側の態度が硬化したのでも後

退したのでもない。 
日本側 :韓国国内情勢に関しては前回李代表の話を聞いて、すぐ日本側代表たちに伝えた。し 

かし韓国国会の強硬な決議があったので、問題がそうなったのだ。 
わが側 : 韓国国会の決議は韓国国内の国民感情をそのまま表したものだ。しかしそれは日本に 

向かって発表されたのではなく、韓国国内に局限された話だ。わが政府はその決議を尊重

するだろうが、だからとその決議がただちにわが政府の対日政策になったのではない。 
日本側 : 平和ライン問題に関してその決議通りにするならば、韓日会談をする必要はないでは

ないか。 
わが側 :だから平和ライン問題解決は時間がかかると、初めから私が言って来たのだ。 
  日本側主張通りに平和ライン問題を今即時に解決しなければならないなら、それこそ会談

は壊れるだろう。しかし平和ライン問題を全く検討しないとすれば日本側も困難だろうか

ら、問題解決の原則に関する合意程度は考慮できるだろうと、前回私が言ったのである。 
日本側 : 平和ライン問題に関しては原則的合意だけして、財産請求権問題に関しては今回結末

をつけようとしたら話にならない。少なくても請求権のある部分の解決は、平和ライン問

題の完全解決まで後回しにして、同時に解決しなければならないのだ。 
わが側 : 請求権問題に関して合意をみると言っても、その実行は後に回すようになるのだから、

結局平和ライン問題が解決した時に、請求権問題の実践もされるのではないか。 
日本側 :それはそうだが一方は原則だけ言って、もう一方は最終合意を見るというのは日本政

府としては困難だ。平和ライン問題に関して全く討議を拒否しているのだから、どうやっ

て請求権問題を討議すると言うのか。 
わが側 : 平和ライン問題に関して日本側のいう禁止区域、規制区域にような討議に応じれば、

それは現存する平和ラインを動かすことを言うので、その討議に応じられないのだ。しか

し財産請求権問題の討議は、討議に応じるとしても、お金を上げる上げないという態度決

定は後になるのだから、討議に応じられるのではないか。 
日本側 : 平和ライン問題も資源論のようなすれば、平和ラインを変更する問題を前提にしなく

ても良いのではないか。現在進行している日ソ漁業会議においても資源論を先にしている

から、この会談においても資源論をすれば良いのではないか。 
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わが側 :昨日漁業問題に関する非公式会談で既にそういう意味の意見交換をしたと聞いている。

しかしこの問題に関しては本国政府の訓令を受けなければならない。 
日本側 : 韓国側で本国政府の同意を得て、また日本側でも代表団会議を経た後には、平和ライ

ンに関しては資源論をして、請求権に関しては項目別討議をしても良いと思う。 
わが側 :ともかく予備会談を早く終わらせなければならない。3 月末までには全ての問題に関し

て事務的な検討を完了するようになることを望む。ところで法的地位問題はその時までに

協定草案を完成させなければならないので、すぐに次の委員会を開き討議を継続となけれ

ばならない。 
日本側 :よい。文化財問題に関しても、専門家間の会議をすぐするようにしよう。船舶問題に

関しては、事務的な検討がほとんど終わったと聞いている。 
わが側 : 法的地位問題に関して永住権の範囲問題は1月１０日付日本側案は受け入れられない

し、前に一度話したように一定な時期が過ぎた後、REVIEW するようにするのがやはり良

さそうだ。 
日本側 :良いようだ。退去強制問題に関しては色々な事由を列挙する必要はないが、少なくと

も一つ二つ認めなければならないと思う。 
わが側 :前から討議して来た暴力破壊問題に関しては考慮してみる。しかし退去強制は韓国語

も知らず、韓国に行ったこともない 2 世、3 世に対しては、いくら考えても認められない

ようだ。教育は機会均等にしてくれなければならないし、処遇も日本人と同等にしてくけ

なければならない。 
日本側 :生活補助金は上げることは上げるが、これはやはり永久に続けて上げるようにするこ

とはできない。だからこれも認定した時期が過ぎた後に REVIEW するとか、するように

したら良い。 
わが側 : 永住許可の手続きにおいて、韓国側の証明書を省略することを考慮中である。 
日本側 :よいようだ。 
わが側 :そうだ。日本側で永住該当者なのか、でないかに関して日本側資料だけでは疑問があ

るケースのような時に、韓国側の証明書を添付させるようにしたら良いだろう。 
日本側 : よいようだ。 
わが側 :日本新聞が取ったような不意の攻勢はこれから慎んで欲しい。 
日本側 : ? そう出たら韓国国内の韓日会談反対気運を刺激して、会談が困難に陥る危険がある。 
日本側 :互いに注意するようにしよう。 
                  以上 

韓日会談首席代表 
 

P285           大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-0250 
     東京                            日時 : 2 月 8 日 11:50  
       受信人 :  外務部長官 貴下   

 
昨 2 月 7 日午後 6 時に本人は米国大使館の○トリン、グレイスティン、ヒュースミン諸氏(わが

側から閔丙岐教授同席)を招待し、韓日問題に関して意見交換をしましたが、その中で次の事項

を参考に報告いたします。 
1.今回日本側のいわゆる IMPASSE(行き詰まり)説に対して米国側は事実と信じているようだ

ったので、そうではなく韓国国会の決議を最大限に利用して、漁業問題において韓国側に対

して圧力を加えようとしたものだと説明した。 



 142

2. 請求権問題に関して米国側はまだそれは不可能で、経済協力以外には道がないと言うので、

請求権に応じることを日本側が既に受諾したと言うと、彼らは日本は自分たちと話す時、韓

国側に対する時よりもっと強硬だと言いながら、日本側が請求権に応じても金額は幾らにも

ならないだろうと、また北韓まで関連する請求権は絶対に応じないだろうと言いました。 
             以上               韓日会談首席代表 
 
P286           大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-0285 
     東京                            日時 : 2 月 11 日 17:10  
       受信人 :  外務部長官 貴下   

 
昨 2 月 10 日午後 4 時半から約 1 時間半にわたって、前日本首相岸及び農林相根本と面談し

た席で本人は韓日会談の現況を話し、日本が大局的見地から請求権問題に関して英断を下すこ

とだけが韓日国交正常化へ進めて行くことであると説明したところ、これに対する岸前首相の

答の内、重要な点を摘記すると次の通りなので報告いたします。 
1.大韓民国が共産党と闘っているのは、結果的に日本のためにたたかってげるのと代りがない。 
 韓国に赤色政権が生じる場合を想像すれば、日本は何があっても大韓民国と正常的国交を結

び、これを助けなければならないだろう。 
2.日本が韓国を助けることを再侵略だと心配する人の心情はわかるが、現下の国際情勢から見

て侵略というのはあり得ない。侵略を考える日本人は一人もいない。 
3.請求権を請求権として解決しなければならないという韓国側の主張に異議がない。ただこの

問題は、第一に請求権のほとんどが北韓にも関連があるものなので日本社会党、北韓、朝青

(?総)連等の猛烈な反対が出る憂慮があり、第二に法的根拠が非常に確実なものでなければ日

本の国会や輿論が納得しないものなので、金額において韓国側が望むものになる可能性が極

めて少ない。請求権に比べれば経済協力の方式は、国会を通過するのも国民を納得させるの

もずっと容易い。金額が余りに多過ぎるとか、条件が悪いとか言う人はいるだろうが、韓国

の経済発展のために無償援助や借款を与えるという、それ自体に対しては大きな反対がない

だろう。しかしこの言葉は請求権に応じないという言葉ではない。 
4.自分が首相にいた時、自分が韓日問題を解決する努力をしたが、今の池田首相は韓日問題に

比較的関心が少ないのは事実だ。自分及び佐藤栄作(岸前首相の弟)が力を合わせて、韓日問

題の重要性を池田首相に話す。 
5. 韓日問題を解決するには韓日両国が、共に重大な決心をしなければならないだろう。今はま

だそうでもないが、いざこの会談が結実を見る段階に至れば、日本社会党、共産党、北韓、

朝青(?総)連等が決死の反対をするだろうから、韓日両国政府はそれを克服して進む固い決心

がなければならないだろう。 
参考 : 漁業問題の解決を請求権の解決の後回しにするべきだという本人の主張に対しては、可

か不可の言及がなかった。 
首席代表 
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P288            大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-02161 
     東京                            日時 : 2 月 27 日 14:00  
       受信人 :  外務部長官 貴下   

 
2 月 27 日午前 10 時半から 11 時半まで、霞友会館でわが側から本人と李天祥代表、日本側 

から澤田首席代表と伊関局長が会合し非公式会談を持ったので、その内容を次のように報告し

ます。 
日本側 :去る 2 月 7 日両側首席代表が会談進行方法に関して合意した後、関係各省代表たちと

協議して、そう進行させることにした。 
わが側 : わが側は大体でその時に合意した線で進行させることにした。事実はわが側はその時

既に大体でそのような方針を立てたのだが、日本側が急にわが側を攻撃することによって、

その間相当な時間が無駄に流れたのだ。漁業問題に関してわれわれは以前にも討議を拒否

したことはなかったし、これからも従前の態度通りに進むだろうが、請求権問題討議に関

して日本側は、前に言った通り項目別討議に入るのに異議はないか。 
日本側 : 異議ない。ただ項目別討議に入る前に一般論を少ししないといけない。 
わが側 : 一般論で長い時間を引きずると困難だ。一二回で足りるのではないか。 
日本側 :そうだ。長くしない。ただこの次の国会に出て説明をする必要もあり、また上部の決

裁を得る時にも一般討論をしない訳には行かない。一般討論では意見の合意を見るのが不

可能なので、双方自分側の意見を言うことで終えるのが良い。韓国の政治情勢に関して幾

つか聞く。韓日会談に対する一般的空気はどうか。  
わが側 :与野を問わず韓日会談を推進しなければならないというのに対して異議がない。 
日本側 :特別裁判所、公民権制限、不正蓄財者処断等の問題はどうなったのか。 
わが側 : 不正蓄財者処断問題は関係法がまだ国会を完全通過していない。公民権制限問題、不

正選挙処罰問題はこの月末日が過ぎれば控訴時効満了で安定に入るだろう。 
日本側 :4 月危機説があるが。 
わが側 :そんな話がある。4 月革命 1 周年記念で一部の学生や市民が動く憂慮はなくはないが、

危機というのはデマだ。何もないと思う。 
日本側 :それなら 4 月が過ぎれば 4 月革命の後始末は完全に終わったと見て良さそうだ。予備

会談は 3 月末までに終えようという当初の話は不可能になった。韓国側にも色々国内事情

があるだろうし、日本側も国会関係等があるので徐々に会談をするのも良いようだ。 
わが側 : 良いようだ。この際今一度再び言っておくことは、この会談を成功させるためには結

局は日本側の英断がなければならない。それなしには会談の成果は不可能だ。 
日本側 :それはそうだが最後に行って政治的決断を下すためには、やはり事務的に充分な予備

交渉があるべきだろう。6 月には池田首相が米国大統領を訪問することになるが、韓国の

張総理も米国を訪問するので政治的努力のためには、その時が時期が良いようだが予備会

談がそのように終わりそうでない。 
合意した事項 : 
1.各委員会は 3 月 2 日以後続けて開くことで合意をみた。 
2.文化財に関しては日本側専門家が続けて会合をして、対象文化財の事実確認を推進すること

にした。 
一般問題 : 
1. 在日僑胞の財産搬出問題 
わが側 :わが政府では在日僑胞の財産搬出問題に関して相当な関心を持っているが、彼らに対
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して日本政府で特別な便宜を見てくれないか。 
日本側 :賛成だ。「無為替輸出」という形式でできると思うが、大蔵省も賛成だ。搬出希望者が

いれば CASE BY CASE で処理する。 
2.国会議員の視察旅行 
わが側 :両国国会議員が互いに視察旅行をするのに関して、意見を聞かせて欲しい。 
日本側 :野田卯一、田中角栄、田中栄一の 3 議員(自民党の閣僚級人物である)が韓国訪問を計画

したが、韓国側から先に来ても良いし、または同時に交換しても良いと思う。相当な影響力が

ある韓国の与野国会議員が来て、色々意見を交換したら助けになると思う。 
                   韓日会談首席代表 
 
P291             大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : TM-02176 
     東京                            日時 : 2 月 26 日 18:00  
       受信人 :  外務部長官 貴下  
  
 連 : TM-02161 号 
連号電文で報告したことのある非公式会談で合意したのによって、各分科委員会の会議を次

のように開催することになったので、これを報告いたします。    
1.3 月 2 日(木曜日)・・・午前 10 時半に法的地位委員会公式会議 
  〃   〃  ・・・午後に請求権委員会非公式会合 
 3 月 3 日(金曜日)・・・午後 2 時半に漁業及び平和ライン委員会非公式会合 
  〃   〃  ・・・夕方に船舶小委員会非公式会合 
2. 文化財問題に関してはわが側の黄寿永委員が、随時に日本側の文化財保護委員会の専門家と

会合し、対象文化財の事実調査等に関して意見を交換することにした。 
3.次の週の各分科委員会会議に関しては、第 1 項で言及した各会合で個別的に決定することに

した。   
韓日会談首席代表 

 
P292              大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : JW-0309 
     東京                            日時 : 3 月 3 日 11:55  
       受信人 :  外務部長官 貴下  
  
1.昨日(3月2日)晩請求権委員会非公式会合で日本側は依然と項目別討議に入ることを回避する

態度を取ったので(詳細なことは別途報告参照)、今日(3 月 3 日)午後に開催予定だった平和ラ

イン及び漁業問題委員会は、これを来週火曜日(3 月 7 日)に延期し、本人と澤田代表が会合し

て日本側の無誠意な態度の真意を打診する予定です。 
2. 平和ライン及び漁業問題委員会の運営に関する基本方針に関して政府の正式訓令を至急に

要請します。 
3.予備会談の時期に関する政府の方針は充分に了知しました。しかし予備会談の性格と限界に

かんして政府の正式見解を早急に知らせて下さるように願います。(李天祥代表便でお送りし

た本人の書簡を参考になさり) 
            首席代表 
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P293              大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : JW-0338 
     東京                            日時 : 3 月 8 日 12:40  
       受信人 :  外務部長官 貴下  
  
昨 3 月 7 日午後 2 時半から 3 時半まで代表部で、米国大使館 GLEYSTEEN3 等書記官(韓国 

問題担当)と本人、閔丙岐委員が会合し(この会合は GLEYSTEEN の要請で去る 4 日土曜日に

約束したもの)、韓日問題に関して意見したが、その内容を次のように報告いたします。 
G : 韓日会談の進行状況に関して日本側伊関局長から細かい話を聞き、日本側の見解は良くわ

かったが、韓国側の見解はどうなのか知りたくて訪ねて来た。(続いて彼は韓日会談の進行

状況を正確に説明し、また日本側が請求権問題と平和ライン問題を連結させて来たが、日

本側がそのような態度を取らざるを得ない理由を長く説明した) 
本人 : 会談の進行状況に関する日本側から貴下が聞いた説明は大体で正確だ。ただ請求権問題

と漁業問題を連結させなければならないという日本側の立場を、われわれは認められない。

請求権問題は過去を清算する問題なので、韓日間に新しい関係を樹立するためにはそれが

前提条件にならざるを得ない。これに関して(比べて or 対して?)漁業問題は韓日両国間の

将来の関係を規律する問題なので、国交が正常化した以後に解決しても支障がない問題だ。 
  ただ日本国民や日本の野党が漁業問題の解決を強調しているのは事実なので、われわれも

その点を考慮して日本政府の体面を立てて上げながら、問題を解決するために日本請求権 
問題の解決に完全合意をすれば、漁業問題解決の基本原則にまでは合意を見るようにする

用意がある。ただ漁業問題はこれを急ぎすぎると日本の再侵略という印象を韓国国民に与

えるせいから、その具体的な解決は将来の問題に残して置くしかない。 
G : 貴下の方式通りにするならば日本政府が強力な批判を国民や野党から貰いはするが、その

ような方式の解決は可能だと思う。貴下の言葉通りに漁業問題の基本方針だけを決定すれ

ば、具体的に漁業条約が締結されるまでには、どれだけの時間が必要なのか。 
本人 :それは今言うのは難しい。その時間の長短は今後の韓日関係が順調に行くか、行かない

かにかかっている。請求権の支払いが順調になり、貿易も増大し、両国間の友好関係が増

進すれば、その期間は短縮するだろう。その反対の場合には 2 年 3 年引くこともなくはな

いだろう。 
G : そんなに引っ張っては困難だ。ところで平和ラインの解決方式には二つがあると思う。ひ

とつは平和ラインをそのまま置いて日本漁船がどんな方式ででもその中に入って来て漁労

するのを認めるもので、二つ目は現存する平和ライン離れて禁止区域、規制区域等を設定

するものだ。 
本人 :どんな方式を取るかということは今後研究する問題だ。しかしどんな方式になろうとも

漁業問題に関する討議が続いている間、日本側が平和ラインを尊重し、日本漁船がその中

に入って来ないようにすることが必要だ。 
G : それはとても困難な話だ。 
本人 : 平和ラインとか漁業問題とかいう問題はごく小さい問題だ。水の中を泳ぐ魚を何匹捕ま

えるか捕まえられないかという問題より、韓国の政治的安定と経済的繁栄が日本の生存の

ための基本条件になるということを日本の政府と国民は悟らなければならないだろう。 
G : 同感だ。自分も日本人と argue する時は同一の趣旨で話している。ところが日本の一般国

民はそれを認識する人が少なく、反対に共産党、社会党等は会談の決裂を願っており、少

なくとも停頓状態が続くことを願っている。自民党内部でも河野一郎のような野心家は会

談を弱化させ、それを機会に暴利の地位を奪うことを狙っている。韓日会談は是非とも早
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く解決されなければならないと考えるが、そのためには米国が日本に対して、日本が韓国

に支払う請求権や経済協力に対して、経済的な支えを約束して上げれば、日本政府の立場

が楽になるようだ。 
本人:それは GARIOA,EROA の解決を持って言っているのか。 
G : GARIOA,EROA 問題はまだ固定的に議論されたことがなく、また複雑で困難な問題を内包

している。 
本人:来る 6 月に張総理と池田首相がケネディ大統領に会うことになったようだが、私の考えで

はその前に韓日予備会談で事務的技術的検討を完了し、張総理と池田首相とケネディ大統

領の間に何らかの政治的合意をできる基礎を用意してくれたら良い。幸いそのような政治

的合意が成されれば、その合意の基礎の上で今年 9 月頃に本会談を開き、成功的結果をも

たらせると思うが、貴下の見解はどうか。 
G : 自分の COMMENT はふたつだ。そのような方式は考えられる最良の方法ではないが、実

質的な最も良い案だ。二番目に言うのは、SLIPPERY(不安定な)な危険がある。下手をす

ると会談が長期化する危険がある。 
OBSERVATION : 1.今回の GLEYSTEEN の来訪は GLEYSTEEN 個人の意思というより、日

本側と連絡した後、わが側の意志を打診してみようという意図があるものと観測される。 
  2.そうだからイ) 漁業問題はその基本原則に合意することで解決するのが可能だ。 

ロ) 平和ライン解決に関するふたつの方式 
ハ) 請求権または経済協力に対する非公式財政的支え 
ニ) 張総理と池田首相間の政治的合意による解決方式は、実質的な良い案だ。 

等に関する GLEYSTEEN の発言は、特に重要な発言と観測されます。 
以上     
首席代表 
 

P297            大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : JW-0339 
     東京                            日時 : 3 月 8 日 13:50  
       受信人 :  外務部長官 貴下   

 
3 月 6 日午後 8 時から約 2 時間、大平官房長官(池田首相の最も重要な側近者)と本人、李天 

祥代表、金潤根代表が私的に会合したので、この会合での大平長官の意見の内、重要な骨子を

次のように報告します。 
1.韓日関係を打開するにはしなければならないが、日本の国民の間に韓国に関する関心が少な

いのが事実だ。それは韓国との経済的利害関係がごく小さいからだ。これに対してわれわれ

は韓国問題の重要性は経済関係で計算するのではなく、韓国の政治的安定と経済的繁栄は日

本の生存と集(?直)結する問題だということを、日本が認識しなければならないと言った。 
2. 会談で最も重要な問題は請求権と漁業のふたつと見ているが、漁業問題の解決なしには他の 
問題を解決するのが困難だ。これに対してわが側は漁業問題解決を急げばそれは、日本の再

侵略という印象をわが国民に与えるので、請求権問題を先に解決することでわが国民が日本

を信頼し、冷静な利害打算の上でこの問題を考えるようになることが前提条件だと言った。

請求権の内容に対しても大平長官は良く知らない目つきだったので、幾つか例を挙げて行き

説明してあげた。 
3. 請求権になろうが経済援助になろうが日本経済は、日本製品を外部に出して送らなければ耐

えられない段階に至ったので、どちらにせよ相当な金額の対外援助を韓国、その他東南アジ
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ア諸国に対して行わなければならない境遇にある。 
4. GARIOA,EROA を韓国経済再建のために使うように、韓国側が米国と交渉しなければなら

ないだろう。今、日本政府は野党の攻撃に対して、GARIOA,EROA は対米債務ということ

を明らかにしているが、万一その金を韓国経済建設のために使うようになるなら、日本の国

会を通過し易いだろう。 
5.韓国国会議員の日本視察の話があるが、韓国政界で相当な影響力を持つ国会議員が 4,5 名、

日本視察に来られれば良いだろう。来ると決定さえしたら、形式はまた話さなければならな

いだろう。 
6.とにかく韓日会談に対して日本国民の関心が少なく、また新聞報道を見てもマシだ駄目だと

いうので、これでは成功に引いて行き難いが、何とかこれを活発にする方途はないか、韓国

側でもう少しこの会談に関する熱意を持って、積極的な態度で出てくれたら良い。 
これに対してわが側は、韓日会談の空気をもっと活発にしなければならないという点は同感だ。 
しかしわれわれよりも日本側がそのように動いてくれなければならないと言った。 
OBSERVATION:  
1.昨年年末に会った時には大平長官は、韓日会談に関してほとんど白紙状態にあるが、彼の言

葉通りにその後たくさん勉強したものと見える。 
2.GARIOA,EROA と韓国国会議員の訪日問題に関する大平長官の発言に関しては、特に研究し

て下さるよう願います。 
                首席代表    
 
P299           大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : JW-03117 
     東京                           日時 : 3 月 20 日 14:00  

受信人 :  外務部長官 貴下   
  

今日 3 月 20 日午前 10 時半 11 時 20 分まで霞友会館で、わが側から本人と李天祥代表、日本 
側から澤田首席代表と伊関局長が会合し非公式会談を持ったので、その内容を次のように報告

します。 
本人 : 今日会おうと言ったのは高麗大学の卒業式のために、来る 22 日に私が帰国して 4 月 1  
  日の入学式に出席した後、東京に帰任するが、私の不在中の会談進行に関して話そうと思

う。駐在中、各委員会は継続して開き、事務を促進したらと思うがどうか。 
日本側:よい。 
本人 : 私の不在中には金潤根代表が臨時に私の代理をするので、そう知っていただいて欲しい。

請求権と平和ライン及び法的地位の 3 委員会は現在通りに進行させるのが良いが、船舶委

員会はアジェンダBに関しても、日本側がもう少し討議に誠意を出してくれるように願う。 
日本側: アジェンダ B は事実、日本側は応じる考えはないが、朝田主事と話してみる。 
李代表: 文化財問題に関しては会談とは別途に、両側の専門家同士集まることになり 3 月 7 日

に一度会合があったが、その後日本側は事務が忙しいと言って 3 月末日までは会えないと

言い、もっと会合を持てなかった。それでは駄目だろうから日本側に、漠然と専門家何人

を立てないで誰か二三名を指定してくれたら良い。 
日本側: 二人位指名するようにする。法的地位問題は政治的解決まで引きずらないで、事務的

レベルで結論を得られるだろうと思う。 
李代表:そうなったら良いのだが現在で見ると一、二の点に関しては合意の可能性がないと思う。 
本人 : 船舶問題に関して予備会談の段階で、日本側がわれわれに返還できるトン数を提示して
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くれないか。 
日本側: 韓国側に引き渡すトン数の提示は、予備会談ではやはり難しいと思う。予備会談では

事実確認で終わるしかないだろう。 
本人 : 昨日今日の新聞報道によると、6 月にソウルで本会談を開くという推測があるが、日本

側で何かそんな動きがあるのか。 
日本側:それは純然たる推測記事に過ぎない。自分の観測では 5 月末頃を目標として予備会談を

終え、少し時間を置いてから秋頃本会談に入るようになるのではないか。 
本人: 予備会談をいつ終わらせようと時間は決められないが、何とか早く終わらせたいのはわ

が側も同じ意見だ。ところで予備会談を終える時の方式はどうしたら良いのか。各委員会

から本会議に報告書を提出させ、できたら両側の共同声明のようなものでも出したら良さ

そうだが。 
日本側:とても良い方式だと思う。こういう方式を前にしたことがなく、またこれから時間的余

裕もあるのでもっと研究してみることにしよう。 
本人:これは私の所管事ではなく、また少ないなら少ないと言える問題だが、韓日間の貿易に関

してひと言言おうと思う。韓国は従来日本からの輸入に対して色々制限をして来たが、今

度それを撤廃して大量に日本物品を輸入することにした。それは勿論韓国のインフレを防

止し、経済建設を促進しようという必要によるものだが、日本に対する好意の表示である

のには違いない。にもかかわらず日本側は前から降りて来る清算計定の債務問題を引っ張

り出して、韓国に対する輸出を防いでいるからその理由如何を問わず、結果的に見て韓国

の経済建設の出発を妨害しているのである。たった数百万ドルの債務増大を怖れて、韓国

の経済建設を妨害する日本から、数億ドルに達する経済協力を期待できるのか、というの

が韓国の輿論だ。私が 22 日にソウルに到着する前にでも、この問題は日本側で誠意を持

って解決してくれることを望む。 
日本側: 韓国側としてはそう考えるだろう。大局的に見て自分たちも韓国と同感だ。しかし大

蔵省の話を聞いてみれば、大蔵省としては韓国に対する債権が増えるのを防ごうとするの

は当然なことで、またこの問題を交渉して来る間に色々事務的に未熟な点があったようだ。 
問題の最終解決は勿論上手く行くだろうが、まず当面の問題を打開するためには、LC ベ

ースにすれば良いと思う。そして溜まった債務に関しては韓国側で確認すると言いながら、

その整理のために別途協議しようという提案には応じないでいるが、その理由がわからな

い。日本側も韓国がその債務を短期間の内に清算できないことはよく知っている。 
本人:結局溜まった債務は今後経済協力が問題になる時に解決するのではないか。別途協議と言

うから、わが側としては今すぐにでも協議を始めると解釈したのではないのか。とにかく

この問題に関して日本が誠意を表さない限り、私としては韓日会談全体に関して日本が誠

意ある態度を持っていると、国民の前で説明できない。 
日本側: 兪首席代表としては、事務的に若干双方誤解があったが、遠くなく上手く解決するだ

ろうと言えばよいではないか。 
本人 : とにかくこの問題は少なくとも私がソウルにいる間に、良い解決がされるようにしてく

れることを望む。 
              首席代表 
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P303           大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : JW-03118 
     東京                            日時 : 3 月 20 日 14:00  
       受信人 :  外務部長官 貴下  
  

3 月 19 日午前 10 時から 11 時半まで本人が岸信介前首相、根本竜太郎と会合し、韓日問題 
に関して意見交換をしたので、これに対して次のように報告いたします。 
岸 : 2 月 10 日兪代表と会った後に、池田首相と二度会談を持った。自分としては池田首相のい

わゆる「低姿勢｣を心配したが、池田首相は今回韓日関係を正常化する決心をしている。韓

国との問題を解決せずには日本の安全があり得ないということだ。ところで韓国の政治情

勢はどうか。前より大分安定したようだが、 
本人: 大分安定した。3 月危機とか 4 月危機とかいう言葉があったが、根拠のない言葉だ。大

きな事件が起きた後にその程度の動揺もないということは、むしろ難しいことではないか。

全般的に現韓国政府は去る数ヶ月の間に大きな業績を顕したことがなくても、国民の恨み

や不評を買うことをしたこともない。危機説はデマだ。 
このような対話から : 1.日本の対韓請求権支払いと経済協力の総額に関する意見交換があった

後、4 月に本人が帰任した後に再び会い、もう少し具体的な話をすることにした。2.対日貿易 
問題に関しては今日 3 月 20 日澤田代表に言った言葉(JW-03117 参照)と同じことを言ったが、

岸前首相は本人の意見と完全に同感だとして、自分としても至急に行動を取ると言った。 
             首席代表 
 
P304          大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : JW-0438 
     東京                            日時 : 4 月 7 日 12:30  
       受信人 :  外務部長官 貴下  
  
今日 4 月 7 日午前 10 時半に日本外務省に澤田代表を訪問し、約 40 分間面談しましたが、そ 

の内容を次のように報告いたします。 
本人:今日は別に具体的案件があって訪ねて来たのではなく、2 週間ぶりに帰任したので挨拶を

しに来たのである。 
澤田:韓国の政治情勢はどうか。日本人の中には貴国から日本を訪問する国会議員若しくは経済

人たちの話を聞いて、韓国の政治情勢がとても不安定なものと思い、自分に会談を急ぐ必

要がないのではないかと言う人がたくさんいる。 
本人:韓国人の中で韓国の政治情勢をそう話す人がいるとしたら遺憾だ。私が見るところでは人

心が不安なのは事実だが、今年 4 月と昨年 4 月の韓国の事情は根本的に違う。昨年は何の

煽動もなく民衆が自発的に立ち上がったが、今年は一部政治勢力が組織的にデモを起こし

ているにもかかわらず、民衆は冷淡でかえって彼らに反感を持っている。若干のトラブル

があるとしても SERIOUS な危機はない。 
澤田:自分としては例え韓国の事情が不安定でも、予備会談を現状のまま進行させ、すべての問

題を BOIL DOWN して行くのは必要なことだと思う。 
本人:同感だ。私の不在中、会談の進行状況は大体でわれわれが協議したラインを追っていると

思う。 
澤田:予備会談の進行状況に対して、自分は満足している。請求権討議に応じようとしなかった

大蔵省が現在一緒に討議をしているのは、現段階で結論は出ないとしても、大きな進展だ
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と思う。 
本人: 法的地位問題は予備会談段階で事実上合意に到達したら、会談全体の進行のためにとて

も良いだろうと思うが、永住権の範囲問題が依然と難問題だ。双方誠意を持ってこの問題 
  をもっと研究するようにしよう。 
澤田:同感だ。 
本人 : 厳公使と伊関局長の間で話が始まった閣僚級国会議員の交換視察に対しては、わが政府

も賛成だと思うが、その招請方式が問題だと思う。 
澤田:その問題は伊関局長と相談してもっと研究するようにする。 
                 首席代表 
P306             大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : JW-0489 
     東京                            日時 : 4 月 12 日 12:00  
       受信人 :  国務総理、外務部長官 貴下  
  

4 月 11 日午後 1 時半から帝国ホテルで、本人が岸信介前首相及び根本竜太郎氏と会合し、約 
1 時間半韓日問題に関して意見交換をしたので、その内容を次のように報告いたします。 
岸 : 韓国の政治情勢はどうか。 
本人:前回会見の時に私が言った通りだ。計画的、組織的にデモをしても、市民が合流しないで、

むしろ反感を持っている。 
岸 : 畜産関係で前回韓国を訪問して帰って来た大石議員も同じ報告をしている。今日自民党で

石井光次郎、船田中、自分、そして北澤委員(外交調査会韓日問題委員長)、その他及び議

員が会合を持ち、その席には澤田代表も出席したが、韓日問題の解決のためには現在のま

ま放って置いてはならないとして、自民党の中にこういう人たちで構成される委員会を置

き、現在交渉に当たっている官吏たちを鞭撻し、また問題解決から抜け出る態度を取るの

を牽制することにした。ところでその場でふたつの点が強調された。第一に韓日会談の妥

結のためには、両国政府は非常な決心をしなくてはならないことと、第二に双方過ぎ去っ

た問題を持ってやたらに議論しないで、将来のために協力しようという前に向う態度を持

たなければならないという点だ。過去朝鮮総督府の過ちも多かっただろうが、今それを持

って突っついてみても両国関係改善にプラスになるものがない。 
本人: 自民党内で韓日会談推進のために有力な皆様が力を合わせるということは、とても良い

ことで私としても賛成する。次に岸前首相はふたつの点を話されたが、その最初の点に対

しては全面的に同感だ。韓国政府も非常な決心をしていると思う。第二に両国が前に向う

態度を持たなければならないという点にも異議はないが、韓国としては過去の問題を問わ

ない訳には行かない。請求権その他色々な問題が、ほとんど過去の清算だからだ。勿論わ

れわれも感情的に過ぎ去った問題を追及したくないが、はっきりさせるものははっきりさ

せて過去を清算しないでは、無条件前に向う態度を取ることはできない。具体的に話せば

われわれは、日本の経済協力を貰うのには異議がないが、だからと請求権は放棄できない。 
岸: 請求権を放棄しろという言葉ではない。日本銀行券、郵便貯金、恩給、徴用者に対する未

払い賃金のようなものは、勿論請求権として解決しなければならないと思う。 
本人:とにかく韓日両国間の過去の不幸な事態に対しては、何かの時に日本から謝罪または韓国

民を慰労する言葉があるべきだと思う。 
岸:今準備中にある日本の国会議員の韓国訪問のようなものは、両国間の友好的な雰囲気造成の

ために良いことと思う。 
本人:わが政府も歓迎すると聞いている。しかし前回 1 月の経済使節団訪韓問題のような失敗を
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くり返さないためには、慎重に計画を立てなければならないだろう。日本の国会議員が韓

国に来る前に、韓国の国会議員を日本で先に招請するのが良いだろう。 
岸: 良いだろう。 
本人:具体的な問題をいくつか話す。法的地位問題においては永住権をあげる人の範囲が今最も 

問題になっているが、まるで両側の主張を妥協させる方途がない。 
岸:双方もっと研究するようにしよう。 
本人:さっき請求権に関して岸(前)首相から幾つか例を挙げたが、今日本側は 1945 年 12 月 6  
  日(法令33号が公布された日)以前に日本が韓国から持って来た財産を韓国に返せないと主

張しているが、これは同年 8 月 9 日現在の全ての日本財産が軍政に帰属したという法令 33
号の明文を無視した主張だ。万一日本側の主張通りにするなら 47 億円に達する日本国債

その他韓国の請求権のほとんどがなくなるという結果になる。これは理論上でも実際の上

でも韓国としては受け入れられないものだ。 
岸:韓国の経済建設に関する何か計画はあるのか。計画があるなら、それに所要される資金はど

れ位になるのか。 
本人:幾つか部分的な計画はあるが、全般的な大規模計画は今作成途中にあって、まだ確定した

結論が出たのではないが、私が知っているのは今後 10 年の間に外資が約 17 億ドル、韓貨

が約 19 億ドルに該当する金額になりそうだ。 
岸:米国も長期援助を考慮しているようだが、その中で米国から来る金額はどれ位になるのか。 
本人:知らない。ライシャワー大使が到着した後に、何か輪郭がわかるようになることを希望す

る。 
韓日会談首席代表 
 

P309           大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : JW-04124 
     東京                           日時 : 4 月 14 日 14:00  

受信人 :  外務部長官 貴下   
  

今日 4 月 14 日午前 10 時に日本外務省に澤田代表を訪問し、政府の訓令に沿って対北貿易問 
題と○○に対する関税引上げに因り、韓日会談に悪影響があることを憂慮するという意思を表

したが、澤田代表は日本政府の各省がそれぞれ独自にそういうことを行うことで、韓日会談に

良くない影響を及ぼすことになるのは自分としても遺憾に思うものと言いながら、自民党内で

韓国問題のために特別な委員会を置くことにしたのも、事実はそういうことをなくすためのも

のと答えたので、これを報告します。 
首席代表 
 

P310            大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : JW-04125 
     東京                           日時 : 4 月 14 日 14:00  

受信人 :  外務部長官 貴下   
  

昨 4 月 13 日午前 10 時半に日本側澤田代表が本人をホテルに訪問し、岸前首相から話を聞い 
たことのある自民党内に韓日会談を促進させるための特別な委員会を置くことにしたのに対し

て、詳細に内容を説明(同委員会の構成メンバーは別記する)し、これに対して本人は自民党が

韓日問題に対して積極的な態度で出たことを歓迎すると言ったので、これを報告します。 
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“別記” 前記特別委員会の構成メンバーは次の通りという。 
岸信介、石井光次郎、船田中、野部(?田)卯一(前衆議院外務委員長)、大石武一、東海林徳宗、

北澤直吉(外交調査会韓日問題委員長)、田中龍夫。 以上 
               首席代表 
 
P311            大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : JW-04126 
     東京                           日時 : 4 月 14 日 14:00  

受信人 :  外務部長官 貴下   
  

昨 4 月 13 日午後 4 時に米国大使館マカヌギ前駐韓大使訪問し要談したので、その内容を次 
のように報告します。 
マ : 韓国の政治情勢は漸次安定して行っており、民主党内の統制も強化され、張総理の指導力

は増大しているので、韓国の情勢は楽観的だ。 
本人: 韓日会談に関しては近来に来て、私は前よりは希望を持つようになった。それは日本が

前より誠意ある態度をしようとしていると感じられるからだ。米国は今後も韓日問題解決

において多くの助力をしてくれるように望む。米国の対韓援助は長期計画に転換すると聞

いたが事実余否を知りたいし、事実としたら何年の間に総額がいくらになるかを知りたい。

それは日本が対韓経済協力を考慮するのにおいて知りたがるからだ。 
マ : 米国の対韓経済援助に関してはソウルにある米国大使館に連絡して、すぐに内容を知らせ

てあげる。 
本人:米国政府の極東政策の最高責任者として、大局的な判断を誤らないことを望む。アジアの

安定のために日本の力を重要視するのは良いが、米国が全面的に荷物を下してはいけない

だろう。  
                  首席代表   
 
P312          大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : JW-04218 
     東京                            日時 : 4 月 25 日 14:40  
       受信人 :  外務部長官 貴下  
  
今日 4 月 25 日午前 10 時半に日本外務省に澤田代表を訪問し、約 30 分間の間面談しました 

が、その内容を次のように報告いたします。 
澤田:4 月革命記念を平穏に越したことを祝賀し、われわれも嬉しく思う。 
本人:予備会談は前に話した通りに 5 月末までには終わらせなければならないが、そのためには

各分科委員会の業務を促進しなければならない。第一、法的地位問題に関しては永住権の

範囲に関して、早く妥協点を発見しなければならない。第二、文化財問題は文部省側が全

く審議に応じていないし、3 月中旬に約束通り早く 1 名または 2 名の専門家を指名し、わ

が側専門家と接触させるようにして欲しい。第三、船舶問題も早くアジェンダ B の討議に

入ってくれるように願う。 
澤田:よくわかった。そうなるよう努力する。国会議員の韓国訪問問題に関して、貴国政府の考

えはどうか。 
本人:代表部から通告したと思うが、わが政府としては歓迎だ。だからわが国を訪問する国会議

員たちは特に、言葉と行動に注意して欲しい。 
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澤田:注意するように言っておく。経済使節団問題に関してはどうか。 
本人:原則的に異議がないと思うが、時間があるので国会議員たちの訪韓結果を見た後に結論を

出しても良いではないか。 
澤田 :よい。 
              首席代表 
 
P313            大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : JW-04227 
     東京                           日時 : 4 月 25 日 17:00  

受信人 :  外務部長官 貴下   
  

4 月 24 日午後 6 時半にライシャワー米国大使の招待で、米国大使館邸でライシャワー大使と 
晩餐を共にしながら約 2 時間の間意見を交換したので、その内容を次のように報告します。 
ラ大使:自分が駐日大使を受け持ったのは韓日関係調整の助けになろうとしたのが主要な動機

のひとつだ。 
本人:ありがたい。それなら韓日会談の輪郭を話す。1) 法的地位 2) 文化財 3) 船舶 4) 韓国請求

権 5) 漁業の 5 個分科委員会があるが(各分科委員会の問題点を説明し)、韓国側は 1 から 4
までを解決し国交正常化をした後に漁業問題を解決しようとするのに対して(漁業問題を

後回しにするしかない理由を説明した)、日本側は 1 から 3 までを解決して国交正常化をし

ようという態度だ。 
ラ大使: 日本は漁業問題をとても重要視していると自分は知っているが、それを後回しにでき

るのか。 
本人:日本政府の体面と立場もあるので、無条件後に回そうというのではない。例え漁業協定を

するという GENERAL UNDERSTANDING を成立させ、国交正常化と同時に漁業会談を

出発させるようなことは考えられる方式だ。そして日本の新聞の論調を見ると、昨年秋に

は漁業問題を持って大騒ぎだったが、近来になっては比較的簡単に扱っている。 
ラ大使:米国大使として自分が手伝えることは具体的に何か。 
本人:韓国の立場を諒解し支持してくれることを望む。韓日会談に関する日本側の説明を聞けば、

あなた自身の判断が出るだろう。今日私は韓国に対する米国の基本政策に関してふたつを

あなたに望みたい。第一は援助政策案だが、韓国の経済が自立しなくては韓国の独立はな

い。従来の米国の援助政策は、その時その時の応急の必要による臨時的なものだったと思

うが、もう少し長期的な計画を立てなければならないだろう。 
ラ大使: 米国の対韓援助が従来、主に軍事援助に偏っていたのは遺憾だ。韓国の経済を自立さ

せるには日本に対する輸出を増大させなければならないだろう。 
本人:勿論対日輸出も増大させなければならないが、根本的なことは韓国の経済を建設し、輸出

する物資を作り出すことが先決問題だ。米国に対する援助政策を変更することを考慮して

いると理解するがどんな状態なのか。 
ラ大使: 対韓援助を続けることは確実だが、長期計画を考慮してはいない。この問題に関して

は韓国側が対米外交を強化し、長期援助計画の必要性に対して米国政府の高級幹部を説得

しなければならない。ラオス、キューバ等全世界で至急な問題が次々に弾けるので、韓国

側から積極的に外交活動をしなければ、米国の高級幹部の頭の中に韓国問題に関する関心

をいつも続けて持たせるのが難しい。 
本人:わが政府によく報告する。この点においてあなたが積極的に韓国を助けてくれることを望

む。私が言いたい第二点は、韓国は日本と友好関係を回復すると決心したが、だからと米
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国が韓国から手を引き、韓国を日本の手に渡すというようなことがあってはならない、過

去にもそんなことがあって、韓国は悲劇に陥ったのだ。 
ラ大使:そんなことはこれからはあり得ない。ましてや韓国の経済建設のために日本だけでなく、

米国、西独、イタリア等が協力することになれば、そのようなことはあり得ない。 
              首席代表 
 
P315            大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : JW-0524 
     東京                           日時 : 5 月 3 日 13:00 

  受信人 :  外務部長官 貴下   
  

1.予備会談を早急に終結しなければならないので、只今帰国中の会談代表金潤根、李天祥、李

相徳、劉彰順の 4 氏と専門委員鄭一永氏を来る 6 日(土曜日)に必ず帰任するように措置なさ

ることを仰望いたします。 
2. 法的地位問題に関しては、できたら予備会談段階で合意を成立しようとするので、李天祥代  
 表が在京する間に外務部と協議して、新しい方案を持って帰任していただけるよう願います。 
               韓日会談首席代表 
 
P316         兪・澤田 非公式会議 
 
兪首席:韓日問題解決促進のための自民党の最近の動向を嬉しく思い、日本衆議院議員の訪韓を

歓迎する。野田議員は訪韓中、適当な方法で過去の韓日関係に対して遺憾の意を表明し

てくれるように願う。    
澤田首席:日本の対韓経済援助問題に対して具体的に知りたい。 
野田議員: 過去の韓日関係に遺憾の意を表明する問題は、団員と協議して○する。 
 
P317            大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : JW-0537 
     東京                           日時 : 5 月 4 日 17:50 

  受信人 :  外務部長官 貴下   
  

今日 5 月 4 日正午から午後 2 時まで赤坂プリンスホテルで、澤田代表主催で本人、代表部朴 
参事官と訪韓日本国会議員全員、伊関局長、柳谷外務省事務官が会合し、午餐を共にしたので、

これに関連して次の事項を報告します。 
1.本人は要旨次のような挨拶をした。｢昨年の秋、韓日予備会談が始まった時だけでも、条件は

両側で皆良くなかった。韓国では対日国民感情が良くなかったし、輿論も必ずしも統一され

ていなかったし、日本では韓国問題に関して一般の認識がなく無関心な態度だった。しかし

その間に条件は多く好転した。韓国でも対日関係を調整しなければならないという認識が一

般的に深くなり、日本でも韓国に対する関心がだんだん高まって、自民党内に韓国問題のた

めの懇談会まで設置されるようになったのは嬉しいことだ。このような時に皆様が訪問する

ようになったことは、私として歓迎するものだ。韓日関係の調整は両国の歴史的、地理的関

係から見てもそうだが、ソ連、中共、北韓等共産勢力に対して、両国の平和と安全を維持す

るためにも必要なことだ。韓国は 10 年目も血を流しながら共産勢力と闘っているが、それ

は勿論韓国人自身が生き抜くためのものだが、結果を見れば日本のために闘っているのと同
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じだ。韓国が共産勢力と闘わなければ、日本の繁栄と安全はない。しかし両国関係の調整は

そう無条件には楽観できない。韓国国民の対日感情は依然良くない。特に日本に対する疑い

は胸の底深く根付いている。反日運動が火花を上げてはいないが、火さえ点ければ何時でも

燃え上がる条件は、そのままあるのである。したがって韓日問題を打開しようという韓国政

府の立場はとても困難なもので、この問題においてイシニシアティブを取らなければならな

いのは日本だと思う。日本がどのような態度を取るかによって韓日関係の将来は決定される

だろう。最後にもうひと言付け加えるのは北韓と日本にいる左翼勢力が、韓日関係の調整を 
 積極的に反対している点だ。彼らは口さえ開けば日本の再侵略云々し、会談を妨害している。

この点を皆様は留意して欲しい。 
2.懇談は韓国に対する経済協力問題に集中した。 
日本側 :貿易と経済協力問題は不可分だ。例えば韓国から鉄と錫を輸入するためにはまず、鉄

と錫を開発する資金と技術援助を併行させないといけないが、それはしないで貿易だけし

ようと言うのだから困難だ。 
わが側 : 経済協力は国交正常化後にするという原則が立っているので、今その原則を破るのは

困難だ。だから早く会談を成立させて、国交を正常化させなければならないと思う。 
日本側 :漠然と韓国の個人が訪ねて来て、経済協力に関する話をしても自分たちは信じられな

いし、非公式でも良いから正常 CHANNEL を通して、韓国の経済建設計画を知りたい。

どれどれの事業に全てで資金がいくら必要なのに、その内米国、西独、イタリアその他の

国家からいくら調達できるから、残りいくらを日本から請求権または経済協力で調達しな

ければならないという交渉を、韓国側からしてくれなければならないのに、それがないか

らもどかしい。 
わが側 :まだその時期ではないからそういう交渉をしなかったのだが、韓国を訪問したらそん

な話を聞く機会があるだろう。 
3.午餐が終わった後に訪韓議員団長野田卯一に会い、今回韓国を訪問してどのように形式と用

語を使おうが、韓日関係の過去に対して遺憾の意を韓国民にしてくれたら良いと言った。

(この言葉は昨日政府の訓令があった後、澤田代表及び石井光次郎に会って伝えたが、今日

の朝澤田代表から電話があり、自分から野田団長に既にその話を伝えたことを明かし、本

人に対して今日の午餐会でその話を正式に引き出すのは余りに角が立つようなので、午餐

後に非公式に言って欲しいという懇請があったから、そのようにしたものである)これに対

して野田は澤田代表から聞いて良く知っているが、団員何人かと相談して善処すると言っ

た。            韓日会談首席代表 
 
P319              大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : JW-0557 
     東京                            日時 : 5 月 9 日 11:00  
       受信人 :  外務部長官 貴下  
  

5 月 8 日午前 11 時半に当地米国大使館 GLEYSTEEN 書記官が本人を来訪し、約 1 時間の間 
韓日会談に関して色々話をしたが、その内注目する点に思われるものを次のように報告いたし

ます。 
1. 会談進行の FORMULA(方式)は現在韓国を訪問中の日本議員団が帰国した後に、最終的に

決定するものと思う。議員団の報告如何に沿って、会談が促進するものと予想するが、反対

のケースもあり得る。 
2. 法的地位、文化財、船舶問題を解決してから国交の SEMI-NORMALIZATION(このような
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誤語を米国人が使ったのは初めてである)を行い、それと同時に経済協力を出発させるのが良

いようだ。請求権と漁業のふたつの問題は、解決が難しいだけに後するという FORMULA
も考えられる。 

3.韓国に対する経済協力は日本と韓国間で単独に行うよりは、経済協力をしようという国家、

即ち米国、日本、西独、イタリア、豪州等と韓国間に MULTILATERAL な経済協力をする

ことが順調なようだ。 
首席代表 
 

 
P320            大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : JW-05117 
     東京                           日時 : 5 月 18 日 12:05 

  受信人 :  外務部長官 貴下   
  

対: WJ-05131. 5 月 16 日火曜日午前 10 時半に澤田代表の要請で、日本外務省で澤田代表と 
面談したので、これに関して次のように報告します。 
1.韓国の突然なクーデターに関して、どうなっているのかという澤田代表の質問に対して、本

人もまったく意外のことで真相はわからないと答えた。 
2. 韓日会談を今後どうするかに対して、現状では会談を進行できないので各委員会の活動をま

ず中止して、韓国においての事態発展を待ってみることにした。 
推移 : 本国との通信不明で、報告が遅れたことを添信します。 
                  韓日会談首席代表 
 
P321            大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : JW-05118 
     東京                           日時 : 5 月 18 日 12:05 

  受信人 :  外務部長官 貴下   
  

別途 JW-05117 号報告のように、現在の状態では韓日会談を進行させられず、またわが側に 
進行させる気があるとしても、日本側に誠意を持って対することを期待できないので、代表団

は一旦帰国したらどうかと思うので、方針を支持して下さるよう願います。参考に現在代表

団の旅費は 5 月 21 日まで送金されていることをおしらせします。 
                  韓日会談首席代表 
 
P322       手書きのサインで朴正熙 張都英 
                     檀紀 4294 年(1961 年)5 月 20 日 起案 
 
       稟議案      外務部 
    

件名 : 韓日予備会談代表団帰国指示に関する件 
 

上の件、現在日本国東京で進行している韓日予備会談に関連して、次のように施行するのが

どうか高裁を仰望するものです。 
    (案) 
    韓日会談首席代表 貴下 
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   件名 : 上 同 
 上の件、韓日予備会談の進行を一旦現状態で中断し、貴代表団全員が帰国するよう願います。 
                  - 以上 -  
 
P323            大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : JW-05126 
     東京                           日時 : 5 月 20 日 12:25 

  受信人 :  外務部長官 貴下   
  

連 : 5 月 18 日付、JW-05118 号 
連号電文で韓日会談代表団帰国に関して本部の指示を仰請いたしましたが、現在の事情では 

韓日会談をこのまま継続できないことを了察なさり、代表団帰国に関する本部決定を早速回示

していただくように願います。 
 参考に日本の新聞報道に報道された日本外務省見解、「5 月 20 日付朝刊東京新聞」外務省当

局は韓国の軍事政権は憲法上の手続きによって内閣が成立する時までの過渡的性格であり、し

たがって日韓国交正常化等、恒久的問題に関して交渉するのは不適当なものと見ている。しか

し貿易、出入国、漁船捕獲事件が発生した場合の処置等、一時的または日常的問題に関しては

同政権と交渉することと見ている。 
              韓日会談代表団 
                   
P324               外務部政務局 
  発信            暗号電文             番号 : WJ-05169 
                                  日時 :5 月 20 日 16:45  
  受信人 : 韓日会談首席代表 

発信人 : 外務部 
   
韓日予備会談代表団帰国指示に関する件 

上の件、韓日予備会談の進行を一旦現状態で中断し、貴代表団全員が帰国なさるよう願いま

す。  以上 
 

P325            大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : JW-05135 
     東京                           日時 : 5 月 22 日 10:45 

  受信人 :  外務部長官 貴下   
  

韓日会談代表団帰国の件 
(対: WJ-05169) 
連 5 月 18 日付、JW-05118 号 
頭の件、対号指示により下のように帰国するので報告いたします。 

記 
1. 23 日 NWA 便で帰国する者 : 
  首席代表、李天祥、李相徳代表、黄寿永、李弘稙、鄭一永、洪允燮専門委員 
2. 24 日 NWA 便で帰国する者 : 
  金항(?祥)振代表、南相圭、洪升熹、李秀佑専門委員、金正勲、朴용준、辛広允補佐官 
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推移 : 今日 NWA 便で劉彰順、陳弼植代表と閔丙岐専門委員が帰国したことを添言します。 
               韓日会談首席代表 
 

P326               外務部政務局 
  発信電報         暗号電文             番号 : WJ-05198 
                                  日時 :5 月 22 日 13:40  
  受信人 : 韓日会談代表団、駐日公使代理 

対 : JW-05126 号   
 

対号電文で通報された新聞紙上に報道された、日本外務省当局の韓国に対する見解に対して

その真否を確認なさり、万一同見解が事実ならその内容を具体的に回報してくれるように望み、 
それ以後の日本の態度、動向等に関して、随時に知らせてくれるように願います。   
                  (外務部)長官  
 
 

P327            大韓民国外務部 
  着信電報                           番号 : JW-05117 
     東京                           日時 : 5 月 22 日 14:25 

  受信人 :  外務部長官 貴下   
  

今日 5 月 22 日午前 11 時に日本外務省に澤田代表を訪問し要談したので、その内容を次のよ 
うに報告します。 
本人 : 韓日会談を当分間進行できないので、韓国代表団は本国政府の訓令にしたがって明日全

員帰国することにした。勿論代表部はそのまま事務を継続する。 
澤田 : 貴代表団が帰国するのは会談に対する貴国政府の方針に変動があったからか。 
本人 : それとはまったく関係ない。代表団が帰国したら新政府に、会談に関する報告を行うし、

その結果結論が出ると思う。 
                  韓日会談首席代表 
 
P328            大韓民国外務部 
  着信電報                          番号 : JW-05142 
     東京                           日時 : 5 月 22 日 17:30  

受信人 :  外務部長官 貴下   
  

今日 5 月 22 日午後 2 時半に米国大使館邸でライシャワー大使と約 40 分の間面談したので、 
これに関して次のように報告します。 
 本人の要請で実現したこの会談において、本人はまず明日代表団が帰国することになった事

実とその理由を説明したところ、米国ラ大使は韓国の事態に関して重大に関心を表明し、ど

んなことをしても韓国政府は CONSTITUTIONALITY の CONTINUITY を維持するように

するのが良いと言いました。しかし韓国新政府の明確な反共政策と、新外務部長官の対日政

策には歓迎の意を表明しました。続けてライシャワー大使は、韓国側は政変によって韓日会

談に対してむしろことを推進し易くなったが、その反対に今度は日本側が困難な立場に陥っ

たと見ると言いました。(日本社会党の反対態度強化と自民党内の慎重論台頭を意味する)参
考に本人が米国大使館を出て来る時、大使館の門の前には朝総連系列の約 2,30 余名に見える

学生たちがデモをしていました。米大使館員が言うのには、昨日までは米国が韓国の内政に
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干渉すると言ってデモをしたのに、今日からは米国が韓国の政変を背後から操縦すると言い、

正反対のスローガンを持ってデモをするとそうです。 
韓日会談首席代表 
 

P329            大韓民国外務部 
  着信電報                          番号 : JW-05143 
     東京                           日時 : 5 月 22 日 17:30  

受信人 :  外務部長官 貴下   
  

 対 : WJ-05179 号 
 対号電文で指示された事項に関して、次のように報告します。 
1.貴電報を貰った後、日本側と接触する時間がなくて、この問題に関して直接日本政府の見解

を聞く機会はないが、色々な新聞に報道されたものを綜合すると、日本側が現在としては

WAIT AND SEE 態度を取っているのには間違いなさそうです。しかし現在の軍政が続くか

らと、会談再開の可能性を排除してはいません。 
2.韓国の今回の政変が韓日会談に関して、日本において不利な影響を与えているのは事実です。

第一に、社会党側がこれを口実にして、韓日会談反対の態度とその宣伝を強化しています。

第二に新聞報道によると、自民党内部でも韓日会談促進派と慎重派が分かれるという話があ

ります。即ち岸、佐藤、石井らは促進派に属し、三木武夫、河野らは慎重派に属し、藤山は

中間にいるといいます。 
3.以上を綜合して本人の観察としては、韓日会談のためには日本社会党や自民党内慎重派に、

これ以上口実を与えないようにすることが良いと思われます。 
              韓日会談首席代表 
 
P330            大韓民国外務部 
  着信電報                          番号 : JW-0641 
     東京                           日時 : 6 月 10 日 13:30  

受信人 :  外務部長官 貴下   
  

今日 6 月１０日付当地の新聞報道によると、昨 9 日韓日会談日本側首席代表澤田氏は小坂外 
相に正式に辞表を提出したところ、同外相はこれを諒承したとして、来週閣議に回付され正式

に発令されるというので、これを報告いたします。 
追記 : 本件外務省に確認したことを添言いたします。 
                    駐日公使 代理 
 


